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η
ニ
向
日
H
V
外
総
務
災
A
H
策

約
九
円
り
門
行
政
手
続
呼
に
い
ね
け
る
制
緩
滋
れ

の
絞
術
の
制
刊
削
m
に
能
ず
ら
法
作
山
々
の
施
行
に

伴
う
総
務
お
関
係
約
令
の
帆
配
備
容
に
関
す
る

お
h
H
7公
に
よ
る
改
配
〕

W
T
成
て
み
修
八
月
二
九
日
号
外
総
箔
符
A
H
m

一
一
一
な
門
第
四
七
次
改
荻
〕

平
成
一
去
年
一
二
月
二
流
行
ひ
外
総
務
行
令
姉

一山
m－h
nり門
M
M
問
八
次
改
正
〕

wヤ
成
一
六
村
山
・
問
月
一
日
日
ひ
外
総
務
省
令
お

七
八
日
〔
第
凶
九
次
改
正
〕

平
成
二
ハ
年
七
万
三

O
日
勾
外
総
総
問
符
令
第

…
一
一
円
げ
〔
第
五
O
次
改
正
〕

平
成
一
六
年
一
一
月
八
日

η外
総
滋
初
公
A
H
郊

一
一
一
二
号
門
第
五
日
次
改
正
〕

不
成
｝
七
年
限
月
一
三
日
付
》
外
総
強
行
A
H
筋

・
・
じ
双
勾
〔
第
五
二
次
改
正
〕

一
七
年
三
一
月
二
八
白

η外
総
務
劣
A
H
第

六
九
日

d

〔
第
五
三
次
改
託
〕

平
成
吋
八
年
一
一
月
二
二
日
総
務
布
令
第
三
－
一

九
り
門
地
方
自
治
法
佐
施
行
川

mm及
び
治
方
税

法
路
行
規
則
の
一
僚
を
改
正
す
る
ゆ
れ
令
玄
米

に
よ
る
改
正
〕

平
成
一
九
年
一

nz一
一
ね
な
外
総
総
省
令
お

間
な
〔
第
五
揖
次
改
正
〕

平
成
一
九
修
二
月
二
三
口
ひ
外
総
務
行
令
州
市

ご
告
げ
門
小
品
験
退
学
法
施
行
制
服
則
の
一
郎
A
V
M

改
恋
す
る
行
A
H
附
郎
防
一
二
凶
引
に
よ
る
改
正
〕

不
成
一
九
年
一
二
日
付
コ
ニ
行
総
務
付
A
H
第
二
七

ワ
門
第
五
五
次
改
定
｝

平
成
｝
九
年
一
二
nu
三
一
日
口
外
総
務
行
令
第

五
問
川
げ
門
地
方
特
例
交
付
金
に
閉
す
る
の
A

”

の
一
郎
会
改
絞
ず
る
の
〈
刊
に
よ
る
改
託
〕

平
成
ニ

O
修
二
月
刊
問
日
総
務
省
令
第
一
二

り
〔
第
五
六
次
改
正
〕

本
成
二

O
加
や
む
月
｝
八
日
号
外
総
獄
中
判
A
H
惜別

八
六
H
V
〔
柏
崎
刀
法
人
符
泌
税
制
ザ
に
閃
ず
ら
初

定
締
約
法
施
行
刷
出
則
的
問
問
糸
に
よ
る
改

正〕

半
球
ニ

O
年
一

O
H幻
二
二
日

η外
総
務
行
令
惜
別

一
一
六
H
V
〔
地
方
役
守
減
収
納
て
ん
結
時
交

付
命
に
問
寸
る
劣
A
H
附
則
三
・

mm糸
に
よ
る

改
託
〕

平
成
二

O
年
一
一
日
万
六
日
総
務
中
日
令
姉
…
…

八
H

り
〔
銭
叉
む
次
改
ぽ
〕

平
成
二
一
年
三
月
三
一
行
乃
外
総
筋
約
九
“
第

三
六
H
V
〔
地
方
税
法
胎
施
行

mmmwの
一
却
を

改
派
す
る
符
令
附
則
的
占
ハ
条
に
よ
る
放
任
〕

平
成
二
叩
年
三
月
三
一
日
号
外
総
お
お
A
H
第

三
九
な
門
哨
州
五
八
次
改
正
〕

本
成
二
一
年
五
万
二
九
日
H
V
外
総
滋
お
令
お

江
間
ひ
〔
箔
五
九
次
改
肌
〕

平
成
二
二
年
三
万
三
一
日
り
外
総
務
行
令
瓜

三
五
円
げ
〔
滋
ム
ハ

O
次
改
正
〕

一
…
五
一
一

W
T
成
二
三
和
中
部
月
二
七
日
勾
外
総
務
行
令
第

閉
山
お
り
｛
第
六
一
次
改
正
〕

平
成
二
三
匁

b
h
月
二
九
日
H
U
外
総
務
行
令
お

－
一
一
円
げ
〔
地
方
自
治
法
絡
行
制
品
川
明
ず
の
一

部
会
改
正
す
る
お
Amp

叫
ん
糸
に
よ
る
改
正
〕

W
十
成
二
三
年
一
二
万
二
六
日
行
外
総
務
行
令
第

ヱ
ハ
九
ひ
〔
第
六
二
次
改
正
〕

平
成
二
問
釦
ゃ
な
一
日
付
一
日
二
日
号
外
総
務
省
令
初

三
O
H
V
内
第
六
一
一
一
次
改
正
〕

平
成
二
五
年
二
月
六
日
乃
外
総
務
中
H
A
H
m

一九

η
〔
柏
崎
方
自
治
法
純
行
期
制
約
品
川
ひ
市
町
村

の
合
併
の
符
例
に
閉
す
ら
法
作
総
行
別
別
の

一
筋
合
改
正
す
る
省
令
一
条
に
よ
る
改
犯
〕

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
命
同

舟



a、

地
方
自
治
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

地
方
向
治
法
施
行
規
則

〔
投
渋
川
紙
〕

第
一
条
地
方
公
共
同
体
の
議
会
の
解
散
の
投
京
、
地
方
公
共
同
体
の
議
会
の

議
日
及
び
H
M
の
解
職
の
投
京
税
び
に
一
の
地
方
公
共
同
体
の
み
に
迎
川
さ
れ

る
特
別
法
に
指
す
る
賛
否
の
投
出
に
剖
い
る
投
京
別
紙
は
、
別
記
様
式
に
準

じ
て
こ
れ
を
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
：
・
一
郎
改
正
・
川
二
条
i
線
上
〔
郎
副
刊
二
五
年
五
月
総
則
叫
A
H

一
関
与
〕
宅
一
郎
改
版
門
附

利
一
一
一
八
年
九
月
自
治
令
ニ
ム
ハ
ワ
〕

〔
点
字
投
出
の
印
〕

第
二
条
地
方
自
治
法
施
行
令
〈
昭
利
二
十
二
年
政
令
第
十
六
日
げ
〉
第
百
六

条
、
第
百
十
線
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
八
十
四
条
、
第
二
百
十
三
条
の
五

第
一
項
、
第
ニ
器
十
凶
条
の
罰
及
び
第
二
信
十
五
条
の
問
に
お
い
て
準
用
す

る
公
殺
選
挙
法
施
行
令
〈
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
一
一
一
十
九
条

第
二
項
、
第
五
十
三
条
第
三
項
、
第
五
十
四
条
第
ニ
項
又
は
第
五
十
九
条
の

五
の
問
第
八
項
の
短
定
に
よ
る
点
字
投
票
で
あ
る
自
の
表
訴
は
、
公
職
選
挙

法
施
行
規
則
〈
昭
和
二
十
五
年
総
瑚
府
令
第
十
三
号
〉
第
七
条
の
規
定
に
よ

る
様
式
に
準
じ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
在
い
。

本
虫
剤
：
人
ふ
務
改
刊
に
－

m三
条
：
・
線
上
〔
mm
制
和
二
五
年
五
月
総
則
一
令
一
間
勺
吋
ニ
瓜
：
・
削
除

〔
総
如
何
ニ
七
年
九
日
付
総
削
指
令
七
内
む
可
本
条

i
ア
然
改
正
門
附
利
間
四
年
間
月
山
口
治
令
一

O

H
V
－L
ハ
二
年
一
二
月
三
り
・
平
成
六
年
一
一
月
間
…
り
・
じ
年
六
月
二
－
り
・
…

0
年
一
一
月
一

ワ
・
一
九
年
二
打
総
務
A
H

一
mmHUG

〔
投
出
川
封
筒
〕

第
五
条
地
方
自
治
法
〈
昭
和
ニ
十
二
年
法
律
第
六
十
七
行
〉
第
八
十
五
条
第

第
四
編

地
方
制
度

地
主
作
治

地
方
山
治
法
施
行
説
部

第
二
市

ベ
〔
現
行
法
規

七
一
…
〕
①
川

一
項
、
第
一
一
辺
六
十
二
条
第
一
項
設
が
第
一
一
百
九
十
一
換
の
ふ
ハ
第
七
項
に
お

い
て
準
用
す
る
公
臓
選
挙
法
（
昭
和
二
｛
五
年
法
律
第
百
H
V

〉
第
五
十
条
第

限
項
及
び
第
五
羽
組
ぴ
に
地
方
向
治
法
施
行
令
第
百
六
条
、
第
汗
十
同
条
、

第
百
十
七
条
、
第
百
八
十
mm
条
、
第
二
百
十
三
条
の
五
第
一
一
割
、
第
ニ
百
十

開
条
の
四
及
び
第
二
百
十
五
条
の
凶
に
お
レ
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
丹

AmN
筋
間
十
一
条
第
四
取
の
規
定
に
よ
る
投
禁
用
対
簡
は
、
公
職
選
挙
法
抱
行

脱
期
第
八
条
の
撰
定
に
よ
る
繍
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
長
m
i
一
一
綴
佼
庄
内
附
初
二
二
年
一
二
日
付
山
内
務
A
A
H
m
門
二
刊
行
〕
、
全
部
改
正
a

川
別
総
条
：
・
線
上

〔
関
知
刊
二
五
年
五
月
総
m
A
H

一
割
り
円
二
郎
伎
一
応
門
mm
和
三
八
年
九
日
付
－

n治
令
ニ
h

ハ
ワ
・
乎

成
む
お
や
み
ハ
月
山
…
一
円
り
・
二
三
年
七
月
総
務
令
…
山
叩
け
り
〕

〔
立
誓
件
H
H

等
の
調
製
〕

第
四
条
地
方
自
治
法
務
行
令
第
百
六
条
、
第
百
十
鵠
条
、
第
百
十
七
条
、
第

百
八
十
四
条
、
第
二
百
十
五
条
の
五
第
一
項
、
第
二
百
十
四
条
の
四
及
ヴ
第

二
十
日
十
五
条
の
関
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
笠
誓
書
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
蟻

式
に
準
じ
て
作
成
し
説
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
・
：
全
倒
的
改
蕊
・
幻
五
条
・
：
線
上
〔
沼
紛
二
近
付
小
沢
H
付総掛川
A
こ
間
四
号
〕
、
一
郎
改
阪
門
附

利
三
八
年
九
日
付
自
治
令
ご
み
ハ
吟
・
四
六
年
一
月
一
り
・
消
γ
成ト－
M

年
六
日
付
－
一
一
H

げ〕

〔
不
在
者
投
票
説
明
主
等
の
調
製
〕

第
五
条
地
方
自
治
法
随
行
令
第
百
六
条
、
第
召
十
mm条
、
第
百
十
七
条
、
第

百
八
十
四
条
、
第
二
百
十
一
一
一
条
の
五
第
一
浜
、
第
二
百
十
四
条
の
四
及
び
第

二
百
十
五
条
の
問
に
お
い
て
準
用
す
る
公
総
選
挙
法
純
一
行
令
第
五
十
一
一
一
条
第

一
項
及
び
第
況
十
則
条
第
一
項
の
納
税
定
に
よ
る
不
在
者
投
盟
問
持
苅
並
び
に

同
令
第
五
十
一
一
一
条
第
一
一
項
の
相
続
定
に
よ
る
不
在
者
投
京
証
明
刀
法
ぴ
入
れ
る

一
一
五
三



第
問
編

地
方
自
治
法
施
行
似
脱
出

地
方
制
度

第
二
章

地
方
山
口
治

ベ
き
封
筒
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
別
別
第
十
条
の
組
定
に
よ
る
械
式
に
準
じ

て
調
製
し
な
け
れ
ば
会
ら
な
レ
。

本条：・
A
L
m
改
琢
‘
問
中
ハ
条
：
・
線
上
〔
却
期
制
刊
二
五
年
五
月
総
湾
令
一
附
け
円
一
線
改
一
点
〔
州

知
和
三
一
八
年
九
月
白
治
令
二
六
H
V
－
wγ

成
七
年
六
月
二
一
け
v
e
二
例
年
三
日
総
務
A
H
m
m

ごり〕

第
六
条
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
条
、
第
百
十
問
魚
、
第
百
十
七
条
、
第

百
八
十
開
条
、
第
一
一
百
十
三
条
の
五
第
一
一
位
、
第
二
百
十
四
条
の
聞
及
び
第

ニ
百
十
五
条
の
問
に
お
い
1

て
準
用
す
る
公
総
選
争
以
輝
行
令
第
五
十
九
条
の

三
の
規
定
に
よ
る
郵
便
投
出
説
明
乃
の
交
付
中
山
川
九
又
法
郵
便
投
出
説
明
ド
け

は
、
公
戦
選
挙
法
鑑
行
規
期
第
十
条
の
去
の
則
定
に
よ
る
械
式
に
準
じ
て
作

成
し
、
又
は
調
製
し
な
け
れ
ば
主
ら
な
い
。
川
条
第
ニ
瓜
の
制
服
内
広
域
、
抑
制

投
認
証
明
内
の
交
付
を
申
請
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

本
条
j
削
除
｛
昭
和
柑
二
七
年
九
月
総
樹
立
E
ハ
側
代
サ
〕
‘
追
加
〔
限
利
五
一
年
三
月
山
治
A
H

八

号
〕
、
一
総
改
説
。
平
成
七
年
六
月
自
治
令
二
日
ひ
〕

第
六
条
の
二
地
方
自
治
法
箆
行
令
第
吾
六
条
、
第
百
十
m
m
条
、
第
百
十
七

条
、
第
器
八
十
四
条
、
第
二
回
十
三
条
の
五
第
一
項
、
第
二
回
十
凶
条
の
附

及
び
第
二
百
十
五
条
の
留
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十

九
条
の
間
部
二
引
の
続
定
に
よ
る
詰
求
乃
は
、
公
職
選
挙
法
施
待
疑
問
第
十

裂
の
刊
の
規
定
に
よ
る
版
式
に
準
じ
て
作
成
し
生
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
：
追
加
〔
m
m
初
五
一
年
一
三
月
れ
治
A
H

八
円
り
〕
‘
一
削
除
改
正
門
平
成
七
和
小
六
月
自
治
A
N

－－一

日
リ
〕

第
六
条
の
三
地
方
自
治
法
範
行
令
第
召
六
糸
、
第
百
十
沼
条
‘
第
詳
十
七

糸
、
第
百
八
十
四
条
‘
第
一
一
百
十
三
条
の
瓦
第
一
説
、
第
エ
百
十
凶
条
的
問

及
ヴ
第
ニ
口
十
五
条
の
凶
に
お
い
て
準
刑
す
る
公
総
選
挙
法
施
行
令
部
五
十

九
条
の
関
節
目
的
引
の
規
定
に
よ
る
投
荒
川
対
関
誌
、
公
職
選
挙
法
路
行
脱
出

,... 

一
…
蕊
四

第
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
織
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
し
に

本
糸
・
：
迫
制
崩
〔
昭
和
托
ご
早
川
二
H
M

れ
治
A
N
八
り
〕
‘
一
一
務
総
以
内
平
成
む
お
や
ム
ハ
幻
自
治
令
ニ

リ
・
二
一
た
お
や
む
行
総
務

A

月刊一一一いり〕

第
六
条
の
臨
地
方
自
治
法
路
行
令
第
百
六
条
、
第
行
十
開
条
、
節
目
十
七

条
、
第
百
八
十
四
糸
、
第
二
百
十
三
条
の
五
第
一
一
明
、
第
二
百
十
則
条
の
聞

及
び
第
ニ
百
十
五
条
の
附
に
お
し
ド
て
準
吊
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十

九
条
の
五
の
問
第
五
項
の
川
店
内
え
に
よ
る
約
求
主
誌
、
公
職
滋
挙
法
施
行
制
則

第
十
条
の
五
の
の
組
定
に
よ
る
蟻
式
に
撒
じ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぷ
条
j
追
加
〔
手
成
一
九
年
二
U
M
総
務
A
H

一
例
り
〕

第
六
条
の
五
地
舟
自
治
法
施
行
令
第
百
六
条
、
第
百
十
間
糸
、
第
笥
十
七

条
、
第
百
八
十
間
条
、
第
ニ
百
十
三
条
の
五
第
一
項
、
第
二
百
十
四
条
の
凶

及
び
第
二
百
十
五
条
の
凶
に
お
し
γ

て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十

九
条
の
五
の
問
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
局
長
時
は
、
公
職
選
挙
法
施
行

境
問
第
十
条
の
五
の
聞
の
規
定
に
よ
る
様
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。ぶ

条
・
：
追
加
〔
平
成
一
九
年
二
月
総
務
令
一
問
問
符
〕

〔
柑
出
主
及
び
棋
話
代
け
等
の
調
製
〕

第
七
条
地
方
自
治
法
範
行
令
第
百
六
条
、
第
四
十
m
m
条
、
第
百
十
七
条
、
第

ニ
話
十
三
条
の
五
第
一
刻
、
第
一
一
富
十
四
条
の
関
及
び
第
ニ
百
十
五
条
の
問

に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
範
行
令
第
六
十
九
条
及
び
第
八
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
関
荒
立
会
人
及
び
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
の
日
間
山
川
及
び

恭
諸

A
は
、
公
職
選
挙
法
銭
行
期
則
第
十
一
条
の
制
定
に
よ
る
締
式
に
惣
じ

て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

門
現
行
法
制
統
一
七
ニ
〕
愈
山
内

侍



a、
本
条
：
・
一
係
改
正
門
服
組
一
一
二
信
や
ゴ
｝
川
内
務
A
H
附門ニ
H
り叫

A
仁
郎
改
正
・
山
八
弘
前
・
：
出
線
上

〔
訓
則
如
何
二
五
年
五
月
総
姥
令
一
四
日
り
円
一
郎
改
正
門
川
小
成
七
年
六
月
内
治
A
M
－
二
川
勺
〕

〔
投
票
録
、
間
諜
録
等
の
調
製
〕

第
八
条
地
主
自
治
法
第
八
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百
六
十
二
条
第
一
．
墳
及
び

第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
織
選
挙
法
第
五
十
四

条
、
第
七
十
条
又
は
第
八
十
一
一
一
条
の
規
定
に
よ
る
投
京
録
、
開
票
録
又
は
選

挙
録
説
び
に
地
方
自
治
法
路
行
令
第
百
六
条
、
第
百
十
州
条
、
第
自
十
七

条
、
第
百
八
十
剖
条
、
第
一
一
百
十
三
条
の
五
第
一
説
、
第
二
百
十
開
条
の
間

及
び
第
二
百
十
五
条
の
問
に
お
レ
て
準
用
す
る
公
総
選
挙
法
路
行
令
第
六
十

一
条
の
制
定
に
よ
る
不
定
者
投
訴
に
関
す
る
却
代
け
は
、
公
織
選
挙
法
路
行
規

期
第
十
開
条
の
鋭
定
に
よ
る
様
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
・
：
会
館
酬
改
亙
－

m
一
一
条

i
u慨
し
L

〔
関
川
知
和
二
五
年
五
月
総
理
令
日
間
nhd円
一
銭
改
正

門
的
如
何
三
八
年
九
月
自
治
令
三
六
刊
行
・
平
成
七
年
六
月
二
↓
り
・
二
三
年
七
汀
総
務
A
H

一
一
一

〔
設
場
請
求
書
等
の
様
式
〕

第
九
条
普
通
地
方
公
共
団
体
及
び
特
別
区
の
条
例
鰯
定
又
域
改
鹿
請
求
書
、

条
制
約
制
定
又
は
改
廃
諦
求
代
表
者
証
明
代
川
、
条
例
制
定
又
は
改
療
局
求
者
将

名
簿
、
条
樹
齢
定
又
は
改
廃
請
求
署
名
収
集
委
任
状
、
条
例
制
定
又
は
設
臓

諮
求
署
名
審
査
録
及
び
条
例
制
定
又
は
改
殿
前
求
署
名
収
集
説
明
ω
刀
法
、
別

記
織
式
の
と
お
り
と
す
る
。

2

広
域
連
合
の
条
例
制
定
又
は
改
謎
請
求

3
、
条
刑
制
定
又
法
改
廃
前
求
代

表
者
説
明
書
、
条
例
制
定
又
法
改
鹿
請
求
者
将
名
簿
、
条
例
制
定
又
は
改
廃

諸
求
将
名
制
収
集
委
任
状
、
条
例
封
定
又
誌
改
廃
品
求
明
名
寄
汽
録
及
び
条
例

制
定
又
法
改
斑
請
求
署
名
収
集
証
明

A
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
組

地
方
制
護

地
方
白
治

地
方
れ
治
法
掩
行
規
則
的

第
平
常

、
〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
合
川

約
一
七
条
：
・
線
上
公
的
印
刷
二
五
お
や
が
幻
総
岡
q
A
U

二
門
HHe
〕
．
本
条
・
：
一
郎
改
ぷ
〔
回
開
利
二
五
年

五
月
総
環
令
二
ハ
り
・
二
七
年
九
日
灯
火
消
り
吋
一
一
引
：
一
郎
改
正
・
コ
瓜
・
：
泌
加
｛
平
成
七

年
六
月
自
治
A
H
ニ
一
り
円
一
・
ニ
瓜
：
一
一
筋
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
月
総
務
A
H
五刊行

d

〕

〔
事
務
監
資
請
求

A
等
の
様
式
〕

第
十
条
詳
述
地
主
公
共
矧
体
及
げ
特
別
似
の
事
務
続
出
口
．
必
求
A
、
事
務
蛇
任

請
求
代
表
者
説
明
丹
、
事
務
設
査
結
求
者
署
名
簿
、
事
務
監
流
説
求
署
名
収

集
委
筏
状
、
事
務
監
査
諸
求
将
名
寄
舟
録
及
び
官
務
院
究
結
求
持
名
収
集
説

鴎
乃
は
、
的
条
第
一
頃
の
射
必
様
式
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

2

広
域
連
合
の
引
務
監
査
請
求
刀
、
事
務
院
先
約
求
代
表
者
説
明
快
山
、
事
務

監
先
請
求
者
署
名
薄
、
事
務
監
資
諦
求
将
名
収
集
委
白
状
、
事
務
監
資
請
求

書
名
滞
在
録
及
び
明
務
監
古
訓
求
将
名
収
集
説
明
unけ
は
、
前
条
第
二
．
取
の
別

配
様
式
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

似
一
八
条
：
・
線
上
〔
昭
和
刊
二
五
年
五
月
総
樹
元
日
一
間

H
4．
本
条
i
A
L
総
改
正
門
限
側
二
じ
年

九
日
付
総
閣
情
A
H
h
ハ
刊
行
円
一
一
環
・
：
刊
一
郎
必
氏
・
二
項
：
・
迫
綴
〔
平
成
七
年
六
H
H
O
治
A
H
二一

リ
円
一
・
ニ
凶
・
：
ニ
務
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
汀
総
説
明
A
U
f
－丹勺〕

〔
解
散
諮
求
書
等
の
犠
式
〕

第
十
一
条
普
通
地
完
公
共
団
体
及
ヴ
特
別
区
の
議
会
の
解
散
諮
求
台
、
解
散

請
求
代
表
者
証
明
刀
、
解
散
請
求
者
署
名
簿
、
解
散
部
求
持
名
収
集
委
任

状
、
解
散
請
求
署
名
審
査
録
及
ヴ
解
散
諮
求
署
名
収
集
託
明
力
は
‘
第
九
条

第
一
墳
の
別
記
様
式
の
掛
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

2

広
域
連
合
の
議
会
の
解
散
請
求
un川
、
解
散
議
求
代
去
説
説
明
品
、
解
散
柿

求
者
署
名
簿
、
解
散
請
求
署
名
収
集
委
任
状
、
解
散
請
求
郭
名
審
査
録
及
び

解
故
請
求
者
名
収
集
証
明
占
は
、
第
九
条
第
一
一
頃
の
出
口
山
線
式
の
倒
的
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

本
条
・
：
…
録
改
正
・

mm
一
九
条

i
線
上
〔
割
削
制
朝
二
五
年
五
月
総

mAリ

開門

nv円
全
削
除
俊
正

一
一
五
五



第
聞
編

地
方
制
度

第
一
一
章

母
方
自
治

地
方
向
治
法
施
行
規
制

門
郎
総
ご
七
年
九
日
付
総
溜

2
2ハ
mm
け
可
－
瓜
：
・
↓
一
郎
改
正
・
ニ
柄
引
i
追
加
門
平
成
七
年
六
月

α治
A
H
一
二
日
ぷ
、
一
－
二
項
：
・
一
郎
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
行
総
務
令
五
円
り
〕

〔
解
職
詰
求
書
等
的
機
式
〕

第
十
二
条
誇
述
地
方
公
共
間
体
及
び
特
別
区
の
談
合
の
議
民
、
長
、
副
知

明
、
副
市
町
村
長
、
選
挙
廿
理
委
託
、
政
市
安
ハ
は
及
び
公
安
委
民
会
の
委
員

の
解
鞍
必
求
刀
‘
解
職
議
求
代
衣
者
証
明
刀
、
解
戦
前
求
者
署
名
簿
、
解
職

訓
求
将
名
収
集
委
詑
状
、
解
職
必
求
署
名
謀
計
録
及
び
解
験
訓
求
鴇
名
収
束

説
明

A
は
、
第
九
条
第
一
項
の
別
必
械
式
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

2

広
域
連
合
の
議
会
の
議
H
H
、
H
M
及
び
地
方
向
治
法
施
行
令
第
二
百
十
六
条

に
規
定
す
る
職
只
の
解
職
泊
求

A
、
解
職
請
求
代
引
訳
者
説
明
b

丹
、
解
織
請
求

者
将
名
簿
、
解
職
必
求
署
名
根
拠
委
任
状
、
解
職
山
州
求
判
名
前
先
鋭
及
び
解

職
指
求
強
引
名
収
集
説
明
品
川
辻
、
第
九
条
第
二
瓜
の
出
記
様
式
の
例
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

本
条
：
・
一

Mm改
正
－

mニ
O
条
・
：
線
上
〔
約
制
二
バ
お
や
托
刀
総
削
m
A
H
一
山
内
り
円
九
七
郎
改
正

〔m
m
利
二
七
年
九
月
総
理
A
H
A
ハ
関
げ
〕
、
一
係
改
民
門
附
籾
三
一
年
一
二
日
付
総
掛
町
A
n
八
九
段
d
H

二
川
・
：
一
係
改
正
・
ニ
瓜

i
迫
総
門
出
ヤ
成
じ
年
六
日
け
れ
リ
約
h
f
一
一
ひ
円
一
一
m
i
一
務
改
正

〔
平
成
一
八
年
一
ゴ
μ
総
務
A
F
H

二
一
一
九
H
V
〕
、
一
・
二
項
：
…
総
改
正
門
W
T
成
二
五
年
二
月
総

務
A
H
．弘行〕

〔
混
約
変
更
要
請
請
求

3
等
の
凶
悼
式
〕

第
十
二
条
の
こ
広
域
連
合
の
髭
約
変
更
婆
諸
説
求
当
、
規
約
変
更
要
詩
諦
求

代
表
者
説
明
方
、
規
約
変
更
要
指
泊
求
者
郭
名
簿
、
規
約
変
更
梨
諮
問
求
署

名
収
集
袋
詰
状
、
焼
約
変
．
兇
要
品
請
求
署
名
様
資
録
及
び
制
服
約
変
更
要
諦
請

求
署
名
叡
集
証
明
乃
は
、
第
九
条
第
二
項
の
別
記
縫
式
の
例
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

本
条
：
・
追
加
〔
平
成
七
年
六
月
山
口
治
A
H
一

,,.,.. 

H
り
可
ニ
撚
後
一
点
門
事
成
ニ
江
加
や
斗
行
総
続
人
時
五

一
一
五
六

〔
会
議
録
の
電
子
署
名
〕

第
十
二
条
の
こ
の
こ
地
方
白
治
法
第
百
ニ
十
三
条
第
三
回
引
の
総
務
省
令
で
定

め
る
措
世
は
、
滋
子
署
名
及
び
認
託
業
誌
に
関
す
る
法
律
〈
平
成
十
二
年
法

待
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
又
は
電
子
容
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認

げ
就
業
務
に
関
す
る
法
誇
〈
平
成
十
例
年
法
沖
第
f
H
a
h
－
－
三
ワ
〉
第
ニ
条
第
一

羽
に
例
既
定
す
る
．
世
子
持
名
と
す
る
。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
一
五
年
一
次
H
H
総
務
令
例
九
円
り
〕
、
全
部
改
ぶ
〔
平
成
…
八
年
一
｝
け
け
総
跨

令
二
二
九
い
り
〕

〔
陣
指
針
支
控
施
設
等
に
準
ず
る
持
の
認
定
の
出
準
〕

第
十
二
条
む
こ
の
草
野
述
地
方
公
共
同
体
の
廷
は
、
地
方
舟
治
法
施
行
令
第

百
六
十
七
条
の
ニ
第
一
晩
第
三
サ
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
辻
、
あ
ら
か
じ
め
、
力
議
認
定
に
必
要
な
鵠
準
を
定
め
、
ニ
れ
を
公
点
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

普
通
地
方
公
共
同
体
の
民
は
、
前
墳
の
民
一
触
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
‘
二
人
以
上
の
学
縄
経
験
を
わ
付
す
る
＃
（
以
下
ニ
の
条
及

び
第
十
二
条
の
聞
に
お
い
て
吋
学
識
経
験
話
」
と
い
う

J
の
窓
克
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
会
レ
。

3

普
通
地
方
公
共
間
体
の
日
以
培
、
第
一
項
の
耕
一
泊
中
に
品
一
，
つ
い
て
認
定
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
二
人
以
上
の
学
諸
経
験
者
の
怠
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
・
：
滋
知
刷
〔
平
成
ニ
三
年
二
一
日
行
総

mA日
一
六
九
円
，
〕

〔
新
た
な
事
業
分
野
の
開
拓
を
同
る
行
を
認
定
す
る
と
き
〕

第
十
二
条
の
＝
一
普
通
地
方
公
共
団
体
の
民
は
、
地
方
自
治
法
施
日
付
令
第
百
六

十
七
条
の
ニ
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
新
商
品
の
生
産
に
よ
り
新
た

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕

φ
川

停



a、

な
事
業
分
野
の
開
拓
を
川
内
る
者
を
認
定
す
る
と
設
は
、
新
尚
品
の
生
産
に
よ

り
新
た
な
官
業
分
野
の
開
拓
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
お
〈
新
高
品
の
生
践
に

よ
り
新
た
な
事
業
分
野
の
開
拓
を
実
施
す
る
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者

を
含
む
。
〉
に
当
該
新
た
な
事
業
分
野
の
開
拓
の
実
擁
に
関
す
る
計
画
（
以

下
本
条
に
お
い
て

3
K純
計
阿
」
と
い
う
J
を
提
出
さ
せ
、
そ
の
巾

u

氏
擁

A

一
闘
が
次
の
各
H
V
の
い
ず
れ
に
も
適
A
H
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
γ

て
議
認

す
る
も
の
と
す
る
。

一
雪
山
ぷ
新
た
な
引
業
分
野
の
開
拓
に
係
る
新
商
品
が
、
既
に
企
業
比
さ
れ

て
レ
る
尚
品
と
は
通
常
の
取
併
に
お
し
ド
て
お
し
く
は
社
会
通
念
上
別
例
の

範
峨
に
胤
す
る
も
の
又
は
既
に
企
業
化
さ
れ
て
い
る
商
品
と
向
一
の
範
端

に
胤
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
既
お
の
謝
品
と
法
書
し
く
児
な
る
使
間
悩
読

を
有
し
、
実
設
的
に
別
桐
の
範
鴫
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

ニシコ

一
一
主
ぷ
新
た
な
事
業
分
野
の
開
拓
に
保
る
新
商
品
が
、
事
業
活
動
に
採
る

技
術
の
高
度
化
若
し
く
は
経
営
の
能
率
の
向
上
又
は
住
民
生
活
の
特
伎
の

地
逝
に
寄
与
す
る
も
の
と
蒜
め
ら
れ
る
e

｝と。

三
次
川
部
開
け
な
に
掲
げ
る
事
例
制
が
新
商
品
の
生
惑
に
よ
る
新
た
な
事
業
分

野
の
開
拓
老
議
実
に
実
施
す
る
た
め
に
連
側
切
な
も
の
で
あ
る
e

｝と。

2

’
実
路
沿
一
向
に
誌
、
次
に
拘
げ
る
事
項
を
記
載
さ
せ
な
け
れ
ば
告
ら
な
い
。

一
新
ぃ
銘
打
開
の
定
践
の
日
掠

二
新
ぃ
持
品
の
内
科

一
一
一
新
商
品
の
生
絹
の
完
結
時
期

間
新
商
品
の
生
産
の
実
路
方
法
並
び
に
実
胞
に
必
饗
な
資
金
の
制
及
び
そ

の
調
態
方
法

第
例
制

地
方
制
度

第
二
章

地
方
釘
治

地
点
自
治
法
施
行
規
則
的

a、〔
現
行
法
規
三

O
七
〕
命
川
川

普
通
地
方
公
共
同
体
の
H
K
泣
、
新
潟
け
似
の
生
産
に
よ
り
新
た
な
事
業
分
野

の
mw揺
を
凶
る
者
と
し
て
必
定
を
受
け
た
符
が
、
第
一
項
の
説
定
に
よ
り
雌

認
さ
れ
た
実
施
計
州
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
後
の
尖
純

計
…
闘
が
同
項
各
号
の
し
ド
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
み
る
・
｝
と
を
確
認
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

持
活
地
方
公
共
同
体
の
H
M
は
、
新
向
日
間
の
生
産
に
よ
り
新
た
な
引
業
分
野

の
開
拓
を
同
る
者
と
し
て
認
定
を
受
け
た
許
が
‘
第
…
川
引
の
規
定
に
よ
り
議

認
さ
れ
た
実
施
計
耐
〈
前
川
引
の
溺
定
に
よ
る
変
．
史
の
確
認
が
あ
っ
た
と
き

は
、
そ
の
変
足
後
の
も
の
〉
に
従
っ
て
新
た
な
事
業
分
野
の
関
お
を
似
る
た

め
の
乍
業
を
実
施
し
て
レ
な
レ
と
認
め
る
と
き
は
‘
そ
の
認
定
合
取
り
消
す

も
の
と
す
る
。

5

普
泊
地
方
公
共
間
体
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
商
品
の
生
産
に

よ
り
新
た
な
事
業
分
野
の
聞
桁
を
図
る
者
を
認
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
誌

に
能
の
持
議
地
方
公
共
同
体
の
長
が
同
項
の
実
施
設
両
を
拠
出
さ
せ
確
認
し

て
い
る
と
き
は
、
当
該
実
施
計
画
の
い
ら
し
を
も
っ
て
同
項
の
鶴
認
を
す
る
二

と
が
で
き
る
。

6

読
項
の
規
定
は
、
第
三
項
の
実
施
計
耐
の
変
到
に
つ
い
て
準
出
寸
る
。

本
条
：
・
追
加
〔
M
r

成
…
火
山
本
｝
｝
Hn
総
務
令
一
：
二
り
吋
二
引
：
」
務
改
正
門
平
成
ぺ
じ
が
小

川
川
総
務
A
H

七
五
い
り
円
五
e

ふ
ハ
削
：
・
泊
加
〔
M
r
成
了
九
年
士
一
H
M
総
鈎
令
↓
・
七
け
〕
．
川
二
一
条

の乏の一一
2

・
緑
色
〔
M
T
成
ニ
ヌ
年
じ
H
M
総骨
m
A
H

一
一
一
ワ
〕

〔
学
識
経
験
者
へ
の
立
は
の
聴
取
〕

第
十
二
条
ぬ
四
詳
述
地
ト
川
公
共
同
体
の
い
比
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六

十
七
条
の
十
の
ニ
第
四
項
及
び
第
五
項
〈
ふ
れ
ら
の
規
定
を
制
令
弟
百
六
十

七
条
の
十
一
一
一
に
お
レ
て
準
m
m
す
る
場
合
を
合
む
J

の
規
定
に
よ
り
学
識
経

験
者
の
意
見
を
聴
く
と
き
誌
、
二
人
以
上
の
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
か
は

3 

五
七



第
山
門
制

地
点
れ
治

地
方
自
治
法
纏
行
川
脱
出

地
・
万
制
服

第
ニ
市

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
：
迫
加
。
子
成
一
一
年
二
月
自
治
A
H

肉
付
ぷ
、
山
一
二
条
の
三
・
：
幽
H

．
1

ト
門
形
成
で
九
年
八

日付総務
A
H

一
一
一
幻
円
一
刻
i
削
除
・
川
二
段
i
…
係
改
正
し
…
川
引
に
線
上
〔
平
成
ニ
O
年

二
刀
総
務
令
一
一
一
川
三
、
本
条
：
・
〕
綴
改
正
〔
平
後
二
一
一
一
年
二
一
川
総
償
問
令
一
六
九
り
〕

〔
契
約

A
等
の
．
屯
子
持
名
〕

第
十
ニ
条
の
四
の
二
地
方
良
治
法
第
二
行
三
十
州
議
第
五
瓜
の
総
務
行
令
で

定
め
る
も
の
は
、
総
務
者
間
採
法
令
に
保
る
行
政
子
続
等
に
お
け
る
間
報
泊

訴
の
技
能
の
利
用
に
関
す
る
法
均
印
鑑
行
焼
則
〈
平
成
十
五
年
総
務
省
令
指
間

十
八
号
）
第
一
一
粂
第
ニ
頃
第
一
口
げ
に
焼
定
す
る
電
子
署
名
〈
滋
子
情
報
誌

m

組
織
を
使
川
し
て
契
約
内
詐
を
記
鋭
し
た
屯
磁
的
記
録
を
作
成
す
る
場
介
に

お
い
て
は
、
山
wd
議
活
子
署
名
を
行
っ
た
お
を
確
認
す
る
た
め
に
必
強
な
事
川
引

を
認
す
る
同
浜
第
二
号
に
定
め
る
司
子
証
明
汚
と
併
せ
て
送
約
さ
れ
る
も
の

に
限
る
。
〉
と
す
る
。

本
条
：
追
加
謝
。
平
成
一
八
年
一
一
一
月
総
務
令
二
二
九
号
〕

〔
議
入
歳
出
外
現
金
及
び
有
締
証
券
〕

第
十
二
条
の
五
地
方
向
口
治
法
路
行
令
第
百
六
ナ
八
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す

る
現
金
又
法
有
磁
証
券
で
総
務
付
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
e

一
普
通
地
方
公
共
団
体
が
的
権
者
と
し
て
偵
務
者
に
属
す
る
権
和
を
代
位

し
て
行
う
ニ
と
に
よ
り
受
領
す
べ
き
現
金
又
は
有
価
証
券

一
災
叫
に
よ
り
被
沼
を
受
け
た
者
に
対
す
る
見
舞
金
に
係
る
剖
金
又
は
む

価
証
券

公
立
学
校
〈
学
校
教
存
法
〈
昭
制
二
十
二
年
法
作
第
二
十
六
日
）
第
一

条
に
制
服
定
す
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
観
る
。
〉
に
お
け
る
焚
学
を

日
的
と
す
る
寄
附
金
を
原
資
と
し
て
交
付
さ
れ
た
制
金
又
は
有
価
税
券

P‘ 

一
一
五
七
ノ
ニ

本
条
：
追
加
門
的
和
五
仁
卸
小
九
H
H

れ約九
H

ニC
H

S

．
約
一
一
一
条
の
子
：
鎌
一
ト
門
平
成
じ
年
六

月
れ
治
A
H

ニ
一
刊
行
可
川
一
二
条
の
一
ニ
－
t
組
制
下
門
学
波
山
一
年
二
日
川
h
Hリ
m
A
M

関
口
〕
‘
…
節
改
正

〔
形
成
一
二
年
開
m
H
H

れ
治
A
H

三
一
一
一
り
・
九
月
間
関
行
〕
‘
則
前
一
二
条
の
山
門
：
・
繰
下
〔
平
成
一
円
札

年
八
日
付
総
務
A
H

｝吋一
H
U

・
4

〕

〔
縮
刷
れ
山
州
求

H
H

川
郡
の
隙
式
〕

第
十
三
条
地
・
刀
打
治
法
施
行
令
第
行
七
十
二
条
第
一
瓜
の
殿
山
に
よ
る
必
嵯

な
摘
出
訓
求
u
n
H

辻
、
別
記
隊
式
の
と
お
り
と
す
る
。

約
二
一
条
・
：
線
上
〔
昭
和
利
二
五
年
五
月
総
県
令
二
明
日
行
〕
・
本
条
：
人
ふ
務
改
正
〔
限
利
ニ
七
年

九
日
付
総
副
主
主
ハ
開
け
午
、
ニ
係
改
ぶ
〔
昭
和
利
三
一
年
一
二
月
総
閣
支
刊
八
九
H
V

－
三
八
年
九
月
自

治
A
H

二六り〕

〔
予
誌
の
調
製
の
線
式
〕

第
十
四
条
予
算
の
調
製
の
線
式
は
、
別
記
の
と
お
り
と
す
る
。

川
二
二
条
：
・
線
上
〔
m
m
和
二
五
年
五
万
総
掛
川
今
一
関
nd〕
‘
本
条
iAZ山
部
俊
正
〔
間
期
制
柑
ニ
ヒ
与

八月総捌刊
A
V

五八
n
V
M

．
一
部
改
復
円
一
切
純
一
コ
八
年
九
月
山
口
治
A
P

二六刊行〕

〔
区
分
〕

第
十
五
条
議
入
歳
出
予
算
の
款
．
墳
の
区
分
並
び
に
日
及
び
歳
入
予
算
に
係
る

節
の
区
分
は
、
知
記
の
と
お
り
と
す
る
。

2

議
出
予
算
に
係
る
節
の
区
分
は
、
則
的
記
の
と
お
り
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

’u

・

間
二
三
条
：
・
総
上
門
側
線
二
五
年
五
月
総
冊
叫
ん
ご
限
り
刊
本
条
：
A
ふ
郎
改
正
門
別
昭
和
刊
二
じ
年

八
月
総
附
作
。
令
五
八
り
・
三
八
年
九
月
山
治
A
H

二六
H
V

〕

〔
予
算
に
関
す
る
説
明

A
の
様
式
〕

第
十
五
換
の
二
予
算
に
関
す
る
説
明
乃
の
鰭
式
品
、
別
認
の
と
お
り
と
す

る。

本北端
i
泡加刷門附川紛一二一年一一一
H
H

総
m
A
H

八九
H
V
H
A
上
級
波
正
〔
級
制
コ
一
八
年
九
日
付
自
治

Amw

ニムハり〕

〔
継
続
投
繰
越
計
算
A
等
の
様
式
〕

〔
現
行
法
制
コ
一

O
七
〕
①
同

,. 



a、

第
十
五
条
mw
三
継
続
費
繰
慈
計
算
書
及
び
継
続
費
精
算
報
告
書
の
様
式
は
‘

期
記
の
と
お
り
と
す
る
。

や
帯
条
：
・
追
加
〔
悶
則
和
三
八
年
九
月
自
治
令
二
六
号
〕

〔
鰻
越
明
許
費
繰
越
計
算
畿
の
様
式
〕

第
十
五
条
の
四
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
様
式
泣
、
別
詑
の
と
お
り
と
す

る。

本
条
：
・
治
加
〔
昭
和
利
三
八
年
九
月
自
治
Amw
二
六
号
〕

〔
事
紋
緯
越
し
繰
越
計
算
曹
の
械
式
及
び
線
続
費
繰
越
針
纂
書
の
機
式
〕

第
十
五
条
の
五
事
故
繰
越
し
練
鐘
針
鄭
識
の
様
式
は
、
前
記
の
と
お
り
と
す

る
。
た
だ
し
、
継
続
賞
に
採
る
地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
条
第
三
項
た
だ
し

脅
の
規
定
に
よ
る
繰
越
し
に
あ
っ
て
は
、
第
十
五
条
の
一
一
一
の
継
続
捜
繰
越
計

賀
沓
の
織
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ぶ
条
：
・
追
加
｛
mm
印
刷
三
八
年
九
月
自
治
令
二
六
u
q
H

一
部
改
正
門
昭
和
制
四
一
年
七
幻
自
H
治
A
H

－m号〕

〔
決
算
の
議
袈
の
様
式
〕

第
十
六
議
決
算
の
調
製
の
様
式
は
、
別
配
の
と
お
り
と
す
る
。

旧
二
mm
条
：
・
線
上
〔
間
利
二
五
年
五
月
総
録
制
令
一

muリ
円
本
条
・
：
念
総
後
蕊
〔
刻
印
和
二
七
年

八
月
総
理
A
H
五
八
執
り
〕
、
一
節
改
定
〔
総
和
三
八
年
時
九
月
自
治
令
ニ
ム
ハ
悶
主

〔
議
入
歳
出
決
算
事
項
知
明
細
書
等
の
様
式
〕

第
十
六
条
の
一
一
議
入
歳
出
決
算
事
項
別
明
細
轡
、
実
質
向
収
支
に
関
す
る
調
書

及
釘
財
産
に
関
す
る
調
書
の
隷
式
は
、
制
約
記
の
と
お
り
と
す
る
。

本
条
：
・
追
加
〔
昭
和
三
八
年
九
月
自
治
令
一
一
六
号
〕

第
十
七
条
割
除
門
家
成
一
五
年
八
日
付
総
務
令
一
ご
い
J

〕

〔
外
部
監
査
契
約
を
締
結
で
き
る
者
の
条
件
と
な
る
職
〕

第
十
七
条
の
ニ
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
盟
十
九
の
ニ
十
一
第

第
鵠
錨

地
方
制
度

地
方
自
治
法
擁
行
規
郎

第
二
講

地
方
自
治

句
。
〔
法
規
八
七
九
一
一
〕
①
川

一
号
に
規
定
す
る
総
務
者
令
で
定
め
る
駿
は
、
会
計
検
査
院

ιお
い
て
会
許

検
査
に
関
す
る
行
政
事
務
を
担
当
す
る
孫
長
以
上
の
職
又
泣
そ
の
糠
務
の
複

雑
、
困
難
及
び
質
径
の
度
が
こ
れ
に
相
当
す
る
余
計
検
査
に
関
す
る
行
致
事

務
者
担
当
す
る
専
門
的
な
織
と
す
る
。

本
条
：
・
治
加
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
白
治
A
官
三
例
毎
月
一
務
改
正
〔
平
成
一
二
年
九
刀
自
治
A
M

回
総
得
〕

第
十
七
条
の
一
一
一
地
方
自
治
法
施
行
令
第
官
七
十
四
条
の
四
十
九
の
ニ
十
一
第

三
号
に
競
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
識
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
鴻
地

方
公
共
語
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
母
に
掲
げ
る
競
査
に
関
す
る
持
政
事

務
を
担
溜
す
る
職
と
す
る
。

一
都
道
府
県
鼓
査
に
慢
す
る
行
致
事
務
を
鐙
当
す
る
孫
長
以
上
の
職
又

は
そ
の
犠
務
の
複
雑
、
関
難
及
び
賞
径
の
度
が
こ
れ
に
担
当
す
る
監
賓
に

関
す
る
行
致
事
務
を
担
当
す
る
専
門
的
な
織

ニ
地
方
自
治
法
第
二
臨
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下

「
指
定
都
市
」
と
い
う
J

監
査
に
罰
す
る
行
致
事
務
を
担
当
す
る
孫

盤
以
上
の
鞍
又
は
監
・
震
に
関
す
る
行
政
事
務
を
担
当
す
る
導
内
的
な
職

で
、
そ
の
職
務
の
複
雑
、
間
難
及
び
費
授
の
度
が
前
号
に
掲
げ
る
犠
仁
相

当
す
る
も
の

一
ニ
中
核
市
監
査
に
関
す
る
行
致
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
鞍
又
は

廠
査
に
関
す
る
符
致
事
務
会
組
当
す
る
専
門
的
な
職
で
、
そ
の
臓
務
の
複

雑
、
臨
難
及
び
費
告
の
度
が
第
一
時
に
掲
げ
る
職
に
相
当
す
る
も
の

本
条
；
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
約
治
令
一
二
何
日
リ
円
一
都
政
説
門
学
成
一
二
年
九
月
自
治
令

四
m
m
e〕

第
十
七
条
の
笛

地
方
議
治
法
施
行
令
第
百
七
十
臨
条
の
四
十
九
の
二
十
一
第

一
一
五
七
ノ
一
一
一



第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
章

五
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
職
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
通
地

方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
会
計
事
務
を
担
当
す
る

職
と
す
る
。

一
都
道
府
県
会
計
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職
又
は
そ
の
職
務
の

複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
こ
れ
に
相
当
す
る
会
計
事
務
を
担
当
す
る

専
門
的
な
職

二
指
定
都
市
会
計
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職
又
は
会
計
事
務
を

担
当
す
る
専
門
的
な
職
で
、
そ
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が

前
号
に
掲
げ
る
職
に
相
当
す
る
も
の

三
中
核
市
会
計
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職
又
は
会
計
事
務
を
担

当
す
る
専
門
的
な
職
で
、
そ
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
第

一
号
に
掲
げ
る
職
に
相
当
す
る
も
の

本
条
：
・
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
令
三
四
号
〕
、
一
部
改
正
〔
平
成
一
二
年
九
月
白
治
令

四
四
り
〕

第
十
七
条
の
五
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
一
筋

六
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
職
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
通
地

方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
予
算
の
調
製
に
関
す
る

事
務
を
担
当
す
る
職
と
す
る
。

一
都
道
府
県
予
算
の
調
製
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職

又
は
そ
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
こ
れ
に
相
当
す
る
予
算

の
調
製
に
閲
す
る
事
務
を
担
当
す
る
専
門
的
な
職

二
指
定
都
市
予
算
の
調
製
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職

又
は
予
算
の
調
製
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
専
門
的
な
聴
で
、
そ
の
職

務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
前
号
に
掲
げ
る
職
に
相
当
す
る
も
の

，‘ 

一
一
五
七
ノ
四

三
中
核
市
予
算
の
調
製
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
係
長
以
上
の
職
又

は
予
算
の
調
製
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
専
門
的
な
職
で
、
そ
の
職
務

の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
第
一
号
に
掲
げ
る
職
に
相
当
す
る
も
の

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
白
治
令
三
四
Q
H
一
郎
改
正
〔
平
成
一
二
年
九
月
自
治
令

凶
問
り
〕

〔
外
部
監
査
契
約
に
係
る
総
務
省
令
で
定
め
る
組
織
〕

第
十
七
条
の
六
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
一
第

六
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
組
織
は
、
地
方
自
治
法
第
百
五
十
八

条
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
予
算
の
査
定
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る

た
め
の
組
織
と
す
る
。

本
条
：
・
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
山
治
A
H
三
阿
り
円
一
郎
改
正
〔
平
成
一
二
年
九
月
山
治
令

問
問
り
〕

〔
協
議
の
手
続
書
類
の
記
載
事
項
〕

第
十
七
条
の
七
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
三
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
監
査
の
事
務
を
補
助
さ
せ
よ
う
と

す
る
者
の
履
歴
に
閲
す
る
事
項
と
す
る
。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
川
・
口
約
A
H
三
四
号
円
一
部
改
正
〔
平
成
一
二
年
九
幻
自
治
令

四
四
り
〕

〔
包
括
外
部
監
査
契
約
の
書
面
〕

第
十
七
条
の
八
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
五
第

一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
と
す

る。一
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
包
括
外

部
監
査
対
象
団
体
（
第
三
号
に
お
い
て
「
包
括
外
部
監
査
対
象
団
体
」
と

い
う
。
）
と
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
七
第
二
項
に
規
定
す

。
〔
法
規
八
七
九
二
〕
①
川

’‘ 



崎、

る
鵠
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
完
〈
次
号
に
お
い
て

「
包
揺
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
」
と
い
う
J

の

疑
般
職

ニ
告
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
が
地
方
岳
治
法
第

二
百
五
十
二
条
の
ニ
十
八
第
志
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
自
の
当
該
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
絹

手
方
の
宣
誓
議

一
一
一
そ
の
抱
一
部
指
外
部
監
資
対
象
団
体
の
授
が
必
要
と
認
め
る
藩
臨

本
条
：
・
泌
総
〔
平
成
二
U
年
八
月
自
治
A
H
三
四
日

3
．
刊
一
線
後
記
〔
平
成
一
二
年
九
月
h
H
治
令

附

mmHHe〕

〔
倒
別
外
部
監
査
誘
求
書
等
の
様
式
〕

第
十
七
条
の
九
普
通
地
方
公
共
間
体
及
び
特
別
慌
の
地
方
自
治
法
施
行
令
第

百
七
十
四
条
の
盟
十
九
の
五
十
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
監
遊
の
諦
求
に

採
る
偶
間
外
部
監
査
請
求
書
〈
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
務
の
監
査
の
請

求
に
係
る
掘
削
加
外
部
監
査
請
求
藩
」
と
い
う
。
〉
並
び
に
普
通
地
方
公
共
罰

体
及
び
特
別
区
の
事
務
監
査
請
求
代
表
者
証
暁
欝
で
問
項
の
焼
定

ιよ
り
当

該
証
明
議
に
係
る
諮
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
監
査
委
践
の
監
査
に
筏
え
て

地
方
自
治
法
第
ニ
百
五
十
ニ
条
の
二
十
七
第
三
項
に
規
定
す
る
識
別
外
部
監

査
契
約
〈
以
下
「
繍
別
外
部
監
査
契
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
監
資
に
よ

る
よ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
訟
が
記
載
さ
れ
た
も
の
は
、
制
約
記
械
式
の
と
お

り
と
す
る
。

2

広
域
連
合
の
事
務
の
監
査
の
舗
求
に
係
る
錦
部
外
部
監
査
請
求
擬
及
び
広

域
連
合
の
事
務
監
査
請
求
代
表
者
証
明
書
で
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十

六
条
の
蕊
に
お
い
て
準
用
す
る
持
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
第
二

第
語
調

地
方
縞
皮

地
方
蔚
治
法
施
行
制
脱
出

第
二
旗

地
方
自
治

句
。
門
法
規
八
七
九
二
〕
①
同

環
の
規
定
に
よ
り
当
惑
証
明
書
に
係
る
諦
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
広
域
連

合
の
監
査
を
行
う
機
関
の
艶
査
に
代
え
て
偶
制
約
外
部
監
査
契
約
に
装
づ
く
監

査
に
よ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
お
が
記
載
さ
れ
た
も
の
誌
、
別
記
織
式

の
と
お
り
と
す
る
。

本
条
：
・
泌
総
門
平
成
工

υ年
八
月
内
H
治
令
叫
3
m
m
H
3

〔
倒
別
外
部
監
査
契
約
の
書
簡
〕

第
十
七
条
の
十
地
方
昌
治
法
施
行
令
第
富
七
十
四
条
の
四
十
九
の
五
十
一
一
一
第

一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
ぬ
る
書
簡
は
、
次
に
縄
げ
る
書
調
と
す

る。一
普
通
地
方
公
共
間
体
と
地
方
・
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
五

項
の
描
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
（
次
号
に
お
い

て
「
備
部
外
部
監
鷺
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
い
と
い
う
J

の
緩
歴
書

ニ
留
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
が
地
方
自
治
法
第

ニ
百
五
十
二
条
の
ニ
十
八
第
一
ニ
項
第
一
号
か
ら
第
六
停
ま
で
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
旨
の
当
該
個
別
加
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相

手
定
の
宣
誓
書

三
そ
の
抱
普
通
地
方
公
共
盟
体
の
長
が
h

必
要
と
認
め
る
書
詣

本
条
：
泌
総
〔
平
統
一

O
年
八
月
自
治
令
三
凶
り
円
一
部
改
正
〔
平
成
一
二
年
九
月
山
川
治
A
H

間
関
り
〕

〔
議
会
か
ら
の
偶
制
約
外
部
監
査
の
諦
求
へ
の
準
用
〕

第
十
七
換
の
十
一
前
換
の
規
定
は
、
地
方
向
尚
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
爵
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
地
方
議
治
法
諮
行
令
第
苔
七
十
四
条
の
四
十
九
の

一
一
五
七
ノ
五



第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

第
二
章

地
方
自
治
法
施
行
規
則

三
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四

十
九
の
三
十
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九

の
三
十
三
第
一
項
」
と
、
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
五

項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
第
四
項
に
お
い

て
増
川
す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
令
三
四
号
〕

〔
長
か
ら
の
個
別
外
部
監
査
の
要
求
へ
の
準
用
〕

第
十
七
条
の
十
二
第
十
七
条
の
十
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二

条
の
四
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
十
中
「
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百

七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
施
行

令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第

百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
三
第
一
項
」
と
、
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五

十
二
条
の
三
十
九
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条

の
四
十
二
部
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第

五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

本
条
：
・
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
令
三
四
号
〕

〔
財
政
的
援
助
を
与
え
て
い
る
も
の
等
に
係
る
個
別
外
部
監
査
の
要
求
へ
の

準
用
〕

第
十
七
条
の
十
三
第
十
七
条
の
十
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二

条
の
四
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
十
中
「
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百

,,,.... 

一
一
五
七
ノ
六

七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
施
行

令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百

七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
三
第
一
項
」
と
、
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十

二
条
の
三
十
九
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の

四
十
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
五

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
令
三
四
号
〕

〔
住
民
監
査
請
求
に
係
る
個
別
外
部
監
査
の
請
求
の
様
式
〕

第
十
七
条
の
十
四
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
必
要
な
措
置
摘
求
書
で
同
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四
十
一
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
請
求
書
に
係
る
請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
監
査
委
員

の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
つ
く
監
査
に
よ
る
－
』
と
を
求
め

る
旨
及
び
そ
の
理
由
が
記
載
さ
れ
た
も
の
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す

る。

本
条
・
：
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
－

n治
令
三
刊
号
〕

〔
住
民
監
査
請
求
に
係
る
個
別
外
部
監
査
の
請
求
へ
の
準
用
〕

第
十
七
条
の
十
五
第
十
七
条
の
十
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二

条
の
四
十
三
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
十
中
「
地
方
自
治
法
施
行
令

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法

施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四
十
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
三
第
一
項
」
と
、
「
地
方
自
治
法
第
二

百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十

。
〔
法
規
八
七
九
二
〕
①
川

~ 



a、

二
条
の
間
十
一
一
一
第
一
一
一
川
引
に
お
い
て
倫
小
別
す
る
持
法
第
二
百
五
十
ニ
条
の
一
一
一
卜

九
第
五
瓜
」
と
説
み
持
え
る
も
の
と
す
る
。

本
条
・
：
迎
加
〔
平
成
一

O
年
八
H

付h
Hリ
m
A
H
叫一一刊行〕

〔
地
縁
に
よ
る
間
体
が
行
う
巾
話
〕

第
十
八
条
地
布
日
治
法
第
一
一
百
六
十
条
の
ニ
第
二
項
に
鋭
定
す
る
中
訓
は
、

同
条
第
一
瓜
に
組
定
ず
る
地
縁
に
よ
る
同
体
の
代
表
者
が
、
出
叩
訓

A
に
次
に

拘
げ
る
力
類
を
播
え
、
出
該
地
縁
に
よ
る
団
体
の
舷
域
を
包
話
す
る
市
笥
村

の
長
に
対
し
行
う
も
の
と
す
る
。

脱

約

、

一
認
可
を
申
訪
す
る
ニ
と
に
つ
い
て
総
会
で
議
決
し
た
こ
と
を
託
す
る

A

類
桃
成
員
の
名
簿

問
中
訓
時
に
不
動
産
又
は
不
動
産
に
関
す
る
権
利
等
〈
以
下
ニ
の
り
に
お

ぃ
ト
て
吋
不
動
産
等
い
と
い
う

J
を
保
有
し
て
レ
る
団
体
に
あ
っ
て
は
保

存
資
産
自
緑
、
山
中
泊
時
に
不
動
産
等
安
保
有
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る

同
捧
に
あ
っ
て
は
部
有
予
定
資
産
汀
鋭

五
そ
の
区
域
の
住
民
相
互
の
述
絡
、
環
境
の
戦
備
、
集
会
総
設
の
維
持
作

部
川
等
良
好
な
地
域
社
会
の
維
持
長
び
路
成
に
資
す
る
地
域
的
な
共
同
活
動

を
段
い
い
行
っ
て
い
る
’
』
と
を
必
載
し
た

A
類

ム
ハ
巾
泊
料
再
が
代
衣
打
で
あ
る
よ
と
を
訴
す
る

A
矧

七
特
例
民
法
法
人
（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
開
法
人
に
関
す
る
法
伴

及
び
公
益
社
同
法
人
及
び
公
議
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
津
の
施

第
聞
い
編

地
方
制
度

地
方
自
治
法
路
行
剃
出

第
ニ
意

地
方
自
治

‘守
〔
現
行
法
規
コ
一
九
九
〕
舎
川

行
に
伴
う
m
m係
法
作
の
整
議
等
に
関
す
る
法
律
〈
一
平
成
十
八
年
法
持
第
五

十
H
V
〉
第
間
十
一
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
撰
民
法
法
人
を
し
r
F
h
J
O

以
下

向
む
J
が
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
ニ
第
一
川
に
剣
山
北
す
る
必
可

を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
間
体
〈
以
下
吋
認
可
地
縁
語
体
」
と
い
う
。
以
下

M
m
じ
。
〉
に
移
行
す
る
場
A
け
に
は
、
組
説
特
別
抗
附
法
施
行
令
〈
附
都
三

十
二
年
政
令
第
間
十
五
時
〉
第
mm
ト
開
条
の
ニ
第
一
川
に
組
定
ず
る
総
務

大
院
が
定
め
る
け
捕
準
を
満
た
す

4

｝
と
を
明
ら
か
に
す
る

A
類

八
特
定
一
般
社
箆
法
人
又
は
特
定
一
般
財
閥
法
人
（
地
方
税
法
（
昭
如
何
ニ

十
五
年
法
作
第
二
百
二
十
六
日
可
）
組
問
第
mm
十
一
条
第
三
項
に
縦
定
す
る

特
定
一
一
般
社
仰
向
法
人
又
は
同
壌
に
規
定
す
る
特
定
一
般
財
間
法
人
を
い

う
。
以
下
問
じ
。
〉
が
誌
可
地
縁
団
体
に
移
行
す
る
場
合
に
は
、
地
方
税

法
路
行
令
〈
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
回
殴
十
五
号
〉
附
期
第
二
十
三
条

第
七
項
に
規
定
す
る
総
務
大
限
が
定
め
る
け
叫
準
を
満
た
す
’
｝
と
を
明
ら
か

に
す
る

A
類

2
m墳
の
申
請

A
並
び
に
探
有
資
産
日
録
及
び
保
有
予
定
資
産
目
録
の
様
式

は
、
別
記
の
と
お
り
と
す
る
。

本
条
：
・
泌
総
門
平
成
一
二
年
間
幻
自
治
令
一
一
け
H

e

m
－
－
－
一
融
市
波
正
〔
平
成
一
O
お
や
八
月
自

治
A
H
一
一
一
四
一
只
：
ニ
叫
し
年
三
日
付
総
務
A
X
一一九り・一一二年三刀－一一
a
h
H
V

－
二
何
年
三
月
三
O
N
り
〕

〔
地
縁
に
よ
る
同
体
合
認
可
し
た
場
介
の
品
目
一
芯

第
十
九
条
地
方
自
治
法
第
三
百
六
十
条
の
二
第
十
瓜
に
制
定
す
る
町
一
ぶ
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
勺
諸
各
せ
の
場
介
に

該
当
す
る
終
を
明
示
し
た
上
で
当
該
各
H
V
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も

一
一
五
七
ノ
七



第
四
組

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
混
則
的

地
方
制
度

第
二
市

の
と
す
る
。

地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
ご
第

イ

名

称

ロ
規
約
に
定
め
る
狂
的

ハ

区

域

ニ
主
た
る
事
務
所

ホ
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

へ
裁
判
所
に
よ
る
代
表
者
の
議
務
執
行
の
惇
止
の
有
無
並
び
に
職
務
代

行
容
の
選
住
の
有
無
〈
職
務
代
内
打
者
が
選
任
さ
れ
て
い
γ

る
場
合
法
、
そ

の
氏
名
及
び
住
所
〉

ト
氏
理
人
の
れ
熊
（
代
理
人
が
あ
る
場
介
は
、
そ
の
長
名
及
び
住
所
）

チ
規
約
に
解
散
の
事
出
を
定
め
た
と
き
誌
、
そ
の
事
出

リ
認
可
年
月
日

ヌ
前
条
第
一
議
第
七
号
又
誌
第
八
号
に
該
当
す
る
場
合
に
誌
、
当
該
各

号
の
綿
一
搬
を
講
た
す
と
き
は
、
そ
の
引
山

ル
前
条
第
一
一
泊
第
七
号
又
は
第
八
号
に
ぷ
当
す
る
場
合
に
は
、
当
蒜
特

例
民
法
法
人
又
は
特
定
一
一
般
社
川
法
人
打
し
く
は
特
定
一
一
般
財
同
法
人

（
以
下
「
特
例
民
法
法
人
等
」
と
い
う
J
か
ら
承
載
し
た
財
政
の
種

類
及
び
数
日
明

解
散
し
た
場
合
〈
般
般
に
よ
る
場
合
を
除
く
J

名
称

川
引
の
認
可
を
行
っ
た
場
合

イロ

広
域

,,.. 

一
五
八

P、、

主
た
る
事
務
所

出
算
人
の
氏
名
及
び
住
所

ホ

解
散
事
由

F、、

解
散
年
刃
日

消
算
結
了
の
勾
ム
け

イ

名
称

ロ

i亙
域

J、

主
た
る
事
務
所

消
野
人
の
氏
名
孜
び
設
所

出
算
結

Y
年
月
日

前
こ
り
の
場
合
及
び
般
践
に
よ
る
場
合
を
訟
く
ほ
か
、
地
方
良
治
法
第

二
百
六
十
条
の
二
第
十
一
一
取
の
規
定
に
よ
り
、
告
一
ぶ
さ
れ
た
事
項
に
変
児

が
あ
っ
た
と
し
て
総
出
が
あ
っ
た
場
合

告
示
し
た
事
現
の
う
ち
変
更
が
あ
っ
た
事
項
及
び
そ
の
内
窓

前
瓜
の
告
示
は
、
源
開
設
く
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
：
・
追
加
〔
平
成
三
年
間
H
H
h
H
治
令
一
目
H
V
H

…

me－
－
一
郎
改
正
〔
平
成
ニ

O
年
…
一
月

総
務
A
H
一
で
八
リ
・
二
一
年
一
二
日
げ
な
一
九
日
リ
・
二
二
年
三
H
H
三
托
り
〕

〔
告
示
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
の
額
出
〕

第
二
十
条
地
方
自
治
法
第
一
一
円
六
十
条
の
ニ
第
十
一
項
に
規
定
す
る
届
出

辻
、
認
可
思
縁
関
体
の
代
表
者
が
、
総
出
書
に
ι
告
示
さ
れ
た
事
例
制
に
変
更
が

あ
っ
た
M
け
を
認
す
る
川
知
を
添
え
、
山
町
斗
諸
認
可
地
縁
同
体
の
区
域
を
包
括
す

る
小
市
町
村
の
長
に
対
し
行
う
も
の
と
す
る
。

同

一ホ

H
M寸

HVLT 

2 

〔
現
行
法
規
三
九
九
〕
①
山
内

－
r
 



a、

前
副
の
場
合
に
お
い
て
、
特
例
民
法
法
人
等
か
ら
認
可
地
締
同
体
に
移
行

し
た
団
体
の
代
表
者
誌
、
解
散
し
た
特
例
民
法
法
人
等
の
残
余
討
議
の
全
部

を
取
得
し
た
ニ
と
を
説
明
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
。
｝
と
。

3

第
一
瓜
の
届
出
H

A

の
械
式
は
、
別
犯
の
と
お
り
と
す
る
。

本
条
：
泌
総
門
形
成
三
年
四
H
H
h
H
治
令
一
一
川
V
H

二
機
：
・
一
郎
改
正
・
ニ
縦
j
泊
加
・
山
川
ニ

瓜
：
・
一
銀
波
恋
し
三
羽
に
um下
門
平
成
二
一
怒
…
3
H
n
総
務
令
三
九
号
円
一
・
ニ
瓜
：
一
線
改

必
h
w
T
後
二
二
年
三
月
総
お

AmZ一流以勺〕

〔
作
示
事
例
制
の
説
明

A
の
請
求
〕

第
二
十
一
条
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
こ
第
十
二
項
に
規
定
す
る
請
求

同
地
、
請
求
者
の
氏
名
及
び
住
所
、
話
求
に
係
る
団
体
の
名
停
及
び
事
務
所
の

所
在
地
合
記
載
し
た
証
明

A
交
付
請
求

A
を
市
町
村
民
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

2

市
町
村
長
は
、
第
十
九
条
〈
第
一
項
第
一
号
ル
を
除
く
J

に
掲
げ
る
引

項
を
記
載
し
た
台
帳
を
作
成
し
、
前
項
の
諸
求
が
あ
っ
た
と
き
品
、
末
尾
に

似
本
と
制
退
な
い
日
を
記
載
し
た
合
桜
の
写
し
を
交
仔
し
な
け
れ
，
は
在
ら
な

2 

前
棋
の
ム
日
報
の
織
式
は
、
別
記
の
と
お
り
と
す
る
。

本
条
：
・
滋
綴
門
形
成
三
年
間
刀
自
治
A
W
叩

吋

H3．
二
税
・
：
二
郎
改
正
門
W
T
成一

務
令
一
回
一
九
号
〕

〔
縦
約
変
更
の
認
可
申
請
〕

第
二
十
ニ
染
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
三
第
二
項
の
組
定
に
よ
る
縦
約

の
変
史
の
認
可
の
中
諒
は
、
申
請

A
に
、
規
約
変
更
の
内
容
及
び
関
山
を
記

載
し
た

A
額
並
び
に
当
獄
規
約
変
．
史
を
総
会
で
議
決
し
た
こ
と
を
託
す
る
H

A

3 

年
一
二
万
総

第
問
削
端

第
二
階

組
方
自
治
法
施
行
続
出

地
方
制
度

地
方
自
治

、
〔
現
行
法
規
三
九
九
〕
怒
川

強
を
播
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
告
ら
な
い
。

2

前
墳
の
申
誌
力
の
擁
式
は
、
別
記
の
と
お
り
と
す
る
。

本
条
：
・
追
加
門
前
T
成
一
二
年

m
n
hけリ
mAH
一
ご
り
円
一
瓜
・
：
一
筋
改
正
〔
平
成
一
一

G
年
一
一
一
行

総
監
支
持
一
一
八

ueM

〔
特
制
約
民
等
へ
の
適
mm
〕

第
二
十
一
一
一
糸
ニ
の
省
令
中
市
に
関
す
る
規
定
は
特
期
区
に
問
寸
る
規
定
、
市

長
に
関
す
る
規
定
は
特
別
区
の
区
長
に
関
す
る
規
定
と
み
な
す
。

川
二
五
条
：
線
上
｛
附
側
二
五
年
五
月
総
瑚
令
二
例
H
h
咋
本
条
・
：
一
一
郎
俊
正
〔
附
削
刊
司
会
一
年

ゴ
五
日
総
期
刊

AH八
九
号
円
山
間
一
七
条
・
：
岨
廊
下
〔
平
成
三
年
開
月
肉
付
リ

mAご
ご
す
〕

〔
広
域
連
合
の
事
務
の
監
査
の
請
求
に
繰
る
個
別
外
語
監
査
の
制
求
へ
の
準

則〕

第
一
一
十
三
条
の
二
第
十
七
条
の
十
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一

条
の
ム
ハ
第
一
一
引
に
お
レ
て
車
問
す
る
同
法
第
二
百
五
十
ニ
条
の
一
二
十
九
第
一

環
の
規
定
に
よ
り
倒
別
外
部
監
資
契
約
に
議
づ
く
監
査
に
よ
る
＃
｝
と
が
求
め

ら
れ
た
同
法
第
二
百
九
十
一
条
の
ム
ハ
第
一
．
墳
に
お
い
て
撤
弔
問
す
る
同
法
第
七

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広
域
連
合
の
事
務
の
敷
資
の
請
求
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
ニ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
十
中
「
地
方
自
治
法
施
行

令
第
百
七
十
四
条
の
間
十
九
の
三
十
一
一
一
第
一
一
以
い
と
あ
る
の
は
「
地
方
向
治

法
絡
げ
令
第
二
百
十
六
条
の
五
い
と
、
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の

三
十
九
第
五
項
い
と
あ
る
の
誌
「
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
ふ
ハ
」
と

掠
み
潜
え
る
も
の
と
す
る
。

本
条
：
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
H
H
山
川
治
令
三
持
勾
〕

慰

問

一
一
五
九



第
四
組
織

第
二
古
川
十

地
方
自
治
法
施
行
規
則

地
方
自
治

地
方
制
度

〔
施
行
期
日
〕

第
一
余
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
付
か
ら
、
二
れ
を
施
行
す
る
。

〔
内
務
省
令
の
鹿
止
〕

第
二
条
東
京
都
制
路
行
規
則
〔
間
利
一
八
年
六
月
内
務
符
令
第
五

O
号
可

道
府
県
制
施
打
製
剤
〔
大
正
一
五
年
ム
ハ
丹
内
務
省
令
第
一
八
H
V
〕
、
市
制
町

村
制
範
行
規
則
〔
大
正
一
五
年
六
丹
内
務
省
令
第
一
五
サ
〕
、
明
治
宝
十
五

年
内
務
省
令
第
三
n
V
〈
道
府
県
識
は
服
務
規
律
〉
、
明
治
四
十
四
年
内
務
幹

令
第
十
四
号
〈
布
部
第
八
十
一
一
条
第
一
墳
の
市
の
指
定
の
件
）
、
明
治
笥
十

凶
年
内
務
行
令
第
十
六
サ
（
市
町
村
韓
日
服
務
胤
律
）
及
び
附
和
十
八
年
内

務
省
令
第
五
十
ゴ
可
〈
東
京
都
績
は
誠
務
規
律
〉
は
、
こ
れ
を
療
止
す
る
。

〔
品
製
紙
貨
の
前
金
払
の
割
合
〕

第
三
条
公
共
工
事
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
工
事
一
件
の
制
負
代
金
の
額
が
五

十
店
円
以
上
の
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
〈
土
木
山
崎
築
に
関
す
る
工
事
の
設

計
及
び
調
査
技
び
に
土
本
建
績
に
期
す
る
工
事
の
別
に
供
す
る
暢
』
と
を
日
付
的

と
す
る
機
械
類
の
製
造
合
除
く
。
第
一
一
一
羽
に
お
い
て
同
じ
J
に
お
レ
て
、

当
諮
工
事
の
材
料
費
、
労
務
質
、
機
械
器
H
H
の
貸
出
料
、
機
械
購
入
銭
（
当

該
工
事
に
お
い
て
讃
却
さ
れ
る
割
合
に
相
当
す
る
額
に
限
る
。
可
動
力
費
、

支
払
運
氏
、
鯵
締
段
、
仮
設
費
、
労
働
お
災
計
捕
前
保
険
料
及
び
採
託
料

〈
第
一
品
川
引
に
お
い
て
「
材
料
伐
等
」
と
い
う
J

に
川
相
当
す
る
額
と
し
て
必

要
な
経
問
の
前
金
払
の
制
作
は
、
こ
れ
ら
の
純
伐
の
附
加
を
組
え
な
い
範
川

内
と
す
る
。

2

東
日
本
大
伐
災
〈
平
成
二
十
一
一
一
坪
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
主
太

平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
宮
を
い

,,.. 

六
O
〈

1

一二
C
C

A
J

。
）
に
隙
し
災
担
救
助
法
〈
附
和
二
十
二
年
法
作
第
百
ト
八
号
〉
が
適
問

さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
（
点
京
都
の
区
域
を
鈴
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
被
災
山
町
村
の
経
域
」
と
い
今
J
に
お
レ
て
範
行
す
る
公
共
工
事
〈
当

該
公
共
工
引
が
路
行
さ
れ
る
民
域
が
被
災
・
市
町
村
の
民
域
と
そ
れ
以
外
の
区

域
に
ま
た
が
る
も
の
を
合
む
J
に
．
裂
す
る
経
費
に
つ
し
γ

て
の
前
川
引
の
規
定

の
譲
滑
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
コ
門
別
」
と
あ
る
の
辻
、
ご
礼
治
」
と
す

る。
3

合
共
工
事
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
工
事
一
一
件
の
請
負
代
金
の
額
が
五
十
万

円
以
上
の
上
水
迎
接
に
関
す
る
工
事
で
あ
っ
て
‘
次
の
各
り
に
掲
げ
る
暖
作

に
該
当
す
る
も
の
に
お
い
て
、
当
該
工
引
の
持
料
仰
は
等
に
相
当
す
る
額
と
し

て
必
襲
な
経
世
に
つ
し
γ

て
、
前
ニ
瓜
の
範
間
内
で
既
に
し
た
前
金
払
に
埠
加

し
て
す
る
前
金
払
の
割
合
は
、
当
該
経
貨
の
二
割
を
超
え
な
い
範
国
内
と
す

る。

工
期
の
二
分
の
一
を
経
過
し
て
し
ド
る
ニ
と
。

工判
M
h
伐
に
よ
り
工
期
の
二
分
の
一
を
経
過
す
る
ま
で
に
実
施
す
べ
き
も

の
と
さ
れ
て
い
る
当
該
工
事
に
係
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
十
る
こ
と
。

一
一
一
既
に
行
わ
れ
た
当
該
工
官
に
採
る
作
業
に
．
製
す
る
経
詑
が
請
負
代
金
の

制
の
二
分
の
一
以
上
の
制
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
ニ
と
。

本
処
刑
：
追
加
〔
総
仰
向
九
年
一

O
Hバ
内
治
A
H
4
じ
り
円
一
川

i
b
係
改
正
・
ニ
瓜
i
迎
加

〔
平
成
一
一
年
三
H
M
自
治
令
山
内
い
り
〕
．
一

Mm・－e
J

綴
改
正
・
二
瓜
：
・
追
加
・
川
ふ
瓜
：
・
一
筋
政

恋
し
三
．
瓜
に
繰
下
門
一
子
成
二
三
年
閥
月
総
務
A
H
四コ一日ワ〕

附
則
門
限
如
何
ニ
二
年
つ
一
月
一
一
九
日
内
務
砂
利
令
第
山
内
ニ
り
〕

ニ
の
省
令
辻
、
昭
和
こ
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る

G

但

〔
現
行
法
制
服
一
ニ
九

A
〕
①
同

伴



a、

し
‘
出
符
村
議
入
歳
出
予
抑
路
式
及
び
絞
絞
設
の
印
刷
及
び
支
出
方
法
様
式
放

び
に
都
道
府
県
歳
入
品
出
予
算
捺
式
の
改
正
に
関
す
る
部
分
培
、

昭
和
二
十
三

年
度
分
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
α

第
一
条

岬

h
v
o

闘す

則
門
印
刷
初
二
三
お
や
じ
刀
三
一
日
総
州
斤
令
泌
問
問
ム
ハ
円
ヅ
〕

沿
怒
鳴
初
日
一
五
年
五
日
｝
行
総
湾
総
A
H
第
一
間
勾
門
地
方
自
治
法

路
行
総
則
の
一
郎
を
改
採
・
ず
る
総
義
的
令
m
m
則
ニ
出
引
に
よ
る
改

民同

間
利
一
一
五
年
託
H
H
m
m
H
H

総

mm令
郷
土
ハ
守
門
地
方
自
治
法

総
行
規
則
の
一
泌
を
改
正
サ
ら
総
州
山
川
令
的
問
二
柄
引
に
よ
ら
改

版〕

こ
の
命
令
誌
、
昭
和
二
十
一
一
一
年
八
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す

第
二
条
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
…
止
す
る
法
律
（
昭
和
利
一
一
十
コ
一
年
法
律
第
百

七
十
九
号
〉
照
射
第
ニ
条
の
規
定
に
よ
る
山
市
町
村
の
区
成
変
更
に
関
す
る
投

京
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
範
行
規
則
的
第
一
条
か
ら
第
八
議
ま
で
の
説
定

を
準
烈
す
る
e

窃
市
町
村
区
域
変
史
的
求

3
、
市
町
村
区
域
変
史
的
求
代
表
者
説
明
力
、
市

町
村
広
域
変
更
訪
求
者
者
名
簿
、
市
町
村
区
域
変
吏
読
求
署
名
収
集
量
任

状
、
市
町
村
芸
域
変
吏
訪
求
署
名
収
銭
安
住
届
出
吉
、
市
町
村
区
域
変
更
訪

求
署
名
審
査
設
設
び
市
町
村
区
域
変
史
請
求
署
名
収
県
説
明
治
は
、
地
完
告

治
法
施
行
説
則
的
第
九
条
の
規
定
に
準
じ
て
ゆ
｝
れ
を
抑
制
却
し
な
け
れ
ば
同
主
ら
な

、。’
b
噂

二
以
i
追
加
・
川
一
羽
・
：
｝
げ
州
法
・
九
叫
し
二
瓜
に
線
下
門
的
知
刊
二
五
年
五
H
H
総
現
令

二
瓜
：
・
一
部
改
一
点
〔
例
制
知
一
一
バ
仰
や
託
行
総
則
A
H

一
六
H
V
〕

第
一
一
一
条
地
方
自
治
法
路
行
令
の
…
部
を
改
正
す
る
政
令
〈
昭
和
二
十
三
年
政

聞
け
円

第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治
法
施
行
規
出

地
方
自
治

第
一
一
市

句
。
〔
法
規
九
一
一
一
五
三
一
〕
①
川

令
第
二
百
mm
守
〉
的
別
第
六
条
の
組
定
に
よ
る
前
求
の
‘
旋
回
又
は
立
見
の
妥

旨
は
、
千
字
以
内
と
す
る
。

附
則
〔
昭
和
二
間
同
年
S
H
M
二
凶
行
総
理
げ
令
第
二
ハ
m
V
〕

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
似
し
、
地
主
公
共
開
体
政
入
脱

出
予
符
線
式
及
び
地
方
公
共
間
体
歳
入
歳
出
決
例
外
線
式
に
関
す
る
部
分
は
、
昭

和
二
十
mm
年
成
分
か
ら
適
用
す
る
。

儲
則
的
門
的
問
一
凶
年
一
二
川
一
六
日
総
閉
山
府
内
日
お
二
九
行
〕

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
路
行
、
す
る
。

的
則
〔
附
利
二
五
年
五
H

三
目
的
総
攻
府
金
古
川
一
ひ
抄
〕

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
昭
初
二
五
年
耳
打
開
日
総
剛
山
山
川
A
H
明
記
山
ハ

η
芝

！
こ
の
府
令
は
、
昭
如
二
十
日
札
年
五
月
十
五
誌
か
ら
続
行
す
る
。

際
郎
知
詰
印
刷
二
五
年
八
月
二
流
行
総
概
支
持
容
一
九

2

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
路
行
す
る
。

的
問
〔
附
仰
二
六
年
近
H
H

一
六
円
。
総
均
出
m
A
H
第
二

O
り〕

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
範
行
し
、
昭
和
一
一
十
六
年
四
足
一
告
か
ら
迎

用
す
る
。

附
期
告
知
樹
二
七
年
八
月
刊
九
日
総
間
約
金
主
八
手

こ
の
府
令
誌
、
昭
和
二
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

諮
問
門
附
初
二
七
年
九
月
一
日
総
期
決
総
会
主
ハ
凶
ワ
〕

ζ

の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
施
幻
り
ず
る
。
〔
後
略
〕

ヰ
吋
4

問
問

則
〔
開
制
二
九
年
六
万
二
死
臼
総
均
的
令
お
ヌ
七

η〕
~ 
J、



第
四
組

地
方
制
度

第
二
計
十

地
方
忠
治

地
方
出
口
際
法
鈍
行
制
脱
出

こ
の
府
令
に
よ
る
別
記
の
地
方
公
共
弱
体
裁
入
抜
出
予
詳
報
式
（
以
下
こ

の
削
別
立
お
い
て
「
予
算
掠
式
」
と
い
う
。
〉
中
の
鼓
出
そ
の
一
予
算
科

目
及
び
説
明
制
自
の
授
自
の
点
の
改
正
規
定
は
、
都
道
府
県
の
鵠
に
み
つ
て

は
明
和
ご
十
九
年
七
月
｝
日
か
ら
、
市
町
村
の
棋
に
あ
っ
て
誌
昭
和
三
十
年

間
丹
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
は
、
公
容
の
日
か
ら
結
持
す
る
。
担
一

し
、
予
算
総
式
議
出
そ
の
一
予
算
科
目
及
び
説
明
紐
自
の
概
闘
の
識
の
市

昨
村
の
期
の
改
正
制
定
以
外
の
予
日
槌
式
に
係
る
改
正
規
定
泣
‘
昭
和
ニ
十

九
年
度
分
の
地
方
公
共
同
体
の
予
訴
か
ら
、
別
却
の
地
方
公
共
同
体
議
入
品

出
決
算
様
式
の
改
正
組
定
は
間
制
二
十
八
年
度
分
の
地
方
公
共
間
体
の
歳
入

品
出
決
算
か
ら
適
用
す
る
。

務
和
ニ
十
九
年
度
分
に
眠
り
、
改
正
後
の
予
算
儀
式
の
う
ち
、
歳
入
の
表

W
怜－
h
i
d
r
r
J
E
L

号、
J
W
ω

吋、
J
2
2

，、
J
河
川
は

1

お
お
、
J
M斤
wn円
。
二
抑
制
点
V
W
C
仁

d
一印船
J
H

．

ご

道

府

保

民

税

ニ

事

業

税

コ
一
不
動
産
取
得
説

間
道
府
川
以
た
ば
こ
消
伐
説

五
娯
出
飽
設
和
脱
税

ム
ハ
雌
興
飲
食
税

七

自

跡

事

税

八
鉱
京
一
税

九

狩

説

者

税

一O
何
税

2 

,... 

iま

道
府
県
民
説

二

事

業

税

一
ニ
不
動
産
出
取
得
税

間
辺
自
弘
た
ば
こ
消
沈
説

五

入

場

説

山
ハ
娯
業
施
設
利
用
税

七
遊
制
限
飲
食
説

八

詣

助

市

説

九

鉱

区

説

一
O

狩
猟
者
税

一

一

持

説

款
項
目
の
制
中

与
おi

iま

j也
}j 
J長
与・
説

と
読
み
詐
称
叫
ん
る
も
の
と
す
る
。

地
方
議
与
説

一
一
六
四

入
場
液
晶
4

説

長ll
発
itll 
j良
与二
説

入
場
議
与
税

入
場
設

人
地
譲
与
税

H
Kじ
忠
実
子

ぉタ芳子、，
s
？”
J

税い

附
制
部
門
間
川
町
刊
一
二

O
和
十
三
一
月
一
一
一
一
一
日
総
制
収
総
令
部
六
三
ひ
］

i
・
こ
の
底
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
年
度
分
の
地
方
公
共

間
体
の
予
鮮
か
ら
通
話
す
る
。

2

昭
和
主
十
年
度
に
臨
り
、
改
正
後
の
ハ
別
記
〉
中
地
方
公
共
鵠
体
政
入
段

出
予
算
様
式
の
う
ち
予
算
科
自
及
び
説
明
純
白
の
蹴
自
の
銭
入
の
諜
の
都
道

府
県
の
間
の
訣
．
玖
悶
の
開
中

コ
ニ
地
方
交
付
一

議

一

一

地
方
交
村

説

と

川
4

交Jlf臨
付致ll与
金持地

関方

地
方
交
付
税

地
方
交
持
税

金政臨
特11与
別j也
交方
持nt

と
あ
る
の

地
方
交
付
税
い

地
方
交
付
税

《
》
〔
法
規
九
三
五
三
〕
怒
川

,.. 
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方
配
付
金

付特た
金別ば
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配売

金致臨
特待
別地
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｛寸前

と
、
款
の

I~持

会
営
企
業
及
び
財

政
収
入

た
ば
＃
｝
市
ヰ
山
ル

ト
噌

14duqeLn
”aM
．ゅ
J
せ
a
H
M

持刷
r
U
H
M
お
H
ぺ
J
I卜
掃
除

付

金

い

「
ム
ハ

分
担
金
及
び
負
担

金

公
営
企
業
及
。
財

諜
収
入

’七

分
組
合
一
及
び
負
担

金

鳥.t.• 
/¥ 

料使
m 
1ヰ
及
び
手
数

八

料｛史
m 
料
及
び
手
数

いい

問
時
支
出
金

)L 

閉
山
伸
文
出
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と
あ
る
の
拡
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附
金
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綿
入
金

線
入
金

繰
越
金

雑
収
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大
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O
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K
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3
り
お
hHz－

B
L
I
P寸
Y

－0
7
Hふ
f
G
”“”
u
t
d
I
d－
－

O
拘
禁
『

税j患
jj 
交抗告I~
付〈

一一一一 道
- J詩

。
締
結
金

雑
戦
入

部
〈
道
府
県
）

第
問
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地
方
制
捜

第
一
一
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地
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自
治

地
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治
法
強
行
規
剖
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方

交
付
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交
付
税
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交jj
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と
あ
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地
方
交
付
説
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地
方
交
付
説

臨
時
地
方
財

政
持
関
交
付

金
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と
、
款
の
間
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分
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及
び
負
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及
び
現
品

－七

使
川
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及
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か
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路
支
出
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九
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第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治
法
施
持
規
則

第
二
車

地
方
自
治

「五

公
営
企
業
及
び
財

産
叡
入

’..！.. 
/¥, 

分
担
金
及
び
負
担

金

七

夫
役
及
び
現
品

ノ＼

使
用
料
及
び
苧
数

以
小悶

路
支
出
金

と
読
み
ω悶
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は

支部
ι！.＼，－.，.. 

金活
i任
、蜘J

。
寄
附
金

綿
入
金

線
選
金

i自

雑
戟
入

一
五
市
（
町
村
〉
釘
」

鰐
則
門
限
判
官
叩
二
加
古
九
月
八
日
総

mmAH如
何
ユ
コ
寺
〕

｝
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
能
行
す
る
。

附
則
話
相
側
三
一
年
二
一
口
付
六
日
総
問
的
A
H
第
八
九
り
〕

こ
の
府
令
母
、
公
布
の
自
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
間
体
歳
入

議
出
予
算
縁
式
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
一
一
年
度
分
か
ら
適
用
し
、
議
越

計
部
治
機
式
及
び
地
方
公
共
間
体
政
入
議
出
決
昨
様
式
に
関
す
る
部
分
誌
、
昭

和
三
十
一
年
度
分
か
ら
適
用
す
る
。

臨
則
諮
問
級
三
三
年
一
一
一
日
付
二
日
総
環
的
令
お

一
円
》
〕

炉

一一品ハムハ

こ
の
府
A
V
は
、
公
布
の
日
か
ら
路
行
し
、
間
和
五
十
二
年
度
分
の
地
方
公
共

関
誌
の
予
算
か
ら
適
用
す
る
。

附
制
約
話
相
利
一
－
三
年
五
円
三
一
一
日
総
嬰
史
詩
第
四
六
号
〕

こ
の
詩
令
は
、
昭
和
一
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
地
方
公
共
団
体
歳

入
脱
出
予
誌
様
式
に
関
す
る
部
分
は
昭
和
一
一
一
十
五
年
度
会
か
ら
、
地
方
公
共
間

体
歳
入
接
出
決
算
様
式
に
関
す
る
部
分
法
昭
和
三
十
二
年
成
分
か
ら
適
附
す

る。

間
関
門
的
制
加
初
公
式
ハ
年
間
m
M一一一
O
H
u
h
uリ
市
中
引
A
U
知
九
H
V
妙〕

〈
施
行
期
日
〉

こ
の
省
令
は
、
〔
中
路
〕
昭
和
去
十
六
年
五
月
一
告
か
ら
路
行
ず
る
。

叫
階
部
門
間
哲
一
七
年
九
月
二
九
日
自
治
安
官
第
二
一
行
〕

こ
の
お
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
足
一
日
か
ら
施
与
す
る
。

部
則
話
相
利
三
八
和
小
間
口
川
…
日

αリ
獄
中
日
A
H
第
一
二
口
芝

（
路
行
期
日
〉

こ
の
省
令
誌
、
〔
中
略
〕
狩
猟
法
の
一
部
会
改
正
す
る
法
律
〈
昭
和
三
十

八
年
法
作
第
ニ
十
一
－
一
号
〉
の
施
行
の
日
〔
昭
和
一
一
一
八
年
六
丹
一
五
日
〕
か
ら

施
行
す
る
。

路
開
門
附
恕
ぷ
八
年
九
刀
問
日
自
治
劣
令
第
二
心
ハ
ひ
〕

こ
の
省
令
中
予
算
に
関
す
る
改
正
規
定
は
賄
額
五
十
九
年
一
員
一
日
か

ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
は
間
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
改

正
設
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
的
（
以
下
吋
新
説
部
」
と
い
う
J

の
矧
定
中

予
鮮
及
ヴ
決
算
に
係
る
部
分
は
、
昭
和
三
十
九
年
肢
の
予
算
及
び
決
例
外
か
ら

適
用
す
る
。

。
門
法
制
九
三
五
一
一
一
〕
舎
小
川

aF 
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新
規
則
別
記
予
鮮
に
関
す
る
説
明
古
川
仰
式
歳
入
歳
出
予
算
引
項
別
明
制
力

中
前
年
度
予
算
制
又
は
前
年
度
の
側
は
、
間
利
三
十
九
年
度
に
限
り
、
記
械

を
省
附
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
〔
昭
狗
三
八
年
二
一
月
二
七
日
自
治
省
令
第
三
五
号
〕

（
施
行
則
日
）

こ
の
特
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
指
山
〉

改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十

八
条
第
一
羽
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
利
三
十
八
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
聞
は
、
同
項
の
表
中
「
第
百
四
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
百
五
十
九
条
の
二
」
と
し
、
新
規
則
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
附
和
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
項
中
「
郊

百
七
十
二
条
第
一
羽
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
一
条
の
＝
ご
と
、
「
必
援

な
措

m訓
求
苫
」
と
あ
る
の
は
「
理
事
長
、
四
引
若
し
く
は
股
引
又
は
引
業

同
の

m
uの
迎
法
又
は
不
当
な
行
為
の
制
限
又
は
然
止
に
閲
す
る
拙
山
川
求

古
」
と
し
、
新
規
則
別
記
的
目
的
求
古
川
悼
式
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三

十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
様
式
中
「
地
方
自
治
法
第
三
百
十

四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
四
十
二
条
第
一
．
取
」
と
あ
る
の
は

「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
仰
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
九
十
九

号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
瓜
」
と
す
る
。

則
〔
問
削
問
O
年
五
刀
｝

O
n自
治
約
令
第
一
冗
け
〕

2 

阿す第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
車

地
方
自
治

、
。
〔
法
制
九
三
五
三
〕
①
川

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

〔

m
m問
一
年
二
月
一
五
日
自
治
行
令
第
二
ひ
妙
〕

（
施
行
則
日
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
昭
利
問
一
年
五
月
三
O
H自
治
行

AH第
二
乃
妙
〕

（
施
行
則
日
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
後
略
〕

附
則
〔
附
仰
川
一
年
七
月
五
日
自
治
行

AHm一
間
ワ
抄
〕

（
施
行
則
日
）

こ
の
省
令
〔
中
略
〕
は
同
年
〔
昭
和
凶
二
年
〕
凶
月
一
日
か
ら
施
行
す

る。

5 

前
羽
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
五
の

規
定
及
び
別
記
継
続
政
繰
越
計
狩

3
械
式
は
、
昭
和
四
十
二
年
度
の
予
算
及

び
決
鮮
か
ら
適
用
す
る
。

附
則
〔
附
仰
問
｝
年
八
川
一
七
日
自
治
行
令
第
一
九
り
妙
〕

こ
の
省
令
は
、
附
利
四
十
一
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
昭
和
四
三
年
二
月
一
日
自
治
安

H
S三
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
昭
如
凹
問
年
四
月
一
四
日
自
治
行
令
郊
一

O
U〕

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
符
令
の
施
行
の
隙
現
に
そ
の
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
る
山
傍
訓
求
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

ワ

一
六
七



第
山
間
編

地
方
自
治

地
方
自
治
法
続
行
規
則

地
方
制
度

第
二
車

際
削
別
〔
昭
和
問
例
年
一
二
月
五
れ
れ
治
行
令
第
一
一
一
三
刊
行
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

部
則
門
間
右
側
六
年
一
月
二
三
日
自
治
符
令
第
一
%
抄
〕

〈
施
行
則
自
〉

ょ
の
省
令
は
、
部
和
四
十
六
年
一
丹
一
一
十
四
尽
か
ら
施
行
す
る
。

尉

制
〔
間
階
級
践
し
ハ
年
七

η
五
日
自
治
約
令
第
一
一
二
勾
妙
〕

治
家
附
刻
間
七
年
八
幻
一
－
一
一
日
自
治
符
令
第
一
け
り
〔
地
方
滋
銘
白
崎

ぶ
税
法
鈍
行
縦
断
問
符
の
一
般
b
z
改
正
す
る
約
九
日
附
則
三
一
条
に
よ
る

改
正
〕

問
初
五
八
年
一
一
一
川
三
七
日
自
治
労
A
W
第
二
九
引
っ
〔
総
必
税
法
施

行
制
成
制
約
努
の
こ
め
を
改
正
す
る
劣
A
H
開
条
に
よ
る
改
正
〕

Mr成
一
三
年
六
日
付
じ
日
総
務
省
令
第
八
熊
り
州
地
方
道
路
鴻

h
h
f

税
法
施
行
制
端
的
決
ぴ
内
け
品
開
般
市
川
別
級
ド
ナ
税
法
繍
行
続
出
削
の
一
泌

を
改
双
す
る
お
A
E
一
条
に
よ
る
改
ぷ
〕

？ 

〈
路
行
期
日
〉

こ
の
省
令
は
も
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〈
地
方
自
治
法
路
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
的
世
〉

山
部
項
の
制
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
組
問
別
記
歳
入
歳
出
子

詳
の
款
．
羽
の
区
分
及
び
日
の
区
分
の
歳
入
の
表
y
h

か
か
わ
ら
ず
、
附
和
mm
十

六
年
境
分
に
係
る
歳
入
議
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び

g
の
区
分
に
つ
い
て

は
、
持
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
川
去
の
市
町
村
の
訟
の
欄
及
び
備
考
i

山
中
「

N

E

忌
品
川
提
議
選
泊
ヰ
除
」
と
あ
る
の
は
「

N

E

翠
合
刻
一
冊
目
恥
獄
中

諮
同

q
E同
部
品
川
是
詮
議
桜
之
珍
」
と
、
同
去
の
市
町
村
の
項
及
び
呂
の
械
並

び
に
髄
考
l
中

吋
一
一
唯
一
議
論
議
さ
一
－

mw
曇
判
官
認
識
縫
w
M
4
4
一
と
あ
る
の
は

除

一

」

,... 

考る
の
は

る

徐立恐 立去

曇 さま
－：：：：：－官？

時出
之さ 潔
諮 義経
治 ψ？
4 翠

徐立を む

一一一 豊島

男元
議 i記
簿蹴
問中？
4 宣言

と

liiJ 
義
謀者

岨幽岨宅

l-.,j -

繍剛、 耐側、

v.:> E唱 網目

事
出
品
～
ぃ
ト
訟
や
器

接
法
出
思
議
併
擢

出
叫
弘
一
辻
討
議
位
・
議

器
器
世
田
三
議
物
議

ふ2

議
淫
作
H

ト
掛
川
別
選

一
六
八

課
程
汁
ト
鎚
ホ
搭

同
一
昨
社
出
思
議
申
書

出
蕗
鴻
H
U
F

恥
間
中
諮

奇
掛
端
邸
主
掛
川
別
選

話
出
一
」
代
ト
識
改
ぃ
選

華
社
出
謀
議
中
沼

出
益
法
U
F

弘
明
選

と
あ

と
す

w 

善
社
総
明
治
忌
hm部

例
制
限
瓜
・
：
五
項
に
総
下
〔
四
階
初
閉
じ
年
八
月
白
リ
m
A
W
一
こ
り
〕
、
制
約
五
項
：
・
六
項
に
線
ド
〔
的
地

印
刷
五
八
年
一
二
月
山
H
治
A
P
ニ
九
H
V
〕
、
似
六
羽
・
：
七
出
引
に
鍬
下
〔
平
成
一
気
年
六
月
総
務
令
八

開
け
〕

務

則

〔

mm
如
仰
向
六
年
九
H
H
八
日
自
治
行
令
第
一
八
口
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
長
か
ら
施
行
す
る
。

期
間
〔
問
削
相
側
門
七
年
九

5
・
5
日
自
治
劣
A
V
第
二
ム
ハ
リ
抄
〕

〈
施
行
期
日
〉

4

｝
の
省
令
法
、

品

館
山
岳
辻
U
F

ト掛川別選

公
あ
の
日
か
ら
路
行
す
る
。

。
〔
法
規
九
一
一
一
五
一
一
口
①
凶

－
r
 



a、
附
則
〔
日
以
内
八
年
六
月
以
一
O
口
約
治
行
令
お
一
じ
り
悲

〈
路
行
期
日
）

！
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

鶴
間
〔
昭
紛
問
九
年
｝
二
月
一
ニ

OnZ治
安
P
第
九
む
抄
〕

（
路
行
期
自
〉

第
一
条
こ
の
告
A
P
誌
、
昭
和
間
十
九
年
間
丹
一
一
口
か
ら
施
符
す
る
。

附
制
的
〔
認
知
山
間
九
年
一

O
Hけ
で
じ
日
山
的
行
A
H
お一一一じ

η〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
誌
か
ら
路
行
す
る
。

路

則

〔

附

M
W
X
0
5
一
月
六
れ
れ
主
主
主
主
け
〕

i

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
uu
か
ら
範
行
ず
る
。

2

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
諸
行
規
制
別
記
予
算
に
関
す
る

説
明
沼
様
式
中
給
谷
究
明
綿
古
に
関
す
る
部
分
母
、
昭
和
五
十
年
度
の
予
算

か
ら
組
問
ず
る
。
た
だ
し
、
昭
和
況
十
年
三
月
三
十
一
民
ま
で
の
川
に
議
会

に
拠
出
さ
れ
る
給
与
資
明
縮
占
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の

滋
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

務

出

〔

附

如

来
U
年
九
百
一

O
幻
自
治
約
令
第
二
ハ
リ
〕

こ
の
省
令
誌
、
昭
和
五
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

間
賠
公
的
知
間
五
一
何
年
一
一
一
月
三
一
日
自
治
行
令
明
治
八
乃
〕

こ
の
省
令
は
、
会
事
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
門
限
初
五
一
年
八
月
一
七
日
自
治
行
令
第
二
五
円
三

Z

i

こ
の
省
令
は
、
公
容
の
日
か
ら
務
行
す
る
。

鰭
剤
〔
同
町
明
丸
山
門
年
一
一
万
一
一
…
刊
行
政
治
行
A
H
泌
八
H
U
妙〕

〈
路
行
期
自
）

第
四
編

場
方
紺
山
以

第
二
泊

的
問
ど
り
勾
将
、
円
H

E
E

，．
J
s
z
：匂
t

地
方
自
治
法
総
丹
製
期

‘ヲ
＠
〔
法
納
税
九
三
五
三
〕
色
川

第
一
条
こ
の
拘
令
〔
中
略
〕
誌
mm
年
門
間
利
一
札
間
平
〕

mm
丹
十
六
日
か
ら

〔
中
路
〕
施
行
す
る
。

的
都
内
抑
制
如
何
五
四
年
一
日
一
日
三
幻
自
治
命
令
第
九
乃
妙
〕

！
こ
の
省
令
辻
、
昭
和
五
十
間
年
四
月
一
自
か
ら
路
行
す
る
。

附
則
〔
沼
紛
五
七
年
九
月
ヱ
ハ
口
自
治
省
令
第
二

0
3

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
結
託
す
る
。

鵠
則
〔
附
初
万
九
年
八
一
ハ

A

七
日
れ
治
行
人
日
明
一
一
り
〕

i

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
自
か
ら
諮
行
ず
る
。

2

こ
の
ゆ
れ
令
の
能
行
の
日
以
持
に
お
い
て
昭
和
五
十
九
年
伎
の
予
算
に
関
し

て
議
会
に
提
出
さ
れ
る
給
与
問
明
縦
方
に
つ
い
て
は
、
二
の
の
令
に
よ
る
改

正
後
の
儀
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
本
い
事
柏
が
あ
る
場
合
に

限
り
、
ニ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
陣
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
則
〔
問
初
心
ハ
O
匁
八
日
対
日
一
円
一
目
白
リ
計
約
令
約
三
二
れ
勺
〕

ニ
の
符
令
は
、
公
布
の
白
か
ら
纏
行
す
る
。

踏
倒
的
門

mmmハ
一
年
一
日
立
一
八
日
自
治
安
H
郊
一
三

ニ
の
符
令
誌
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

陥
郡
山
内
初
和
史
ハ
一
年
五
月
三

o
n
g詩
人
道
一
二
三

こ
の
約
令
は
、
公
あ
の
呂
か
ら
路
行
す
る
。

締
則
〔
昭
如
判
中
ハ
二
年
三
月
三
日
自
治
約
令
第
三
り
妙
〕

i

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
諮
行
す
る
。

鰐
知
門
間
制
刊
六
二
年
二
一
月
二
八
日
れ
ぬ
け
治
行
A
H
努
コ
七
乃
妙
〕

（
施
行
揺
告
〉

第
一
条
こ
の
容
令
誌
、

昭
和
六
十
五
年
部
月
一

5
か
ら
純
行
す
る
。
〔
後

九



第
四
編

諮
二
市

地
方
自
治
法
施
行
提
期

地
方
制
度

地
方
議
治

略
〕

間
期
門
附
担
ハ
一
一
万
年
一
二
月
三

OHU皇
制
約
A
H
第
三
一
七

H
V
2

〈
路
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
布
令
は
、
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
誌
か
ら
拙
行
す
る
。
〔
後

路
〕

附
郎
〔
平
成
元
年
三
月
一
三
日
“
自
治
省
令
第
一
二
三

ニ
の
省
令
誌
、
平
成
元
年
間
関
丹
一
日
か
ら
路
行
す
る
。

附
問
〔
平
成
二
年
二
日
付
二
一
日
山
室
付
金
治
二
H
り
】

こ
の
省
令
は
、
公
お
の
自
か
ら
施
行
す
る
。

鰐
則
門
平
成
二
年
一
二
月
二
六
日
自
治
行
令
努
吋
一

2
3

i

ニ
の
省
令
誌
、
公
布
の
日
か
ら
範
行
す
る
。

2

こ
の
特
令
の
路
行
の
日
以
降
に
お
い
て
平
成
二
年
肢
の
予
算
に
闘
し
て
議

余
に
提
出
さ
れ
る
給
与
党
務
縮
力
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
援

の
械
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
誌
が
あ
る
場
舎
に
椴

り
、
こ
の
お
令
に
よ
る
改
正
前
の
総
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

総
則
〔
平
成
三
年
一
二
日
三
一

onAUH獄
中
け
令
第
九
り
妙
｝

ハ
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
間
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
後
略
〕

附
制
限
門
平
成
泣
い
仲
間
一
日
百
自
治
行
令
銃
一
一
け
げ
沙
〕

〈
脳
符
期
日
〉

こ
の
省
令
は
、
公
’
容
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

倒
的
関
門
平
成
一
一
一
年
一
二
月
二
間
口
れ
治
約
A
H
第一一一
O
H
V
〕

こ
の
特
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

~ 

一
一
七

O

こ
の
特
令
の
議
行
の
日
以
降
に
お
い
て
平
成
五
年
度
の
予
算
に
関
し
て
議

会
に
舵
出
さ
れ
る
給
与
技
場
組
芯
に
つ
い
て
母
、
ニ
の
省
令
に
よ
る
改
正
哉

の
線
式
心
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
引
紛
が
あ
る
場
合
に
限

り
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
悌
式
に
よ
る
ニ
と
が
で
き
る
。

縮
問
〔
平
成
六
年
七
月
八
日
内
治
安
H

お
二
八
け
〕

こ
の
容
令
は
、
地
方
自
治
訟
の
ナ
泌
を
改
正
す
る
法
律
〈
平
成
六
年
法
律
第

四
十
八
号
）
附
出
第
一
項
た
だ
し

3
に
焼
泌
す
る
規
定
の
施
行
の
臼
〔
平
成
六

年
七
月
一
九
日
〕
か
ら
施
行
す
る
。

附
慰
〔
平
成
六
年
二
日
百
五
日
自
治
行
A
H
策
問
問
一
け
げ
抄
〕

ー
こ
の
省
令
は
、
公
聴
選
挙
法
の
一
部
会
改
正
す
る
法
律
〈
平
成
六
年
法
搾

第
二
号
〉
の
施
行
の

S
〔
平
成
六
年
二
一
月
ニ
五
日
〕
か
ら
施
行
す
る
。

8

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
政
正
後
の
地
方
自
治
法
議
行
規
則
及
び
最
高
裁
判

所
裁
判
官
問
民
審
査
法
施
行
規
制
問
の
規
定
は
、
捷
行
詩
以
後
そ
の
期
誌
を
告

示
さ
れ
る
投
票
又
は
審
査
に
つ
い
て
遊
間
し
、
路
行
日
の
諒
日
ま
で
に
そ
の

即
日
を
告
示
さ
れ
た
投
民
又
は
審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

h
o
 

暗《

2 

部
制
限
平
成
七
年
六
月
二

o
n－－

n治
安
静
第
二
一
口
抄
〕

ハ
施
行
路
日
）

第
一
義
こ
の
省
令
培
、
公
布
の
時
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
治
的
目
〉

第
一
一
条
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
告
令
の
施
行
の

際
現
に
そ
の
手
続
が
問
蛤
さ
れ
て
い
る
近
接
請
求
に
つ
い
て
は
‘
迎
用
し
な

、‘内’v
 

。
門
法
規
九
三
五
一
己

φ山
内

ar 



a、
諮
問
〔
平
成
七
年
一
日
一
月
二

O
幻
自
治
行
令
第
一
三
ハ
行
妙
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
お
か
ら
範
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
九
年
三
芝
三
日
自
治
中
川
令
第
一
八
け
〕

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の

規
定
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

離
慰
門
学
内
問
九
年
九
一
呂
田

5uu自
治
劣
令
第
一
二
九
立

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

臨
悶
〔
平
成
九
年
山
一
万
一
九
円
幻
自
治
支
H

諮
問
ニ
ザ
〕

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
年
一
汚
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

手

成

一

O
年
一
バ
ヨ

o
u
u
Q制
作
A
H
お
ご
り
さ

！
こ
の
省
令
は
、
公
経
選
挙
訟
の
…
部
を
改
正
す
る
法
律
〈
平
成
九
年
法
律

第
百
二
十
七
号
〉
の
施
行
の
日
〈
平
成
十
年
六
定
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

5

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
並
び
最
高
裁
判

所
裁
務
官
国
民
秘
資
法
施
行
規
制
郊
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
そ
の
期
日
を
告

示
さ
れ
る
投
出
又
は
議
資
に
つ
い
て
適

mし
、
鈍
行
出
の
鵠

E
ま
で
に
そ
の

期
日
を
告
法
さ
れ
た
投
票
又
は
慌
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
挺
前
の
例
に
よ

スー
附
開
門
平
成
一

O
M中
八
刀
流
日
自
治
行
会
主
語
n
り〕

こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
〈
平
成
九
年
法
部
第

六
十
七
号
〉
附
別
部
…
条
第
二
号
に
お
げ
る
総
定
の
脳
行
の
日
（
平
成
十
年
十

足
…
日
〉
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
一

O
都
中
之
一
月
一
一
八
日
自
治
省
令
窓
際
中
ハ
Q
M

こ
の
行
令
は
、
平
成
十
山
年
間
月
一
日
か
ら
路
行
す
る
。

諮
問
誠

地
方
制
度

地
方
告
捺

地
方
自
治
法
抱
行
滋
制
約

第
一
一
政

句
。
〔
法
規
九
三
五
主
〕
①
川

的
制
的
〔
平
成
二
年
二
月
一
七
日
夜
治
行
令
第
密
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
範
行
す
る
。

臨
別
問
〔
平
成
一
一
年
三

μ一
三
日
自
治
的
令
第
一
任
ザ
妙
〕

沿
議
平
成
一
九
年
三
打
三
一
H
H
V
外
総
務
行
A
H
第
五
開
問
ひ
宮
崎
方
特

側
交
付
金
に
関
す
る
伶
令
の
一
郎
A
M
M

改
犯
す
る
ゆ
れ
A
H
に
よ
る
改

必〕

（
施
行
期
日
〉

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
尽
か
ら
路
行
す
る
。

本
ゑ
・
：
氾
Mm
門
平
成
一
九
年
三
H
H
総
務
A
H
K
問問叶ぷ

隠
則
平
成
…
二
年
一
ニ
H
H
三
一
行
自
治
安
H

第
二
一
…

2

こ
の
令
令
は
、
一
平
成
十
二
年
昭
足
一
昨
か
ら
締
持
す
る
。

附
則
門
平
成
一
二
年
間
関
月
一
八
日
自
治
中
川
令
袋
ニ
忍
り
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
白
か
ら
施
行
す
る
。

器
問
門
平
成
一
二
年
九
月
…
問
日
自
治
中
日
A
n
m治問問間関口〕

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
寸
る
法
部
（
平
成
十
…
年
法
律
第
八

十
八
号
）
の
路
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
抱
行
す
る
。

附
則
門
平
成
主
一
年
一
刊
行
二
日
総
務
行
A
H
m
況
な
〕

こ
の
省
令
は
、
会
お
の
白
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
三
年
度
の
予
算
か
ら
趨
用

す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
圧
後
の
期
認
予
誌
の
判
的
以
の
棉
式
出
5

去
は
、
卒
成
十
二
年
度
的
予
算
か
ら
適
用
す
る
。

縮
担
門
平
成
一
三
卸
小
六
月
－

vun総
務
小
付
金
治
八
凶
行
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
籍
行
ず
る
。

前
期
門
平
成
一
四
日
午
二
月
二
八
日
総
務
支
刊
第
一
九
三

（
施
行
期
日
〉

一七



第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
市

こ
の
省
令
は
、
保
健
婦
助
産
財
布
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
〔
平

成
一
三
年
一
二
月
法
律
第
一
五
三
号
〕
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
三
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
出
）

2

ニ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治

法
施
行
規
則
別
記
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
日
の
区
分
を
基
準
と

し
て
議
会
に
拠
山
し
、
又
は
議
会
の
議
決
を
総
て
レ
る
予
持
及
び
こ
れ
に
閲

す
る
説
明
書
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
別

記
歳
入
歳
出
予
仰
の
款
項
の
区
分
及
び
目
の
区
分
を
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ

た
も
の
と
み
な
す
。

附
則
〔
平
成
一
四
年
三
月
一
一
一

O
H総
務
省
令
第
四
一
り
抄
〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
行
令
巾
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
か

ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
九
十
五
り
）
第
二
条
（
市
町
村
の
A
H

併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
レ
て
「
合
特
令
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
十
四
条
第
五

羽
」
を
「
第
七
十
四
条
第
六
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
〉
並
び
に
同
令

第
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
十
四
条
第
問
項
」
を
「
第
七
十
四
条

第
五
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

合
特
令
第
一
条
第
二
項
又
は
第
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
告

，‘ 

一
一
七
一
ノ
二

2 
示
に
係
る
訪
求
代
表
者
証
明
書
又
は
同
一
請
求
代
去
者
証
明
力
に
係
る
前
求

に
係
る
署
名
簿
、
署
名
収
集
委
任
状
、
署
名
審
査
録
及
び
署
名
収
集
証
明
書

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
将
名
簿
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
第
二
条
の
規

定
の
施
行
の
目
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
合
特
規
則
の
制
定
に
よ

り
作
成
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
の
施
行
後
は
、
阿
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
合
特
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
署
名
簿
等
と
み

な
す
。前

項
の
規
定
に
よ
り
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
合
特
規
則
の
規
定

に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
署
名
簿
及
び
署
名
収
集
証
明
市
並

び
に
第
三
条
の
則
定
の
施
行
の
日
前
に
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
郎
を
改

正
す
る
政
令
第
二
条
（
合
特
令
第
二
条
第
四
瓜
及
び
第
五
項
の
改
正
規
定

（
「
第
七
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
七
十
四
条
第
六
項
」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。
）
並
び
に
同
令
第
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
十
開
条
第
四

項
」
を
「
第
七
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
合
特
令
第
一
条
第
二
項
（
同
令
第
九
条
の
二
に
お
レ

て
準
川
す
る
場
合
を
合
む
。
）
又
は
第
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
さ

れ
た
作
示
に
係
る
制
求
代
表
者
証
明
市
若
し
く
は
刷
一
前
求
代
衣
有
説
明
市

又
は
投
票
実
施
前
求
代
表
者
説
明
品
目
に
係
る
請
求
に
係
る
署
名
簿
及
び
署
名

収
集
証
明
市
の
う
ち
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
合
特
別
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条

の
規
定
の
施
行
後
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
合
特
規
則
の
規
定
に

よ
り
作
成
さ
れ
た
署
名
簿
及
び
署
名
収
集
証
明
書
と
み
な
す
。

附
則
〔
平
成
一
五
年
三
月
二
問
日
総
務
約
令
第
四
九
り
抄
〕

。
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川

~ 



a、

（
施
行
則
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
一
五
年
八
月
一
一
九
日
総
務
計
令
第
二
一
り
〕

こ
の
符
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
〔
平
成
一
五
年
六
刀

法
作
第
八
一
川
リ
〕
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
九
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
ポ
・
成
－
五
年
一
二
月
て
五
日
総
務
行
令
第
一
間
バ
り
〕

こ
の
符
令
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
一
六
年
同
月
一
日
総
務
省
令
第
七
八
号
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
二
ハ
年
七
月
三

O
日
総
務
省
令
第
二
一
号
〕

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
〔
平
成
一
六
年
一
一
月
八
日
総
務
省
令
第
一
三
一
け
〕

こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
六

年
政
令
第
三
百
附
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
一
月
十
日
）
か
ら

施
行
す
る
。附

則
〔
平
成
一
七
年
間
月
一
三
日
総
務
省
令
第
七
五
り
〕

（
施
行
則
日
）

第
一
条
こ
の
布
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過

m
m）

第
二
条
ニ
の
行
令
の
施
行
前
に
ニ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
－
H
治
法
施

行
川
胤
則
第
卜
二
条
の
三
の
ニ
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
と
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
確
認
し
た
同
項
に
規
定
す
る
実
施
計
附

は
、
‘
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
三
の

第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
章

句
。
〔
法
制
九
コ
一
五
三
〕
①
川

2 
二
第
一
瓜
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
内
通
地
方
公
共
川

体
の
長
が
確
認
し
た
同
項
に
規
定
す
る
実
施
計
州
と
み
な
す
。

附
則
〔
平
成
一
七
日
早
一
二
月
二
八
日
総
務
作
AHm
－
L

ハ
九
け
〕

こ
の
符
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
行
令
の
施
行
の
日
以
降
に
お
レ
て
、
平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八

年
度
の
予
算
に
関
し
て
議
会
に
拠
出
さ
れ
る
給
与
問
明
細
川
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
レ
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
局
合
に
限
り
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
陣
式
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

阿す

則
〔
平
成
一
八
年
一
一
月
一
一
二
日
総
務
省
令
第
一
三
九
号
〕

沿

草

川
T
成
一
九
年
一
月
一
一
二
日
号
外
総
務
省
令
第
四
号
〔
地
方
向
治

法
施
行
縦
則
の
一
郎
を
改
正
す
る
行
A
H
附
則
三
条
に
よ
る
改
正
〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
一
条
中
地
方
自
治
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
及
び
川

令
第
十
二
条
の
凹
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
制
定
は
、
平
成
十
八
年
十
一

月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
出
納
長
及
び
収
入
役
に
閲
す
る
経
過
姉
間
）

第
二
条
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
作
（
平
成
十
八
年
法
作
第
五
十

三
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
納
長
又
は
収
入
役
が
な
お
従

前
の
例
に
よ
り
在
職
す
る
場
合
に
お
レ
て
は
、
第
一
条
の
則
定
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
、
別
記
放
出
予
算
に
係
る
節
の
区
分
の
去
及
び
別
必
予
算
に
関

一
七
一
ノ
三



第
mm
編

地
完
制
度

地
方
色
治

地
方
自
治
法
施
行
制
庶
民

第
二
市

す
る
説
明
書
様
式
給
与
殺
明
細
書
の
！
の
備
考
i
〔
中
略
〕
は
、
な
お
そ
の

勢
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
陪
規
則
第
十
二
条
第
一
項
、
府
間

議
出
予
算
に
係
る
節
の
一
民
分
の
表
及
び
別
記
予
算
に
関
す
る
説
明

A
様
式
給

与
費
明
細
書
の
！
の
鎚
考
i
中
町
助
役
」
と
あ
る
の
は
‘
立
制
市
町
村
長
」

と
す
る
。

本
条
：
・
ニ
係
改
正
門
平
成
一
九
年
｝
H
M
総
務
A
p
m
間行〕

総
開
門
学
成
…
九
年
一
月
一
三
汀
一
総
務
お
令
策
関
け
抄
〕

沿
革
形
成
一
一

O
お
や
〕

O
u
n二
二
口
口
約

d

外
総
務
省
令
第
一
二
ハ
ワ
〔
治
方

税
輸
マ
減
削
減
総
て
ん
躍
的
吋
交
付
金
に
附
す
る
省
令
附
間
約
三
条
に
よ
る

改
ぽ
〕

〈
施
行
期
日
〉

第
一
条
ニ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
間
月
一
日
か
ら
範
行
す
る
。

〈
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
部
記
歳
入
蹴
出
予
算
の

款
瓜
の
区
分
及
ヴ
自
の
区
分
の
特
例
〉

第
一
一
条
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
ニ
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
設
に
お
し
γ

て

誌
、
阿
部
記
歳
入
歳
出
予
察
の
款
項
の
豆
分
及
び
日
の
詑
分
の
議
入
の
楽
部
沼

府
県
の
榔
中

語
法
議
室
w
M

43ゆ

品

諮
社
護
室
w
M
Z

捨

益
法
議
翠
沿
海

静

,,,.. 

と
あ
る
の
は

*"" 

益
法
滞
混
同
町
ヰ

除

と
、
同
表
市
町
村
の
韓
中

と
あ
る
の
は

。。

接
討
議
室
－
w
M
ヰ

捨

罰園、

00 

諮
討
議
哲
一
w
M
ヰ

砂

同
一
辻
本
漫
w
M
む

除

N 

護
法
w
M
3
除

同一

W
M
M
議
議
w
M
3

診

七

ノ
部館

祉
担
翠
w
M

3
ゆ

事
出
ι
…
史
今
時
一
い

善
治
謀
議
尚

之
除

~ 
。
〔
法
規
九
三
五
三
〕
①
川



a、
信
社
設
豆
w
M

－4

ゆ

信
社
諜
室
w
M

2
ゆ

t~ 

諜
浬
w
M
3
ゆ

話
回
ι

…竺
4
ゅ一」

と
す
る
。見

出
・
本
条
・
：
一
郎
改
正
〔
平
成
ニ

O
年
一

O
月
総
務
令
一
一
六
川
げ
〕

附
則
〔
平
成
一
九
年
二
月
一
一
一
一
日
総
務
小
H
A
H
m

一
同
り
妙
〕

l

こ
の
省
令
は
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

体
第
九
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成

十
九
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
規
定
、
次
項
の
矧

定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第

ご
十
九
号
）
の
則
定
及
び
附
川
第
三
瓜
の
剣
山
止
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
の

合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
四
十

三
号
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
〈
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
そ
の
則
日
を
公
示
さ
れ
、
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
又
は
投
出
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
則
日
を
公
示
さ
れ
、
又
は
告

示
さ
れ
た
選
挙
又
は
投
票
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
則
〔
平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日
総
防
砂
利
令
市
二
七
り
〕

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
四
編

L
H
－a
I
d
H
リ・・と

U
H
q
4
メ
小
m
d
u
u

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
車

地
方
自
治

‘ヲ
〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

附
則
〔
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
総
務
行
A
H
第
五
四
日
抄
〕

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
九
年
度
分

の
地
方
特
例
交
付
金
か
ら
適
用
し
、
平
成
十
八
年
度
ま
で
の
地
方
特
例
交
付

金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則

〔

平

成

ニ

O
年
二
月
一
間
日
総
務
中
H
A
H
第
二
一

η〕

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

〔

平

成

ニ

O
年
・
じ
月
一
八
日
総
紛
れ
A
H
m
八
六
り
抄
〕

（
施
行
則
日
等
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
一

年
度
分
の
地
方
法
人
特
別
液
与
税
か
ら
迎
川
す
る
。
た
だ
し
、
附
川
知
凶
条

の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

〔

荒

川

二

O
年一

O
月
二
二
日
総
務
付
A
H
m

二
六
号
抄
〕

（
施
行
則
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

〔

平

成

二

O
年
二
月
六
日
総
務
行
A
H
第
二
八
号
〕

（
施
行
則
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
十
九
条
、
第
二
十
二
条
、
別
記
歳
出
予
算
に
係
る
節
の
区
分
（
第
十

五
条
関
係
）
、
別
記
巾
訓

3
隙
式
（
第
十
八
条
関
係
）
、
別
記
阿
出
川
悼
式
（
第

二
十
条
関
係
）
、
別
記
台
帳
隊
式
（
第
二
十
一
条
関
係
）
及
び
別
記
中
初
当

様
式
（
第
二
十
二
条
関
係
）
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
条
の
規
定
は
、

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
知
山
）

一
七
一
ノ
五



第
内
組

地
方
制
度

地
方
自
治
法
施
石
川
疑
問

第
二
章

地
方
自
治

第
…
一
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
菊
呂
ま
で
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
設
託
部

の
地
方
自
治
法
施
行
縦
附
〈
以
下
、
「
引
規
制
い
と
い
十
う
J

の
規
定
に
民
い
づ

く
中
訓
、
州
出
そ
の
地
の
手
続
及
び
山
川
肘
則
別
記
A
H
桜
線
式
〈
第
二
十
一
条

関
係
〉
に
よ
り
議
製
さ
れ
て
い
る
台
帳
に
つ
い
て
は
‘
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
中
の
相
当
す
る
規
定
に
基
づ
く
も
の
と
み
な

す。

間

前

平

成

叫

〈
捷
行
期
日
）

第
一
条
ニ
の
省
令
培
、
平
成
二
十
一
年
間
月

略〕

附
則
円
以
－
成
↓
二
年
三
月
コ
一
一
日
総
出
制
作
令
都
三
九
り
〕

こ
の
省
令
母
、
事
成
ニ
十
一
年
四
月
一
泣
か
ら
範
行
す
る
。

器
部
門
家
紋
吋
二
年
五
月
二
九
日
総
務
劣
令
第
五
悦
り
〕

i

こ
の
お
令
は
、
公
布
の

H
か
ら
範
行
す
る
。

2

ニ
の
有
令
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
、
平
成
ニ
十
一
年
度
及
び
平
成
ニ

十
一
一
年
度
の
予
算
に
関
し
て
議
会
に
提
出
さ
れ
る
給
与

d

質
問
明
結
書
に
つ
い
て

は
‘
網
｝
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
隙
式
に
よ
る
ニ
と
が
で
き
な
い
ー
や
む
を
ね

な
レ
引
制
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
ニ
の
中
n
A
V
に
よ
る
改
正
前
の
陣
式
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

鰭
郎
平
成
一
一
一
一
年
三
同
月
一
三
日
総
務
品
交
刊
第
一
一
主
主

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
け
か
ら
施
行
す
る
。

際
則
〔
平
成
二
三
年
間
日
付
二
七
日
ロ
総
務
中
刊
令
筋
肉
一
吋
刊
行
〕

ニ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

年
五
月
一
日
二
日
総
務
災
令
添
え
え
り
抄
〕自

か
ら
施
行
す
る
。
〔
後

,... 

一
一
七
一
一

間
期
〔
平
成
二
三
年
七
月
二
九
日
一
総
務
約
令
努
二
一
号
〕

こ
の
省
令
は
、
地
方
向
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
〔
．
平
成
二
万
一
年
五
月

法
搾
第
三
五
日
ソ
〕
の
施
行
の
日
（
平
成
一
一

1
三
年
八
月
一
日
〉
か
ら
路
行
す

る。

附
則
〔
平
成
二
川
吋
卒

〈
施
行
則
訂
〉

第
一
条
ニ
の
お
A
P
は
、
公
布
の
日
か
ら
路
行
す
る
。

総

m

際
平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
総
あ
受
H

第
三

OHη
〕

（
範
行
期
日
〉

第
一
条
ニ
の
併
令
は
、
児
竜
手
当
法
の
一
郎
を
依
託
す
る
法
律
〔
手
成
一
一
四

年
三
月
法
作
第
エ
問
匂
〕
の
施
行
の
日
ハ
平
成
二
十
間
年
間
月
一
日
〉
か
ら

施
行
す
る
。

〈
経
過
賠
mm）

第
二
条
ギ
成
ニ
十
凶
年
一
二
月
ま
で
の
間
に
、
平
成
ニ
十
一
一
作
成
等
に
お
け
る

子
ど
も
手
当
の
支
給
に
閲
す
る
法
律
〈
予
成
二
十
二
年
法
州
第
十
九
号
）
第

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
鴻
用
さ
れ
る
持
法
第
七
条
第
一

項
及
び
平
成
二
十
一
一
一
年
症
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
蛤
等
に
関
す
る
特
別

的
問
法
〈
ポ
成
二
十
五
年
法
持
第
百
七
り
〉
第
十
六
条
第
一
項
の
矧
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
遠
出
さ
れ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ

き
子
ど
も
手
当
に
関
し
て
は
、
地
方
告
治
法
麗
行
規
則
別
記
載
出
予
算
に
係

る
節
の
は
ね
分
の
表
説
明
の
搬
出
’

ζ
山
総
端
正
」
と
あ
る
の
は
「
山
市
代
伊
唱

法
」
と
読
み
併
え
る
も
の
と
す
る
。

間
則
平
成
二
五
年
二
万
六
日
総
務
砂
利
A
H
約
五
一
対
妙
〕

万
二
六
日
総
務
省
令
第
一
六
九
ち
妙
〕

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

停



a、

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

〔
．
平
成
二
五
年
二
日
政
令
第
二
八
サ
〕
（
以
ド
「
改
正
令
」
と
レ
う
。
）
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
一
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
向
治
法
施
行
矧
則
の
一
郎
改
正
に
伴
う
経
過
抗
的
）

第
二
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
山
治
法
施
行
矧
則
第
九
条
か

ら
第
十
二
条
の
二
ま
で
の
規
定
並
び
に
同
令
別
記
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡

（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
力
織
式
、
別
記
何
広
域
連
合

条
例
制
定
（
改
廃
）
訓
求

A
陣
式
、
別
口
山
部
（
何
辺
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）

町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
訓
求
代
ド
訳
者
証
明

A
悌
式
、
別
記
何
広
域

連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
代
表
者
証
明
主
様
式
、
別
記
都
（
何
道
府

県
）
〔
何
郎
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
収
集
委
任
状

様
式
、
別
記
何
広
域
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
訓
求
将
名
収
集
委
任
状
版

式
、
別
記
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）

訓
求
将
名
収
集
証
明
快
川
幡
式
、
別
記
何
広
域
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
訓
求

判
名
収
集
説
明
川
悌
式
、
別
必
郎
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕

事
務
監
査
請
求
刀
織
式
、
別
記
何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
古
隊
式
、
別
記

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
請
求
代
表
者
証
明
』

隙
式
及
び
別
記
何
広
域
迎
合
引
務
監
査
訓
求
代
ド
訳
者
説
明

A
械
式
は
、
こ
の

布
令
の
施
行
の
日
以
後
に
改
正
令
第
一
条
の
制
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
向

治
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第

九
十
一
条
第
二
項
（
新
令
第
九
十
九
条
、
第
百
条
、
第
百
十
条
、
第
百
十
六

条
、
第
百
一
一
十
一
条
、
第
二
百
十
二
条
の
二
、
第
二
百
十
二
条
の
四
、
第
二

第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

第
二
章

令〔
現
行
法
制
五
六
九
〕
①
川

百
十
三
条
の
二
、
第
二
百
十
四
条
の
二
、
第
二
百
十
五
条
の
二
、
第
二
百
十

六
条
の
三
及
び
第
二
百
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
作
一
市
が
行
わ
れ
る
山
岐
川
求
に
つ
レ
て
適
川
し
、
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
改
正
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方

自
治
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
レ
て
「
川
令
」
と
い
う
。
）

第
九
十
一
条
第
二
瓜
（
旧
令
第
九

1
九
条
、
第
百
条
、
第
百
十
条
、
第
百
十

六
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
二
百
十
二
条
の
二
、
第
一
一
百
十
二
条
の
問
、
第

二
百
十
三
条
の
二
、
第
二
百
十
四
条
の
二
、
第
二
百
十
五
条
の
二
、
第
二
百

十
六
条
の
三
及
び
第
二
百
十
七
条
の
一
一
に
お
レ
て
市
川
す
る
場
合
を
合

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
た
山
接
請
求
に
つ
レ
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
別
記
投
票

川
紙
陣
式
の
一
及
び
別
記
投
民
川
紙
版
式
の
二
は
、
ニ
の
省
令
の
施
行
の
日

以
後
に
新
令
第
百
条
の
二
第
二
．
瓜
（
新
令
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
六
条
の

二
（
ニ
れ
ら
の
規
定
を
新
令
第
百
二
十
条
及
び
第
百
八
十
八
条
第
一
項
に
お

い
ト
て
準
川
す
る
場
合
を
合
む
。
）
、
第
一
山
二
十
条
、
第
川
八
十
八
条
第
一
．
瓜
並

び
に
第
二
百
十
三
条
の
四
、
第
二
百
十
四
条
の
三
及
び
第
二
百
十
五
条
の
三

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
令
第
二
百
十
五
条
の
六
に
お
い
［
て
準
用
す
る
場
合
を

合
む
。
）
に
お
い
て
叩
川
す
る
場
介
を
合
む
。
）
、
加
泊
九
条
の
三
第
二
瓜

（新
A
H
第
百
十
三
条
、
第
百
十
六
条
の
二
、
第
二
百
十
一
ニ
条
の
問
、
第
二
百

十
四
条
の
三
及
び
第
二
百
十
五
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
合

む
。
）
、
第
百
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
八
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
則
日
の
告
示
が
行
わ
れ
る
投
出
に
つ
い
l

て
適
川
し
、
ニ
の
省
令
の
施
行

一
一
七
三



第
副
総

地
方
制
度

第
二
市

i告
主
i三！
治

地
方
自
治
法
施
行
提
出

七
四

の
到
の
諸
呂
ま
で
に
削
A
A
W

第
百
条
の
ニ
第
二
以
〈
旧
令
第
百
十
三
条
及
び
第

百
十
六
条
の
二
〈
こ
れ
ら
の
規
定
を
沼
令
第
百
一
一
十
条
及
び
第
百
八
十
八
糸

第
一
羽
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
合
む
。
）
、
第
詔
ニ
十
条
、
第
百
八
十
八

条
第
一
羽
並
び
に
第
二
百
十
三
条
の
問
、
第
二
百
十
盟
条
の
一
一
一
及
び
第
二
百

十
五
条
の
誌
で
｝
れ
ら
の
規
定
を
問
令
第
二
百
十
五
条
の
六
に
お
い
て
準
尽

す
る
場
合
を
合
む
J
に
お
い
て
準
泊
す
る
場
合
を
合
む
。
〉
、
第
百
九
条
の

三
第
二
項
〈
沼
令
節
目
十
三
条
、
第
百
十
六
条
の
一
一
、
第
二
信
十
三
条
の

閥
、
第
二
富
十
四
条
の
正
法
び
第
二
百
十
五
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
合
む
。
〉
、
第
百
八
十
一
条
第
一
一
羽
又
は
第
百
八
十
八
条
の
二
第
二
成
の

焼
結
に
よ
る
期
誌
の
告
恭
が
行
わ
れ
た
投
誌
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

,..... 

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

炉



r 
〔誌に潔窓辺K.;:::;Je芝

( 

〈
別
記
〉

投
票
用
紙
犠
式
の

そ
の

〈
第
一
条
関
係
〉

I .Pl持

＇｝＜ミ

お
〈
白
内
道
府
間
以
丈
出
削
｝
｛
肘
町
二
村
〉

の
議
会
の
終
叫
財
投
票

都？
段

手E

ltlt＇.く発t.t:
のニ i孜Z0 
こえ iニ注；
と Q J-U再ヲ

i土 1；~；：・J
11tか （｝）

か人？
なは
い m
ニ 五党三
とと

会？
」

反三
文fご
の
人？
：立
反1
対日
と

長？
箆

ぎ殺をl1:1!l:i;i-1堤思議室

帥
端
々一

二
の
附
附
式
は
、
他
方
向
剖
仏
国
法
第
八
十
五
条
第
一
頃
に
お
い
て
滋
mmず

る
公
級
選
挙
法
第
間
間
十
六
条
第
一
療
の
規
定
に
よ
る
将
通
地
方
公
然
筏

体
及
び
終
判
例
区
の
議
会
の
的
都
品
協
の
校
球
の
勾
会
の
後
災
で
あ
る
。

一
一
郎
紙
は
、
折
哲
た
た
ん
だ
問
句
会
に
お
い
て
な
ら
べ
く
外
郊
か
ら
文
宇

ふ
ぽ
滋
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
紙
釘
の
も
の
会
印
刻
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
し

…
…
一
投
判
明
用
紙
に
持
す
べ
き
総
選
府
m
m
の
部
地
対
小
管
理
委
員
会
出
w
m
仰
は
、
郊

道
府
以
の
滋
挙
日
谷
間
総
会
内
叫
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
郎
道
府
間
以
の

印
附
又
は
市
区
町
川
刊
の
部
地
議
後
恋
愛
ハ
な
慌
の
印
殺
し
く
は
市
区
町
川
村
川

wm

＆
安
ら
っ
て
こ
れ
に
代
え
て
む
さ
し
っ
か
え
な
い
。

悶
絶
方
自
治
法
総
行
令
第
百
六
条
に
お
い
て
滋
mmず
る
公
級
制
服
滋
抽
出
庖

行
令
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
お
求
に
総
づ
い
て
交
付
ナ
る
投
開
刷
用

紙
は
、
こ
の
後
式
及
び
公
戦
浴
準
法
絡
行
総
則
第
五
条
第
二
間
引
の
規
定

に
よ
る
附
悼
式
に
準
じ
て
澗
州
側
訓
ず
る
も
の
と
ナ
る
。

｝
立
地
方
自
治
法
第
二
筏
六
十
二
条
第
…
叫
慌
に
お
い
て
畑
中
刻
す
る
公
綴
滋

議
後
第
四
十
六
h
h

常
務
…
部
恨
の
規
定
に
よ
る
跡
地
方
出
回
治
法
第
二
百
六
十
…

条
第
三
項
の
川
口
疫
の
投
渓
に

mい
る
俊
民
間
州
総
段
、
こ
の
陣
式
に
機
じ

て
必
然
ず
る
お
の
と
す
る
。
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1< 

抑
制
〈
如
何
道
府
県
〉
｛
市
｝
〈
釘
｝
（
仲
村
〉

の
滋
舎
の
解
散
投
開
附

！［主観i
，答申V 内

孝ぎ議
長（以
会キ？：ご
印i議if!

ま野
良

事5

対立。欄土語君主
の に ！ 放tO
1ま 0 ！こ 主主主
かさと鈴i も

はっ見比三再r•r:t it の品
もる人？
；！~、こ i主

か~ ft& 
な . H主主
七側Z

長。
を

＆主
主守三
の
人2
1立
反：！

担？
悶

I uん，.， , ，ん＂ι、l

i反書付 I fを成l

削
測
均一

こ
の
附
悼
式
は
、
総
方
自
治
法
第
八
十
五
品
川
第
一
項
に
お
い
て
鍛

mmず
る
公
職
選
投
郁
持
部
第
間
間
十
六
条
の
ニ
第
一
墳
の
規
定
に
よ
る
務

遜
地
方
公
共
湿
体
及
び
特
別
区
の
議
会
的
り
然
散
の
投
認
の
機
会
の

附
略
式
で
あ
る
。

ニ
用
紙
の
紙
質
及
び
用
紙
に
制
作
す
べ
き
線
道
府
県
の
選
移
管
渓
委

民
会
の
却
に
つ
い
て
は
、
札
然
叩
採
用
用
紙
陣
悼
式
の
一
”
で
の
一
に
畑
中
ず

る。
コ
…
納
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
二
条
第
二
岐
に
お
い
て
泊
中
間
川
ず
る
公

験
波
数
法
第
間
十
六
品
開
の
二
第
一
川
引
の
規
定
に
よ
る
他
方
自
治
法

第
二
百
六
十
一
致
第
一
一
一
端
引
の
賛
夜
の
投
獲
に
mm
い
る
役
刑
制
同
市
緑

は
、
二
の
様
式
に
滋
じ
て
湘
創
製
す
る
も
の
と
守
る
。

l 



吃
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そ
の
三

主主

｜やや

折
目

何
広
減
速
合
の
謎
会
の
解
散
投
票

平E

他三く解f:
のこ散20 
ことに rJ)
と。 ~f ~ご
は成tι－

3・・ の
か人E
なは
い賛2
二成t
とと
。：；！；か

当、
反2
尭tf
(/) 

JS 
l土
反2
対t
と

主ヨ￥；：也：187,返還！と寝室

折
目

(ijv. 
巧・一

こ
の
附
悼
式
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
第
一
一
引
の
規
定
に
よ
る
広
域
迎

合
の
議
会
の
解
散
の
投
開
市
の
場
合
の
隊
式
で
あ
る
。

二
用
紙
は
、
折
り
た
た
ん
だ
幼
合
に
お
い
て
な
る
べ
く
外
部
か
ら
文
字

を
透
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
紙
質
の
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

t
、。

J
J

一－
v

三
投
採
用
紙
に
押
す
べ
き
広
域
迎
合
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
は
、
広

域
連
合
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
広
峻
迎
合
の

印
又
は
市
区
町
村
の
選
時
中
管
理
安
員
会
の
印
若
し
く
は
市
区
町
村
の
印

を
む
っ
て
こ
れ
に
代
え
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
。

四
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十
三
一
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
畑
中
用
す

る
公
服
巡
挙
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
制
求
に
基
づ
い
て

交
付
す
る
投
票
用
紙
は
、
こ
の
儀
式
及
び
公
職
選
滋
法
施
行
規
則
第
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
様
式
に
準
じ
て
調
製
す
る
も
の
と
す
る
ロ

主ヨ-It::也君Z法1l~t ヨ択還さ話滋sE書
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毛

そ
の
凶

表

加
門
広
域
川
崎
合
の
議
会
の
解
散
役
刑
制

!Ir 
悶

さき宍-ill潔議選！と三喜至宝

事E

対立
0 i路三発言；：
の：こ滋： o
iま O i二浅え
かを f'(＆う
は っ日立ご再ド
i弓；： iすの品
もる入室
：！？‘’こ i：ま
かと n~
r..: -5主主
い 望者5

~－ 0 {? 

夜 1

井t~
(/) 

入1
i土
iii 

折
箆

議ll桜

同
U

認決議ささ

例
制
符…

こ
の
押
球
式
は
、
仙
地
方
自
治
法
第
一
一
山
政
九
十
一
条
の
ゆ
ハ
第
じ
療
に

お
い
て
治
開
閉
す
る
公
般
選
挙
依
然
筏
十
六
条
の
こ
第
一
療
の
出
店
従

に
よ
る
広
絞
滋
A

品
目
の
議
会
の
解
散
の
投
策
の
数
合
の
仲
間
式
で
あ

w
Q
O
 

ニ
湾
総
の
紙
質
及
び
mm紋
に
押
す
べ
き
広
波
巡
会
の
遊
泳
管
潔
委

闘
員
会
mw
印
に
つ
い
て
は
、
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ
の
と
に
畑
中
ず

九
%

l 

尽き~~事
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本
総
式
：
・
一
部
改
正
〔
附
利
二
五
年
五
月
総
即
一
令
一
四
り
・
三
八
年
九
月
自
治
A
H
二
六
nu
・
間

六
年
一
月
一
号
・
五

O
年
二
月
一
号
・
平
成
六
年
一
一
月
四
一
nリ
・
七
年
六
月
一
一
一
弓
・
一
二

月
三
六
り
・
一

O
年
一
月
一
り
・
二
五
年
二
月
総
務
A
H
冗
号
〕

第
四
編

地
方
制
度

第
二
・
草

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

ベ
〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

一
七
七
ノ
三



総点
4
4一

こ
の
終
文
は
‘
他
方
向
訟
法
第
八
十
笈
議
第
一
療
に
お
い
て

m
m

寸
る
公
総
滋
準
法
第

me工
ハ
条
第
…
演
の
規
定
に
よ
る
符
泌
地
方
公

共
間
体
及
び
特
別
区
の
級
品
棋
の
議
nH及
び
円
以
の
炉
併
殺
の
投
策
の
場
合

の
様
式
で
あ
る
。

一
湾
紙
の
紙
質
及
び
出
川
材
紙
に
畑
作
ず
べ
き
お
滋
閥
的
制
刊
の
浴
…
車
問
H
以
後
円
以

点
訴
の
印
蛇
び
に
池
山
刀
出
回
治
法
総
行
令
第
苔
小
問
問
条
及
び
第

ra十
ヒ
弘
却

に
お
い
て
準
用
す
る
公
総
選
挙
法
続
行
令
祭
玄
十
一
条
の
朝
地
占
廷
に
よ

る
絞
求
に
基
づ
い
て
受
付
す
る
投
銭
湾
欽
の
仲
間
式
に
つ
い
て
は
、
机
叙

ザ
印
刷
用
紙
綴
式
の
一
そ
の
ご
同
捜
ず
る
e

投
薬
用
紙
撤
式
の

そ
<l) 
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第
一
条
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係
〉
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笠f8:3き
＝伝道
事~r空

室下位
耳石、－’で舎で？

印選ご

続
〈
師
門
送
開
問
的
知
〉
〈
市
｝
（
町
〉
〈
仲
村
｝

の
総
会
の
議
只
〈
都
道
府
間
同
級
官
中
｝

（

m
w叫
判
長
）
何
裁
の
鮮
民
側
投
票

と
It!!.:!. －..~··解；：

り s 綴；三九
~ ~ ~~＇山
；：上。 j''(;; ""' 
~Iド・ ｝戎；； lJ:'' 

かの
な人3
b、；：t
こ きをえ
と 括主主
。と

"!: c.; 

&i 
対三
の
人3
i土
!Xi 
対日

l 
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そ
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宝ミ

判
仰
〈
道
府
県
｝
（
市
）

〈
ぼ
）
（
町
）
（
村
）
巡

羽
市
管
理
委
民
会
印

苦？
自

γξ 
ー担f

13 4匂

都
〈
何
道
府
抑
制
｝
｛
市
〉
｛
町
〉
〈
品
約
）

の
議
会
の
議
円
以
（
齢
期
滋
削
削
除
知
事
）

〈
市
町
村
円
以
〉
阿
茶
の
解
続
投
開
山

。

注

意

か
い
し
ょ
く

S
ん
せ
‘

GLP切
さ
ん
ぜ
い
ら
ι

・
憎
ん
な
い
ひ
と
二
ゐ

…
針
肝
臓
に
俊
成
の
人
は
賛
成
剛
刊
に

O
を
、
反
対
の
人
は
反

た
ピ
ワ
ん

対
側
聞
に
O
A
W
M

つ
け
る
こ
と
。

O
の
ほ
か
は
何
も
カ
か
ム
な
い
こ
と
。

重子沢吾E潟誕滋己主提言さ

円円

さき+Qilii:l,E主義iiむ幸子決還を当

こ
の
様
式
は
、
地
方
自
治
時
依
然
八
十
五
条
第
…
攻
に
お
い
て
徽
附
加

す
る
公
聴
別
措
準
法
第
悶
十
六
条
の
ニ
第
一
墳
の
規
定
に
よ
る
野
巡
地

方
公
共
団
体
及
び
特
別
区
の
議
会
の
滋
災
及
び
長
の
解
脱
械
の
役
認
の

場
合
の
隊
式
で
あ
る
。

二

mm
絞
の
紙
質
及
び
悶
m
後
に
押
す
ペ
令
都
道
府
間
以
の
滋
拳
管
理
委
円
以

A

品
協
の
勾
に
つ
い
て
は
、
山
一
以
碍
用
問
用
紙
隊
式
の
一
そ
の
…
に
準
ず
る
。

華奈Sii還
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哲？
段

部
開
考一

こ
の
様
式
同
体
、
泌
方
自
治
法
第
二
日
お
九
十
一
条
の
六
第
七
項
に

お
い
て

m
mず
る
公
総
選
挙
法
的
冷
伎
十
六
条
第
一
成
の
緩
定
に
よ

る
広
械
巡
合
の
滋
会
の
絞
は
及
び
公
の
終
批
判
の
役
以
の
勾
ム
口
市
W

級

品
ぬ
で
あ
る
。

一
応
絞
の
紙
吹
及
び
用
紙
に
併
す
べ
き
広
絞
述
会
の
進
学
管
制
儲
委

員
会
の
印
波
び
に
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
宮
十
四
条
の
関
及
び

第
一
一
宮
十
五
糸
の
問
に
お
い
て
泊
中
周
ず
る
公
級
選
挙
法
総
行
令
第

五
十
…
弘
践
の
規
定
に
よ
る
総
求
に
誌
づ
い
て
受
付
す
る
投
開
削
用
紙

の
機
式
に
つ
い
て
は
、
投
薬
局
紋
様
式
の
一
そ
の
一
一
一
に
準
ず
る
。

きさね名立：'la支送還lと芸主主さ

別
災折

悶
：
：

さぎ夜否定設ii七三重苦4史認さ話絞Si~護

附
門
広
綾
巡
ム
闘
の
議
会
の
議
員
〈
広
域

巡
合
の
公
）
何
淡
の
解
職
役
叩
m
M

対三
位えと 書写？：ー
の ？？”..鳴き O
ごく；·~t注主
レーを、． ., 

玩~ fft 
~！~·＇＇ .成f日
？主、の
f主｝、1
L、｛立
二季u
C: E主主
。主

~I~•· 

念

民主
対3
{j) 

入ミ
iま
&'i 

4」



r 
〔惑とお送信《兵〕' 

そ
の
問
問

'1< 

I 1-¥-l兵「Ill

lfr 
自

事E帥
刷
考

郎
内
広
械
情
泌
合
の
議
会
の
議
員
｛
広

域
迎
合
の
打
開
〉
何
孫
の
削
併
殺
投
票

反2
0 会t:~ 勇軍？：
の IOOz鵠＼－ 0 
iまに 7：＇設立
か O いう

r:t を李u
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なと 'it~
い。 fix:勾
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ゆ 0
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人3
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草子-R主立淀華奈川普段ささき弐議選

こ
の
総
式
は
、
納
他
方

8
治
法
第
一
一
際
九
十
一
条
の
六
弔
問
七
療
に

お
い
て

mmmず
る
公
総
選
…
禁
法
第
四
十
六
丸
山
の
ニ
第
一
療
の
双
山
だ

に
よ
る
広
域
連
合
の
議
会
の
議
員
及
び
円
以
の
綜
時
械
の
投
開
訴
の
訓
窓
口

の
神
間
式
で
あ
る
。

用
紙
の
紙
質
及
び
倒
的
紙
に
抑
ず
べ
き
広
綬
出
概
念
の
選
挙
管
蕊
委

員
会
の
印
に
つ
い
て
は
、
役
州
刷
用
紙
綴
式
の
プ
ぐ
の
一
一
…
に
都
ず

る。

総51~震



第
四
編

地
方
制
度

地
方
自
治

地
方
自
治
法
議
符
撰
倒
的

第
二
京

本
線
式
：
一
部
波
正
門
問
削
側
二
五
年
五
日
付
総
理
令
…
協
同
認
、
会
部
改
正
〔
関
知
和
問
問
六
年
一
月

自
治
A
H

一
四
手
、
一
部
改
威
内
問
抑
制
朝
五

O
年
二
月
一
自
治
A
W
｝

nv
－w
T
成
七
年
六
nn
一
号
・

。
年
一
月
一
り
・
二
五
修
二
月
総
務
A
H
五円げ〕

,,,,.. 

八
0 

都
（
何
道
府
撰
〉
ハ
侍
諮
（
市
〉
町
ハ
村
〉
〕
条
挺
制
定
（
改
隣
〉
締
求
審
議
式

〈
第
九
条
関
孫
〉

都
〈
何
道
府
県
〉
〔
持
部
（
市
〉
町
〈
村
）
〕
条
例
制
定

（
改
廃
）
制
求
お

何
条
例
制
定
〈
改
廃
〉
諮
求
の
婆
宮

一
初
求
の
要
旨
（
子
学
以
内
｝

れ
H
H
b
k
n
ト
L
は
人
除
去

3
u
t
常一ヲ
4
3
む
d
a
d
d

－
住

所

機

業

生
年
R
a

強
制
約

〈
控
訴
）
（
職
業
〉

〈
生
年
丹
日
）
（
性
別
〉

お
の
と
お
り
地
方
自
治
諒
第
七
十
四
条
第
二
引
の
摂
窓
に
よ
り
部
紙

条
例
議
宕
路
え
て
条
例
の
州
制
定
｛
改
路
）
を
訪
求
い
た
し
ま
す
。

平
成
持
年
初
何
月
何
回

｛
都
｛
持
選
出
制
県
｝
知
事
〕
〔
何
郡
｛
市
｝
狩
（
品
約
｝
長
〕
あ
て

備
考一

本
総
求
計
又
は
そ
の
写
は
、
都
｛
持
道
府
県
｝
〔
何
邸
（
市
｝
脚
内
｛
村
ニ

条
鰐
制
定
｛
改
路
二
紛
求
者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る

冒

】

’

Y

』。

一
氏
名
は
自
署
〈
宮
入
が
合
職
選
挙
法
随
行
令
初
公
第
一
に
定
め
る
点

本
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
J
ず
る
こ
と
。

－
ぶ
綴
式
・
：
一
線
改
正
〔
昭
利
ニ
混
然
混
同
月
総
怨
令
二
ハ
号
・
際
協
年
問
月
自
治
令
一

O
号
・
五

O
年
二
月
三
ワ
・
平
成
元
年
一
二
刀
丈
一
号
・
七
年
六
万
二
一
号
・
ニ
況
判
小
山
一
月
総
務
令
五
円
少
〕

氏

名

9

都－

氏

名

向

wv

〔
現
行
法
削
減
車
六
九
〕
＠
川

ar 



a、

持
広
械
迎
合
糸
例
制
定
〈
改
鹿
〉
詰
求
書
犠
式
（
第
九
条
関
係
）

伺
広
峨
迎
合
議
制
約
制
制
定
（
改
捷
）
訪
求
川
品
川

向
条
鰐
制
定
〈
改
脱
〉
詰
求
の
婆
己
μ

一
諮
求
の
附
判
官
（
千
字
以
内
）

設

所

職

業

金

字

丹

日

性

別

〈
住
所
）
〈
職
業
〉

（
生
年
月
日
）
〈
性
別
〉

右
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
粂
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
七
十
盟
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
射
殺
条
例
案
を
添
え
て
条
例

の
制
定
〈
改
縫
〉
を
諒
求
い
た
し
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
持
諮

何
広
域
迎
合
の
長

t
u
b
h
b

・、k父
弘
迂

守

u
z
i－－ヨ
z
d
l

あ
て

氏

名

円
H

・
r
v
p
 

氏

名

手fJ

選
考一

本
誌
求
書
又
は
そ
の
裁
は
、
何
誌
綾
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
説
求

者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
氏
名
は
髄
答
（
tu人
が
公
職
選
挙
治
議
行
令
別
表
第
一
に
熔
め
る
点

中
で
自
巴
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
お

小
中
川
開
式
：
・
泊
加
〔
平
成
七
年
六
幻
自
治
A
2

り
〕
．
一
お
改
正
門
平
成
二
五
年
二
月
総
務
令

X
Hげ〕

第
四
納
税

培
方
制
度

第
二
車

地
方
自
治

地
方
自
治
法
路
行
語
倒
的

、
〔
調
行
法
規
五
六
九
〕

mw川

都
（
詞
道
府
県
〉
〔
何
郡
〈
市
〉
昨
（
持
〉
〕
議
倒
制
定
〈
改
廃
）
詰
求
代
表
者
説
明
書

様
式
（
第
九
条
関
係
〉

部
〈
持
道
府
川
県
）
｛
何
郎
〈
市
〉
町
〈
村
）
｝
条
例
制
定
（
改
山
mv的

求
代
表
者
認
明
古

住
所

生

年

月

日

性

別

（
住
所
〉
（
氏

｛
生
部
丹
日
）
（
性
別
〉

右
の
者
は
器
〈
何
道
府
県
）
〔
何
部
〈
市
〉
町
〈
村
｝
〕
条
例
制
定
〈
改
版
〉
説
求

代
表
者
で
あ
る
こ
と
を
認
明
ず
る
。

平
成
何
年
何
完
待
自〔

都
〈
待
遊
詩
県
〉
知
事
〕
〔
向
氏
名
印

郡
〈
市
〉
符
〈
村
〉
長
〕
の
長

綴
考
本
証
明
書
又
は
そ
の
写
は
怒
〈
鰐
道
野
県
〉
（
何
部
（
市
）
町
〈
材
｝
〕
条
例

制
定
（
改
堤
〉
初
求
者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

本
線
式
：
・
…
務
改
返
〔
問
削
剥
二
五
年
五
月
総
潔
A
H

一
六
行
・
五
O
年
二
月
自
治
令
一

nv
・市
γ
A獄

死
体
主
一
月
一
二
H
H
d

－
七
年
六
月
二
一
H
V
－
ニ
況
が
や
二
月
総
盟
主
Hah
り〕

i乏

名名

八



第
四
納
税

地
方
制
度

第
二
章

地
方
向
尚
治

地
方
自
治
法
施
行
規
制
約

一
一
八
一
ノ
ニ

締
法
域
連
合
条
例
制
定
〈
政
牒
〉
詰
求
代
表
者
証
明
礎
様
式
（
第
九
条
関
誌
〉

伺
広
域
連
合
条
例
制
定
〈
改
廃
）
訪
求
代
或
者
認
明
書

住

所

氏

名

生

年

月

詞

強

烈

〈

住

所

〉

｛

託

名

〉

〈
生
母
丹
n
H
〉
（
性
別
〉

右
の
者
は
侍
広
域
迎
合
条
例
制
定
〈
改
築
）
部
求
代
表
者
で
あ
る
こ
と
を

続
税
寸
る
。

平
成
何
年
拘
月
持
認

何

広

域

連

合

の

長

良

名

印

的
考
本
説
明
書
又
辻
そ
の
写
は
何
広
域
述
合
条
例
制
定
〈
改
版
〉
制
求
者

署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

本
線
式
：
・
追
加
門
W
T
成
七
年
六
月
自
治
A
H
二
一
円
品
、
一
部
改
－
K
〔
平
成
二
五
年
二
日
付
総
説
明
A
H

~ 

〔
現
行
法
続
五
六
九
〕
①
川

A
 



a、

都
ハ
持
道
諒
県
〉
内
侍
郡
ハ
市
）
町
（
特
〉
〕
換
制
抑
制
定
（
改
廃
〉
詰
求
者
署
名

簿
様
式
〈
部
九
条
関
捺
）

〈
米
紙
｝

平
成
何
年
何
丹
何
日

都
〈
何
遊
詩
削
除
）
〔
何
部
〈
前
〉

抗
求
者
野
名
簿

（第

m
V〉

町（村）〕条倒制定〈改溌〉

Rのl然:.:IJ ~ 
A号，；，’r ・

日 f月ド 1名沢・

添｛主

F回1総~ 

名氏

向1
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第
四
編

地
方
制
度

地
方
向
尚
治
法
施
行
制
服
期

第
二
市

山
山
刷
ト

ob・3
ム
u

j

；
i
j
 

a、〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
＠
川

前
考一

本
署
名
簿
合
ニ
冊
以
上
作
成
し
た
と
き
は
、
各
将
名
簿
に
涌
ず
る

述
番
号
を
討
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
条
例
制
定
（
改
斑
）
抗
求
芥
〈
川
ハ
ザ
）
及
び
条
例
制
定
〈
改
箆
〉
前
求

仕
表
者
証
明
書
〈
写
〉
又
は
条
例
制
定
（
改
境
〉
知
求
署
名
向
収
集
委
任

状
は
、
こ
れ
を
表
紙
の
次
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
。

三
地
方
議
治
法
能
行
令
第
九
十
去
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
附
記
は
、
当

核
署
名
の
街
考
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

部
署
名
簿
が
二
冊
以
上
あ
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
接
行
令
第
九
十
五

条
の
聞
の
幾
建
に
よ
る
記
載
辻
、
二
時
番
号
の
最
後
の
署
名
簿
の
末
尾

に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
線
式
：
・
全
郎
改
正
門
滋
如
何
二
五
年
五
月
総
経
A
P

二
公
認
、
二
治
改
正
〔
昭
和
初
五

O
年
二
月

自
治
A
H

一
な
・
平
成
叉
修
三
月
三
一
号
・
ム
ハ
仰
や
七
月
二
八

η
・
七
年
六

μ
二
一
日
v
－
…
務
停
コ
一

月
総
綴
A
日間関一川口
1

・
一
一
三
年
七
刀
一
｝
一
日
リ
〕

一
一
八
一
ノ



第
四
編

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

地
方
制
度

第
二
章

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿
様
式
（
第
九
条
関
係
）

（
表
紙
）

平成何年何月何日

何広域連合条例制定（改廃）和求者署名簿

（第号）

印の無効効--Ii 

8号5・

日 年JI 署名

i所主

月日 生年

名氏

印

の1ヲI~ 代悠cX・ 

月flの年生 1代筆5・ ~ 三牢以のE役若下はt墜 の 項おにい 法間第二 続織定塁当にし み代箪を行う すて~同法第王阿るri の六第
氏名 の~· 代筆

の銀定によ 問第ニ て槻m百九十 が二』ヒ 信O寸当』~ 項－に （ 地t銑~~ 
印のr.・ 代筆

備考

,... 

I 

備
考一

本
署
名
簿
を
二
冊
以
上
作
成
し
た
と
き
は
、
各
署
名
簿
に
通
ず
る
一

連
番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
書
（
写
）
及
び
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求

代
表
者
証
明
書
（
写
）
又
は
条
例
制
定
（
改
廃
）
知
求
署
名
収
集
委
任

状
は
、
こ
れ
を
表
紙
の
次
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
。

三
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
九
十
五
条
の
三
の
則
定
に
よ
る
附
記
は
、
当
該
税
引
名
の
備
考
欄
に
記

入
す
る
こ
と
。

四
署
名
簿
が
二
冊
以
上
あ
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十

二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
九
十
五
条
の
凹
の
規
定
に
よ
る

記
載
は
、
一
連
番
号
の
最
後
の
署
名
簿
の
末
尾
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

本
様
式
：
・
追
加
〔
平
成
七
年
六
月
自
治
令
一
二
号
〕
、
一
節
改
正
〔
平
成
一
阿
年
三
月
総
務
A
H

問
一
り
・
二
三
年
じ
月
一
一
一
け
〕

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

’‘ 



a、

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
収

集
委
任
状
様
式
（
第
九
条
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改

廃
）
請
求
署
名
収
集
委
任
状

住
所
都
（
何
道
府
県
）
何
郎
（
市
）
何
町
（
村
）
大
字

何
（
町
）
何
番
地

氏
名

生
年
月
日
何
年
何
月
何
日

性

別

男

女

右
の
者
に
対
し
、
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
付
）
〕
条
例
制
定
（
改

廃
）
諭
求
者
署
名
簿
に
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定

（
改
廃
）
の
請
求
の
た
め
の
署
名
及
び
押
印
を
求
め
る
こ
と
を
委
任
す
る
。

平
成
何
年
何
月
何
日

都
（
伺
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求

代
表
者

住
所

生
年
月
日

（
住
所
）

（
生
年
月
日
）

性氏性氏
月lj g1j 

名

同1

名

（印）

備
考

制
求
代
表
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
す
べ
て
の
柑
求
代
表
者
の
住

所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
を
記
載
し
、
押
印
を
す
る
こ
と
。

本
川
悼
式
：
・
泊
加
〔
開
制
二
五
年
－
h
川
総
岡
町
令
一
六
り
〕
‘
一

Mm改
正
〔
附
利
二
七
年
九
川
総

m

A
H
六
四
り
・
五

O
年
二
月
白
治
A
H

一
H
V
・
平
成
元
年
三
月
一
二
り
・
七
年
六
月
二
一
号
・
二
五

年
二
月
総
務
令
五
号
〕

第
四
制

地
方
制
度

第
二
章

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
脱
則

‘
 

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
収
集
委
任
状
様
式
（
第
九
条
関

係
）

何
広
域
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
鮪
求
署
名
収
集
委
任
状

住
所
都
（
何
道
府
県
）
何
郎
（
市
）
何
町
（
村
）
大
字
何
（
町
）

何
叫
借
地

氏
名

生
年
月
日
何
年
何
月
何
日

性
別
男
女

右
の
者
に
対
し
、
何
広
域
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿
に
何
広

械
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
の
制
求
の
た
め
の
署
名
及
び
押
印
会
求
め
る
こ
と

を
委
任
す
る
。

平
成
何
年
何
月
何
日

何
広
域
迎
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
間
求
代
表
者

住

所

氏

生

年

月

日

性

別

（
住
所
）
（
氏

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

名

印

名

1:p 

備
考

請
求
代
表
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
す
べ
て
の
刊
求
代
表
者
の
住

所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
を
記
載
し
、
押
印
を
す
る
こ
と
。

本
州
悼
式
：
・
追
加
〔
平
成
ヒ
年
六
月
自
治
令
一
一
一
付
〕
‘
一
部
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
月
総
務
令

一
八
三



都
〈
何
道
府
県
〉
州
内
側
部
｛
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
総
定
（
改
廃
）
請
求
縁
名
審
査
録
様
式
〈
第
九
糸
関
係
）

〔~iと玉三五害訴1（兵〕 ＠主
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膨
円
相
判
道
府
瓜
V

〔
何
郎
州
市
長
円
｛

H
C〕
条
例
制
朗
容
｛
波
線
｝
袖
岬
求
胃
名
審

制品此蹄努
名
簿
の
受
想
平
成
柑
門
学
級
月
加
問
呂
町
即
｛
M

門
滋
出
川
県
V

〔何

郎
ネ
官
町
《
村
ニ
M
円
条
掴
円
割
問
申
地
内
改
酬
明
｝
櫨
晴
求

E
腎
名
樗
品
目
刊
附
｝
抽
間
求

代
引
判
官
何
枠
組
円
外
師
門
名
｝

二
等
急
務
笠
糊
湖
始
平
成
師
向
甑
e
M
円
高
何
百

三
一
帯
潔

同
省
名
簿
の
地
再
出
山
A

仮
鍵
山
山
｝
が
地
方
自
治
浪
曲
曙
行
令
第
九
十
開
開
条

第
一
様
｛
暗
部
九
十
三
条
の
二
）
の
期
聞
を
世
間
過
し
が
」
後
で
あ
っ
た
の

で
、
的
内
丹
何
日
μ
却
下
し
た
。

“
い
世
官
名
簿
忍
耐
札
v
v
に
綿
求
書
（
宰
e
V

｛
輔
附
求
仲
代
割
問
答
延
明
書

A

写
｝
｝
｛
祖
師
求
署
あ
収
織
委
任
状
）
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
当
該
署

名
簿
の
署
名
を
無
効
と
決
定
し
た
．

ぬ
将
名
簿
｛
第
品
勺
｝
出
稼
次
に
噌
宵
名
字
月
n
u
A
抜高
mw
円
余
年
H
H
｝

A

制
作
印
）
の
槙
が
会
い
の
で
‘
潟
村
耕
署
名
簿
を
無
効
と
し
た
．

川
附
削
門
岳
町
署
名
簿
努
乱
ワ
ヱ
抑
制
内
装
と
あ
る
署
名
は
、
灘
世
帯
人
名
簿

に
級
品
概
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
犠
山
楠
刷
と
決
定
し
た
．

必

M

刊
鯵
｛
明
智
名
簿
暗
部
号
｝
の
間
内
装
と
あ
る
署
名
は
、
ゴ
ム
郊
｛
吋
市

中
小
零
｝
？
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
熊
効
と
決
定
L
た‘

内
制
円
必
脚
内
噌
有
名
簿
第
号
）
の
何
第
と
あ
る
溝
各
は
‘
伺
内
入
で
お
る

か
を
議
認
し
緩
レ
の
で
、
無
効
と
決
定
し
た
．

市
山
知
間
接
（
署
名
簿
筋
肉
ザ
）
の
何
業
と
あ
る
務
会
に
は
、
署
名
寧
月

U
H

【
住
所
｝
｛
象
年
月
日
V

（
嗣
押
印
叩
）
が
な
い
の
で
、
臨
時
e
叫
荊
と
決
定
し

た事

れ
何
番
（
署
名
簿
第
努
〉
ぬ
川
内
楽
と
あ
る
警
名
は
、
例
月
何
回
何

誌
の
出
顕
及
び
託
言
者
求
め
た
仲
純
然
、
本
人
の
白
署
｛
本
人
が
公
臨
鴨

滋
世
帯
持
間
施
行
令
刷
出
妥
第
一
辺
絞
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
段
戦
し

た
も
の
v

で
な
い
と
認
ぬ
ら
れ
る
の
で
、
何
月
何
日
無
効
と
決
怒
し

た
．
白
内
終
的
経
堂
内
容
段
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
．

h

刷
、
、
、
、
、
、
、
、
、

包
官
官
蕊
終
了
平
成
何
年
何
月
何
日

五
経
間
引
の
崎
郡
波

け
何
足
何
回
何
濃
か
ら
何
故
（
署
名
園
田
第
性
市
｝
の
M
門
廿
飛
と
あ
る
署

名
は
、
時
軒
偽
〈
強
哨
嶋
V

に
感
づ
く
己
日
の
串
・
泌
が
あ
っ
た
の
で
、
何
月

似
u
p
何
某
の
政
畳
間
を
求
め
た
持
制
眼
前
、
師
向
廿
哉
の
山
中
前
を
波
山
時
と
刊
臨
め
、

例
月
何
日
こ
れ
を
無
効
と
品
開
ゆ
屯
し
た
。
由
甲
山
山
及
び
枠
拡
粛
の
醐
概
略
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
，

ハ
川
仰
向
丹
市
川
H
M門
作
法
か
ら
的
問
お
｛
将
名
簿
お
号
）
の
何
某
と
あ
る
努

名
の
熊
楠
m

A

h

骨
品
加
）
の
決
定
に
つ
い
て
盟
関
般
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
‘

官
官
官
珂
の
柏
崎
来
、
中
山
出
を
正
当
と
総
め
、
相
川
月
何
日
二
れ
を
官
官
効
｛
然

え

妥~ξ玄：怨潔緩！と話芸滋幸司~担：努を奈川鋤重き宍忍昔話総gig奪
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効
〉
と
決
定
し
、
当
該
署
名
の
削
機
考
繍
に
こ
の
協
は
合
記
載
し
た
。
安

況
の
筏
絡
は
次
の
と
お
り
で
ゐ
る
。

品、、、、、、、、、、

六
署
名
簿
の
返
付
平
成
例
年
何
月
町
内
箆
努
名
織
の
米
m
ぬ
の
記
総

凶
川
、
お
効
哨
行
名
欽
抑
内
々
然
効
匁
町
名
欽
問
問
身
絡
特
帆
師
門
h
q

で
あ
る
。

お
は
、
何
条
例
制
定
｛
改
夜
｝
お
ボ
宥
将
名
簿
に
つ
い
て
の
本
選
手
管
開
明

会
日
会
の
議
売
の
次
沼
で
あ
る
。

平
成
何
年
向
R
片
付
日

向山

mA
酢吋二
H
n
w

巡
挙
管
理
妥

nAu一
会
は
付
対
氏

夜

H
H

氏

妥

口

氏

，
守
口
氏

書

紀

氏

;f，偽名名名
向IIミi郎防印

本
様
式

i
迫
加
門
的
初
ニ
ザ
久
杉
山
丸
刈
総
附
先
日
一
六
り
〕
‘
一
部
改
ym
門
閉
山
刊
三
七
和
小
九
日
付
自
治
令
二

九
H
V
－
問
問
問
年
問
月
一
。
。
．
氏
。
年
二
行
一
行
・
平
成
じ
年
六
万
二
一
号
〕

円

了

間

間

年
八
月
一
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符
広
域
連
合
条
例
制
制
定
〈
改
廃
）
諮
求
議
名
審
査
録
械
式
〈
第
九
条
関
係
〉
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知
内
総
凶
タ
縫
合
条
例
制
定
内
放
附
持
｝
明
州
求
署
名
後
波
紋

一
署
名
簿
の
炎
臨
場
平
成
何
年
一
m
m
n加
科
目
日
何
広
後
滋
A
M
録
制
抑
制
制
定
〔
改

路
｝
お
求
骨
格
名
簿
〈
郎
内
組
問
）
持
州
市
吊
代
引
民
社
何
江
一
（
外
川
内
務
｝

二
地
世
名
簿
究
開
始
不
滅
仰
向
車
e
M
円
尭
何
日

一－一世附明作品

け
明
材
汲
抑
昨
の
同
提
出
出
｛
佼
拠
出
V

が
地
方
Q
品
加
持
協
仲
略
行
令
市
マ
二
百
十
二
条

の
こ
に
お
い
て
然
開
閉
す
る
閃
令
第
九
十
冊
目
条
第
一
機
〈
第
九
十
三
条
の

｛
一
｝
の
綴
似
合
後
浴
し
た
後
で
み
持
っ
た
の
で
、
何
n
n
M内
自
然
下
し
た
＠

ぬ

寄

名

簿

｛

市

R
H
，v

に
訴
求
怒
｛
本
｝
〔
お
求
代
炎
影
山
は
例
主

内
悼
ぜ
こ

A
H
削
求
署
名
制
執
綿
織
後
任
状
｝
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
滋
絞
殺
名

簿
の
初
名
を
邑
一
効
と
決
織
し
た
。

白
川
釘
名

m
A明
治
思
）
的
附
限
式
に
明
者
名
字
月
間
ご
住
所
）
（
念
相
伊
丹

日
）
品
加
H

印
び
の
織
が
な
い
の
で
、
お
該
明
者
名
簿
を
綿
一
効
と
し
た
．

俄
財
内
早
世
（
忠
也
名
簿
惜
別
号
）
の
加
問
災
と
あ
る
署
名
ば
‘
滋
数
人
名
簿
に

世Z
U
持
さ
れ
て
い
な
い
の
明
、
．
星
山
前
端
と
決
縫
し
た
．

沿

線

機

A

指
名
簿
市
出
社
V
V

の
何
業
と
あ
る
部
有
名
は
、
ゴ
ム
印
門
時
間
家

山
乏
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
畢
“
効
と
決
怨
し
た
，

内
附
削
除
A

部
制
名
簿
晴
m

R

7
｝
の
川
川
篤
と
お
る
憎
官
治
山
川
、
何
人
で
あ
る
か

を
確
認
し
緩
い
の
で
‘
無
効
と
決
申
越
し
た
．

山
山
郎
内
品
世
〈
問
書
名
噛
内
第
机
匂
｝
の
帥
間
務
と
あ
る
zn名
に
段
、
判
官
名
得
月
お

A

ル
比
一
決
｝
（
生
年
月
日
｝
（
川
押
印
｝
が
な
い
の
で
、
無
効
と
比
間
後
し
た
a

出
向
締
役
〈
務
名
簿
第
分
V

の
何
茶
と
あ
る
努
名
段
、
相
同
月
何
日
何
滋

の
山
山
総
及
び
認
ざ
を
求
め
た
総
出
刷
、
本
人
の
肉
料
法
科
〈
成
人
が
公
廠
巡
滋
・

法
結
行
令
筋
交
簿
一
に
内
地
め
る
点
字
で
8
己
の
氏
ρ
明
者
泥
殺
し
た
も

の
V

で
な
い
と
ぷ
め
ら
れ
る
の
守
、
制
判
nnM刊
日
祭
効
と
決
定
し
た
。
相
内

郊
の
浴
日
江
市
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
事

々
、
、
、
、
、
、
、
、
、

開
問
答
笈
終
了
平
成
例
年
制
門
n
A
M
門E
H

三
認
坊
の
修
混

｝
ハ
何
月
何
日
制
門
淡
か
ら
同
門
品
川
｛
川
廿
名
簿
柄
引

n
V
｝
の
偶
然
と
あ
る
噌
官
名

は
、
詳
H
m
A
時
閣
議
哨
に
お
づ
く
山
口
の
市
市
泌
が
あ
っ
た
の
で
、
仰
向
R
M門
8

削
門
鉱
山
の
忽
立
を
求
め
た
緑
川
地
、
得
議
’
り
や
お
を
正
当
と
お
仇
旬
、
抑
制
月
何

nu
こ
れ
を
部
出
品
別
と
決
得
し
た
＠
中
山
山
及
び
双
山
の
経
路
凶
H
．
次
め
と
お

号
で
あ
る
．

0

何
月
何
日
前
判
然
か
ら
知
開
設
〈
務
名
曲
同
市
’
号
｝
の
仰
向
茶
と
あ
る
署
名

の
無
効
｛
存
踊
別
｝
の
決
定
に
つ
い
て
脚
内
線
の
祭
出
が
あ
っ
た
の
で
、
寄

犯
の
結
果
、
市
中
泌
を
況
指
と
認
め
、
制
門
丹
部
門
司
こ
れ
を
お
時
制
〈
祭
効
｝

と
決
定
し
、
当
時
同
地
H
M
哨
の
然
考
療
に
こ
の
践
を
記
厳
し
た
．
後
策
的
緩

眠
時
は
次
ぬ
と
お
り
で
あ
ら
。

ミ
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ι 
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《ート

六
署
名
簿
の
送
付
平
成
何
等
何

R
俗
語
M

答
名
簿
の
宗
佑
の
認
絞
は
、

行
幼
市
合
名
政
何
々
然
的
明
容
名
品
帆
似
内
h

べ
隊
帖
叫
何
々
で
あ
る
。

右
は
、
制
的
条
例
制
定
｛
改
廃
〕
鈴
求
事
情
怨
名
簿
に
つ
い
て
の
本
選
挙
FWm池
袋

日
会
の
寄
流
の
次
第
で
あ
る
。

平
成
例
年
制
門
月
例
U
H

加
制
広
援
巡
会
選
時
中
管
理
委
只
会軒日

A
吻

ι

什
切

i

j

i

妥

れ

品

凡

妥

H
川

品

八

，ω
 

．．
． 
竃’，、

b

綱、

J

‘
1

，
主
創

ι

榊

樹

悟

陥

氏

〔罫！と誕寝｝引〈《〕 e~

本
様
式
：
追
加
〔
平
成
七
加
工
ハ
幻
自
治
令
ニ
一

n
V〕
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第
開
制

地
主
良
治

地
方
自
治
法
範
行
説
出

地
方
制
度

第
二
車

都
〈
街
道
詩
集
）
〔
伺
郡
〈
市
〉
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
故
鹿
〉
藷
求
饗
名
蝦

集
誌
明
書
様
式
（
第
九
糸
関
係
〉

都
（
何
道
詩
集
）
（
郎
内
部
〈
事
〉
町
（
村
〉
〕
条
備
制
定
（
改

版
〉
泊
求
署
名
奴
集
紙
約
書

都
〈
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
〈
村
二
何
条
鰐
制
定
〈
改
燐
〉
対
求

井
に
話
え
て
提
出
す
る
何
条
例
制
定
〈
故
療
｝
請
求
者
署
名
簿
に
は
、
地
方

自
治
法
第
七
十
鵠
条
第
五
墳
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
何
年
何
月
何
日
付
で
努

恭
さ
れ
た
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
〈
何
万
仰
向
子
持
苔
何

十
将
人
）
に
よ
り
有
効
署
名
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
α

「
な
お
、
叩
省
名
の
効
カ
の
決
ん
必
に
側
附
す
る
裁
決
書
〈
制
怜
決
存
）
（
地
方
白
治
J

一
一
法
第
七
十
四
条
の
ニ
第
十
凶
明
の
焼
｛
必
に
よ
る
通
知
叢
〉
何
通
を
添
付
し
一

戸

中

平
成
ω門
年
持
丹
持
8

都
〈
何
道
府
県
）
｛
例
都
〈
京
市
〉
町
（
村
）
〕
条
例
制

定
〈
改
廃
｝
知
求
代
表
者

住

摂

氏

名

舟

生

年

丹

日

性

別

（

住

所

〉

（

氏

名

）

〈

印

）

〈
生
年
月
日
〉
〈
性
別
）

本側部品《
j
辺
知
樹
〔
昭
和
制
二
五
年
五
月
総

mAH
ヱ
ハ
吟
〕
‘
一
一
部
改
正
門
附
制
二
じ
年
九
月
総

m

A
H
六山門り・・
A
O年
二
月
－
M
リ
山
川
令
一
行
・
が
成
七
年
六
日
付
ニ
－
H4
・一山川作吋一一日付総
m
A
H
m
門一

，‘ 

八
六

何
広
域
連
会
議
倒
的
制
定
（
改
鹿
〉
請
求
署
名
校
集
証
明
書
械
式
〈
第
九
条
関

保）

何
広
域
連
合
条
制
崩
定
（
改
礎
）
締
求
署
名
収
集
託
明
書

向
広
域
迎
合
何
条
例
制
定
（
攻
廃
）

U
M
求
書
以
添
え
て
提
出
す
る
何
条
例

限
定
〈
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿
に
は
、
地
方
自
治
法
第
ニ
冨
九
十
一
条
の
六

第
一
概
に
お
い
て
準
沼
十
る
川
例
法
第
七
十
四
条
第
五
項
の
相
続
定

ιよ
り
、
平

成
何
年
初
月
何
日
持
で
告
示
さ
れ
た
諦
求
権
を
宥
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分

の
一
｛
持
万
邦
子
何
百
何
十
何
人
〉
い
よ
り
存
効
署
名
が
あ
る
こ
と
を
誌
期
的

し
ま
す
。

で
な
お
、
署
名
の
効
力
の
決
定
ぷ
揺
す
る
裁
決
書
（
判
決
書
）
（
地
方
忠
治
法

F

第
二
百
九
十
一
条
の
穴
第
一
一
岐
に
お
か
で
・
惜
別
す
る
刊
法
第
七
十
器
条
の

こ
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
J

議
〉
何
過
を
添
付
し
ま
す
。
～

平
成
例
年
初
内
耳
保
門
誌

締
広
域
連
合
条
鰐
制
定
〈
改
境
〉
結
求
代
表
者

住

所

氏

名

印

生
年
月
日
強
制
約

（

住

所

）

〈

氏

名

搾

〉

〈
生
年
丹
行
）
｛
性
別
〉

本
線
式
；
・
追
加
門
市
γ
成
七
都
中
六
月
よ
ね
治
令
二
三
3
．
綴
改
正
門
平
成
一
四
年
三
日
付
総
務
A
W

問
一
り
・
二
五
年
二
月
五

η〕

〔
現
持
法
規
五
六
九
〕
①
川

，‘ 



a、

都
（
健
道
府
県
〉
内
向
符
器
ハ
市
〉
町
（
持
出
職
員
接
誼
話
求
書
樺
式
〈
第
十
一
ニ

条
問
問
孫
〉
都
〈
何
道
街
県
）
〔
何
部
〈
市
〉
町
（
村
〉
〕
総
只
始
前
謡
求
訂

部
〈
仰
向
道
府
県
）
知
事
〈
持
勢
口
会
若
し
く
は
委
H
M
又
は
職
員
）
〔
何
邸

〈
市
）
町
（
狩
）
円
拭
〈
問
委
員
会
若
し
く
は
委
員
又
は
職
れ
は
）
〕
に
閉
す
る

舵
附
的
求
の
務
治

一
訪
米
の
耐
火
旨
：
：
：
：
：
：

部
求
者

仲

問

所

職

業

玲

名

印

（

住

所

）

〈

職

業

〉

（

氏

名

〉

（

印

〉

お
地
方
自
治
法
第
二
百
関
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
射
殺
事
実
証
明
書

を
添
え
必
要
な
器
密
令
請
求
し
ま
す
。

平
成
何
年
向
丹
倒
的
臼

都
〈
側
道
府
県
）
〔
持
部
〈
市
〉
町
（
村
）
〕
監
査
委
員
あ
て

続
考
氏
名
は
窓
筈
〈
行
人
が
公
殺
選
挙
法
随
行
令
部
表
第
一
に
定
め
る
点

字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
J

ず
る
こ
と
。

本
線
式
：
・
泊
加
〔
問
m
m
二
三
年
七
月
総
m
h
v
m
m
A
ハ
n
e
H
全
総
改
正
門
間
仰
と
八
年
九
日
付
・
自
治

令ニムハ

η〕
、
一
郎
改
ぽ
〔
mm如
刊
州
日
刊
紙
－

m
H
H
h
u
治
A
H

一
O
れ
了
五
O
然
二
月
一

η
・
平
成
元

年
一
二
万
一
二
H
V
－
｝
問
年
三
日
付
総
務
A
H
問一

nv〕

第
四
編

地
方
制
度

第
二
章

地
方
議
治

地
方
自
治
法
胸
行
議
期

綱、〔
現
行
法
制
成
五
六
九
〕

φ
同

額
（
何
道
陣
諜
〉
〔
何
郡
ハ
指
〉
町
ハ
村
）
〕
事
務
監
査
結
求
癖
識
式
〈
第
十
七

糸
の
九
関
係
）

都
｛
何
道
府
県
〉
〔
何
邸
（
市
）
町
｛
村
口
事
務
設
資
苅
求
持

率
務
位
資
制
求
の
要
旨

続
求
の
提
出
口
（
千
字
以
内
〉

ニ
設
資
香
川
以
の
院
授
に
代
え
て
個
別
外
部
獄
死
契
約
に
基
づ
く
舵
況
に
よ
る

二
と
を
求
め
る
問
山
（
千
字
以
内
｝

一
一
一
訓
求
代
表
者

住

所

続

業

金

年

月

日

性

別

｛
控
訴
〉
（
穀
業
〉

（
生
年
耳
目
）
〈
性
別
〉

お
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
七
十
五
条
第
二
視
の
線
建
に
よ
り
事
務
の
監
査

を
諦
求
い
た
し
ま
す
。
許
せ
て
、
同
法
第
一
一
審
正
十
一
…
条
の
三
十
九
第
一
壌
の

焼
定
に
よ
り
、
議
抜
本
務
監
査
請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
、
監
査
議
日
の
詑

売
に
代
え
て
鰐
別
外
部
監
査
契
約
に
法
づ
く
緊
去
に
よ
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。

平
成
何
年
持
丹
何
日

〔
都
（
何
追
録
保
〉
〕
〔
阿
部
〈
市
）
町
｛
付
）
箆
流
強
引
〕
あ
て

5
考

一
本
総
求
お
又
は
そ
の
写
は
、
都
〈
何
諮
問
的
県
）
｛
何
出
〈
前
｝
町

〈
村
〉
｝
事
務
監
査
泊
求
者
怒
名
指
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る

こシ」。

ニ
氏
名
は
向
閥
幹
〈
野
人
が
公
職
選
挙
法
続
行
令
倒
的
表
第
一
に
定
め
る
点

字
で
自
誌
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
J

ず
る
こ
と
。

本
州
聞
の
A

i
迫
加
制
門
平
成
一

O
年
八
月
自
治
A
H
三
m
m
H
V
〕
‘
一
部
改
正
門
学
成
二

X
年
二
万
総
務

令
流
行
〕

氏

詩l

名

氏

時l

~ 

一
一
八
七



第
四
極

地
ガ
制
度

第
二
章

地
主
自
治

地
方
議
治
法
施
行
規
制

一
一
八
七
ノ
一

何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
書
様
式
ハ
第
十
七
条
の
九
関
保
〉

何
広
桟
連
合
事
務
監
査
議
求
書

事
務
監
査
請
求
の
繋
皆

認
求
の
要
旨
〈
千
字
以
内
）

二
監
斑
令
行
う
機
関
の
監
査
に
代
え
て
側
別
外
部
意
表
契
約

ι基
づ
く
監
査

に
よ
る
こ
と
を
求
め
る
理
由
（
千
字
以
内
）

知
求
代
表
者

住

所

職

業

生

年

月

日

性

別

〈
総
務
〉
（
職
業
）

〈
生
年
月
日
〉
（
性
別
的
）

お
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
二
事
九
十
一
条
の
穴
第
一
墳
に
お
レ
て
準
刑
す

る
跨
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
の
監
査
を
制
求
い
た
し
ま
す
。

併
せ
て
、
開
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
墳
に
お
い
て
準
用
す
る
同
誌
第
二

百
五
十
二
条
の
五
十
九
第
一
項
の
規
定
い
よ
り
、
当
該
事
務
監
査
請
求
に
係
る

設
資
に
つ
い
て
、
監
査
を
持
う
機
関
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に

基
づ
く
穀
棄
に
よ
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。

平
成
持
年
何
月
何
日

何
広
域
連
合
の
監
査
を
行
う
機
関

錨
考

~ 

名

N
V
 

r
I
 

氏

名

印〉

あ
て

本
語
求
書
又
は
そ
の
容
は
、
何
広
域
連
合
事
務
粒
査
諦
求
者
署
名
簿

ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
e

一
一
氏
名
は
島
署
（
吉
人
が
公
職
選
滋
法
議
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点

字
で
寝
己
の
氏
名
を
記
旅
す
る
こ
と
会
合
む
。
〉
す
る
こ
と
。

み
持
悼
式
：
・
追
加
〔
李
総
一

O
年
八
月
自
治
A
日
三
m
m
り
吋
倒
的
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
片
付
総
務

令
叉
ひ
〕

’h 

〔
混
行
法
制
灘
五
六
九
〕
＠
ωm

ar 



a、

都
（
何
道
府
以
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
訓
求
代
表
者
証
明
川
隙

式
（
第
十
七
条
の
九
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
疏
求
代
表
者
証
明
書

住

所

氏

名

生

年

月

日

性

別

（

住

所

）

（

氏

名

）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
者
は
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
請
求
代
表

者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
併
せ
て
、
当
政
事
務
監
査
訓
求
に
係
る
監
査
に

つ
い
て
、
監
査
委

H
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
部
づ
く
監
査
に

よ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

平
成
何
年
何
月
何
日

〔
都
（
何
道
府
県
）
〕
〔
何
郡
｛
市
）
町
（
村
）
監
査
委
日
〕
印

備
考
本
証
明
書
又
は
そ
の
写
は
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郎
（
市
）
町

（
村
）
〕
事
務
監
査
請
求
者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ

ル』。本
隊
式
：
・
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
自
治
令
三
四
号
〕
、
一
部
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
月
総
務

令
五
け
〕

第
四

．編

地
方
制
度

第
二
章

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

‘
 

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
①
川

何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
代
表
者
証
明
書
様
式
（
第
十
七
条
の
九
関
係
）

何
広
域
迎
合
事
務
監
査
請
求
代
表
者
証
明
書

住

所

氏

生

年

月

日

性

別

（
住
所
）
（
氏

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
者
は
何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
代
表
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

併
せ
て
、
当
該
事
務
監
査
請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
、
監
査
を
行
う
機
関
の

監
査
に
代
え
て
例
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
川
明
す
る
。

平
成
何
年
何
月
何
日

何

広

域

迎

合

の

監

査

を

行

う

機

関

印

備
考
本
証
明
書
又
は
そ
の
写
は
何
広
域
連
合
事
務
監
査
消
求
者
将
名
簿
ご

と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

本
州
悼
式
・
：
追
加
〔
平
成
一

O
年
八
月
内
治
令
三
四
り
〕
．
一
郎
改
正
〔
平
成
二
五
年
二
月
総
出
問

令
五
号
〕

名名

一
一
八
七
ノ
三



第
四
編

地
方
制
度

第
二
吊

地
方
’
自
治

地
方
自
治
法
雄
行
場
倒
的

一
一
八
八

部
〈
荷
造
密
謀
〉
門
何
郡
〈
市
）
町
〈
村
）
〕
戦
民
惜
世
間
削
求
書
措
式
〈
第
十
七

条
の
十
回
関
係
〉

部
〈
例
滋
府
県
〉
〔
阿
部
〈
市
〉
阿
〈
村
）
〕
職
員
措
沼
部
求
書

都
〈
例
道
府
県
｝
知
事
〈
併
委
民
会
若
し
く
は
委
只
又
は
職
員
）
〔
何
部

（
市
〉
町
〈
村
〉
長
〈
向
委
員
会
務
し
く
は
委
員
又
試
総
長
乙
に
閉
す
る
措
位

前
求
の
要
旨

一
誇
求
の
紫
哲
：
：
・

監
衣
委
日
の
舵
授
に
代
え
て
鱈
別
外
部
監
古
川
内
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る

こ
と
を
求
め
る
理
府
：

前
求
者

住

所

職

業

氏

名

印

〈

控

訴

）

（

職

業

）

〈

長

名

〉

〈

印

〉

右
地
方
告
治
法
第
ニ
百
四
十
二
条
第
一
摂
の
規
定
に
よ
り
別
紙
事
実
説
明
書

を
添
え
必
要
な
措
悶
な
制
求
し
ま
す
。
併
せ
て
、
間
法
第
二
百
五
十
二
条
の
閥

十
五
第
一
墳
の
規
定

ιよ
り
、
当
該
訪
求
に
係
る
聡
授
に
つ
い
て
、
監
班
按
川
川

の
緊
溜
に
代
‘
え
て
餌
似
約
M

汗
部
盤
笠
諮
（
約
に
基
づ
く
監
鷲
に
よ
る
こ
と
を
求
め
求

晴

《寸
，
 平

成
何
都
御
舟
向
日

都
〈
持
道
府
県
〉
｛
何
郎
〈
市
〉
釘
〈
村
〉
〕
設
究
委
日
あ
て

備
考
氏
名
は
自
幹
〈
山
口
人
が
公
総
指
準
法
路
行
A
A
W

別
去
第
一
に
定
め
る
点

字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
ず
る
こ
と
。

本
隊
式
：
・
氾
加
門
平
成
…
治
相
ヤ
八
幻
自
治
A
H
三
間
H

り
〕
‘
郎
法
一
氏
〔
乎
成
一

mm
年
三
月
総
務

A
H
凶
一
り
〕

’.，.，... 

〔
現
行
法
規
五
六
九
〕
命
川

a
f
 



第 予算の調製の棟式〈第十四条関係）

四 何年度（普通地方公共団体名）一般会計予算
編

地
方
制
度
第
二
章
地
方
自
治

何年度（普通地方公共団体名）の一般会計の予算は、次に定めるところによる．

（歳入歳1B予算）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ何千円と定める．

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算J

による．

（継続四）

第2条地方自治法（昭和22年法律第67号）第 212条第 l項の規定による継続費の

経費の総額及び年割額は、「第 2表継続費Jによる．

（繰越明許費）

第3条地方自治法第 213条第 l項の規定により翌年度に鰻り越して使用すること

ができる経費は、「第 3表繰越明許mによる。

（債務負担行為）

第4条 地方自治法第 2ト1条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第4表的務負！t:l行為jによる。

（地方似）

第5条 地方自治法第 230条第 l項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第5表地方債jによる。

（一時的入金）

第6条 地方自治法第 235条の 3第2項の規定による一時的入金の借入れの最高額

は、何千円と定める．

（歳出予算の流用）

第7条地方自治法第 220条第 2項ただし書の鈍定により歳出予算の各項の経費の

金額を流川することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係

る予算額に過不足を生じた掛合におけるlilJ－款内でのこれらの経費の各項の問

の流川

(2）何々
‘守

a、

地
方
自
治
法
施
行
規
則

八
九

何年何月何日 提出

〔何都（道府県）知事〕〔何都（道府県）何市（町村）長〕

氏 名
一O
〕
①

ω備考 1 特別会計に属する予算（地方公営企業法の全部又は一部の適JUを受ける



第
四
編

事業tこ係るものを除くJは、この峨式に準じて、これを調聾すること，た

だし、同氏能成保険事業、弁護掠検事業及び段業共済事業に係る特別会計・

については、必要に応じ、この様式を変吏することができること。

補正予算又は特定予算は、この接式に準じて、これを調裂すること．
地
方
制
度

2 ,... 
第
二
章

歳入歳出予算第：表

埼
方
自
治

地
方
自
治
法
施
符
説
期

入

教 項 金 額

何々
千円

何々

2 何々

2 荷々

｛司々

2 何々

歳 入 ノ口、

歳

一
一
九
O

出

款 安 金 和

何々
千円

何々

2 伺々

2 蒋々

何々

2 fiiJ々

政 IU 〆E、~ 
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第

第mm縦地方制度第一一草地方自治

高k 撰 事 業 名 総 額 年 度 年割額

何々 1 ｛可々 す t'1 T円

2 何々 何々

Jt!! 
方

拡 第 3表縁越切許i~
法

持 ！ 款！項
混 I1 何々 い何々芸lj . . 

事業名 金

2 {iiJ々 I {iiJ々

摘考 1 事業名の欄tこは、共体的な事業の名手事をire!援すること。

2 金額の欄には、当該事業に係る金額を記較すること．

第ヰ表偵務負担行為

判－－－1
 

1
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E
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aa
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問
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－
 i設皮項 jpj 

議考 1 JU!ffl］及び隈度額の織には、年度ごとに当該年度の限度額を記載すること．

ただし、その性質上年度ごとの議度額の切らかでないものは、その総額を

記載することができること．

2 援変額の金椴表示の悶難なものについては、当該識に文曾で記載するこ

とができること．

九
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地
方
制
度

償還の方法起債の方法

地方債第5表

度限起債の目的

第
二
市

地
方
自
治

I 起偵の目的の欄には、地方似資金によって執行する事業の名称を記載す

ること。

2 利率の欄には、年利により記醸すること。なお、利率見直し方式による

借入れを行う場合は、文言で・記載することができること。

併jj考

,_,,,.. 

地
方
自
治
法
施
行
規
則

一
一
九
二

歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分（第十五条関係）

歳 入

都 道 府 市 ffiJ 村

款 引 II 款 項 目

l府都県）（税道 1 村）市税（町

I 民道税府県 l民税市町村

l 伺人 1 個人

2 法 人 2 法人

3 利子制

2 事業税 2産税回定資
1 例人

2 法人 1産税問定資

2 産付納市等町金1付4所村有且金資在交び

3 地税方消 3 税軽自動
J~ 

1 演渡；l;iJ I 税軽自動
2 貨物；刊

4取得不税動産 4た市ば町こ税村

l取得不税動産 1 たば市町こ税村

※
〔
法
規
七
九
四

O
〕
①

ω

P‘ 



鉱産税
鉱産税5 5 道！？守慌

たばこ税
第
四
編 6 特別土

地保宥税
I 道府県
たばこ税

1 特別土
地保有説

6 ゴ〉レフ
場利用役

地
方
制
度

a、
入問説

入搭段7 1 ゴルフ
場利用説

8 事業所
税

7 自動車
取得税第

ニ
章

I 事業所
説

l 自動車
費量得税

9 都市計
樹税

8 軽油引
取脱地

方
自
治

1 都mi汗
酒税

l 軽油引
取税

10 水手I］地
益説

9 自動車
税

1 水手ljft!!
薩税

1 自験車：
税

11 共同施
設説鉱区税

拡区税10 

I 共持続
設税

11 協定資
産税

税

税

↓剖勺

何

税

13 IE! i.去に
よる説

訂・，4
1
 

12 1 居定資
産税

2 1珪有資
産等所在
都道府県
交付金及
び納付金

地
方
自
治
法
施
行
規
尉

狩委員説
狩猟説12 

13 水利地
主主税

l 水利ft!!
益税

f晃e－a
a
 

－
－
 

－

z
 

’a宅
2

授↓円14 
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15 i司法に
よる税

2 地方的
費税w算
金

1 地方Wl
j~説許諾
金

1 地方消
費税清算
金

2 地方議
与税

:3 地方議
与税

九



1 地方捧
発j由譲与
現

l 地方法
人特別譲
与税
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1 地方搾
発itlli譲与
税

1 地方法
人特別議
If・説

地
方
制
度

2 告耐j時；
ili最譲与
挽

2 地方揮
発j樹高与
税

第
二
章

車
与

ぬ
山
内
保
掛
川

ι
u
U
3
冷
az

””

良
川
川議

説

I 地方揮
発油譲与
説

,.... 

地
方
自
治

I 地方道
路譲与税

3 地方道
路誠与税

I 若油ガ
ス譲与税

:3 五71!1ガ
ス議与税

地
方
告
治
法
接
行
規
到

4 地方道
路譲与税

1 地方道
路譲与税

4 地方特
例交付金

I 地方特
例交付金

3 李lj子訓
交付金

1 地方特
訓交付金

I 手lj子書lj
交付金

1 手lj子前
交付金

4 配当初
交付金

！ 重己当苔lj
交付金

1 再己当割
交付金

5 株式等
譲渡所得
税交付金

1 株式等
議渡所得

~＇i'I交付金
1 株式等
隷護所得
嘗i交付金

6 地方持1
1号税交付
金 一

一
九
四

l 地方治
費税交付
金

1 地方消
費税交付
金
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第 I 自動w
制l!.Y 

取得税交

付金
1 自動車

地耐~ 取得税交
付金

l 1'1動車｜

a‘ 取得税交

第 付金
2 ｜日tH:.

l;'t よる自動
車取得税

地治方H 

交付金
8 地方特
例交付金

I 1 地方特
例交付金

11 地方特
例交付金

5 地方交 9 地方交
付税 付税

1 地方交 地方交
付税 付税

地方交 11 地方交
付税 付税

(j 交通安 10 交辿安
全対策特 全対策特
別交付金 別交付金

交通安 1 交通安

全対策特 全対策特
別交付金 別交付金

交通安
全対策特 全対策特
別交付金 別交付金

11 分担金
及び負担 及び！~但
金 金

分担金 分担金
J~~k林水 農林水

産業費分 産業費分
組金 担金 。a、2 (Wl~分 2 M·L~~分
担金 担金

制九法
‘〉 負担金 l ワ 負担金

1 土木費 1 土木費
負担金 負担金 l四

九 2 ！日I'l＼＼負 2 ｛日1 ・＇l~iミ /¥ 
五 担金 担金 凶

8 ｛＇.！！用料 12 1吏用料
L」

及び手数 及び手数 1① 4) H 料
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I 民生使
JI]科

2 街使用
料

ir 

埴

4用能
1 民生使
用料

2 ｛可使m
耗

使用料

地
方
制
度

I 総務手
数料

2 1可手数
料

手数料2 
I 総務手
数料

2 何半数
料

手数料2 ,. 
第
二
軍

13 IW￥支
出金

9 国庫支
出金 地

方
自
治

地
方
自
治
法
施
待
規
則

I 民生貸
出総負担
金

2 何費民
主主負抱金

I 図版負
粗金

1 長生~·~
国fllU~f立
金

2 {iif1~国
庫負招金

l 国1ltl負
恕金

I 土木資
国庫議助
金

2 M費’i卦
1ltl補助金

2 i:m縦揺i
D)J金

1 土木費
問路補助
金

2 M"m1il 
庫補助金

2 国W1i!i
劫金

！ 総務費
委託金

2 持費委
託金

委託金3 
l 総務費
委託金

2 f両m委
託金

委託金:3 

14 都｛道
野県）支
出金

l 部（道
Hすり；~） 長
担金

I 誕生時
都（滋務
長リ負担
金

2 ｛可費都
（道清!Ii';)
負担金

2 都（道
府県｝語j

助金 九
I 土木？？
都｛道府
県）補助
金

,,. 。
〔
法
制
m
九
四
人
間
〕
窃
凶



2 ｛り費都
（道府県）
鵠助金

第
四
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1 総務狩
委託金

2 ｛可費委
託金

委託金3 
地
方
制
度

‘ 15 民主接収
入

10 財産収
入第

二
市

1 財産貸
付i収入

2 利子及
び配当金

： 財産運
nJ収入

I 財政貸
付~又入

2 科子及
び配当金

1 財産運
用収入

地
方
自
治

1 不動産
売払収入

2 物品先
払収入

3 生産物
売払収入

2 財産売
払収入

l 不動産
売払収入

2 物品売
払収入

3 5主産物
売払11立入

2 財産売
払収入

地
方
自
治
法
施
行
規
則

1 一般寄
i；付金

2 何番手間
金

寄隙金
寄附金16 

I 一般寄
附金

2 何議ffi付
金

容的金
寄llf;t金11 

繰入金17 繰入金12 

l 何特別
余計繰入

金

1 特別会
計繰入金

I ｛可特~lJ
会計検入

金

1 特別会
針綾入金

2 基金綿
入金

2 基金繰
入金

l 何基金
繰入金

I 持基金
繰入金

a、。
〔
法
制
胤
九
三
五
三
〕
①
川

3 財産区
繰入金

1 fiif真右京
世繰入金

緯結金18 操越金13 
練越金繰選、金

繰越金

1 延滞
金、加算：
金設び過
料

緒収入19 
繰越金

1 延滞
金、加算
金及び過
料符

議経入14 九
七



延滞金 話j欝金 第
2 }JIJ算金 2 加算金 編114 
：~ j品料等 3 過料

勺 都（道 2 首i（釘
府県）預 本•t) 滋金

l地方制1£!'. 
金利子 手母子,,. 都（道 市（町

j店員り rn 村）掛金
金事j子 利子 第

:3 公営企

業貸付金 業貸付金 r;r.. 
元科技入 元利収入

地治方[I 
向公営 何公営

企業貸付 全業貸付
金元手tjq文 金光利収
入 入

‘l 貸付金｜ 貸付金
元利収入 元利収入

何貸付 向貸付
金先手I］収 金元利II)(

入 入

日受託 事 ｜ 5 受託事
業収入 業収入

何受託 何受託
事業収入 事業収入

収益事
業収入 業収入

宝くじ
収入 収入

2 fiiJ 々 2 ｛可々
7 利子主lj

続算金叡
入

利子寄せ
1ミ！f算金紋
入

お雑入 i 7 雑入
滞納処 滞納匙

分費 分費。 2 弁償金 2 弁i護金

~ 
I縦九'11 

;3 i盆約金 :3 違約金
＆.び延紋 及び延納
利息 利息

4 小切手 4 小切手

1i 未払資金
九八一一一 組入れ 組入れ

いJ 5 雑入 ら 雑入

① (4) 
日露；（道 20 m ＜町
｝奇弘）｛責 村）｛変
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地
方
制
度
第
二
立
地
方
自
治

地
方
自
治
法
路
行
撰
刻

九
九

1 者I>(i泣i II I i 市（lllf
J(:f ~；~ > f i1t I II i 村） fi'i • 

• I 土木fl't11 I I i 土木前
日何成II I I 2 何 m

I 航空機燃料；！長与税法第 1条の空潜関係都道府県又は地方税法!:0・185条の
13第 1唄の規定の適用安受：ずることとなる都道府保にあっては、都道府
県の｜聞の；訟の!1¥1cflr 4 地方特例交付金j を r5 地方特例交持金j と
し、以下限(XI号ずつ繰り下げ、

r I a i在方議与税

viii考

r I 3 Jlli)i誠lJ.f}l

4 市町村・たばこ悦
都道！日以交付金

1 地方法人特別;r長
与税

2 地方組懇話i議 lj.

役

3 お話lブfス議与役

4 地方道路議l:j.・説

1 地方u：人特｝~IJ該
与税

2 i註方事1rグをお11a店lj・

説

3 ：行 ~IIガスi議lj.f発

4 i患方道路J長与悦

5 航空機燃料譲与
悦

1 市町村たばこ説。
都道J(;f叫交付金

I 地）jil::人特）jlJii
.IJ.税

l 地方；；II発計11;1良lj・
税

I 石川iガスJ長Jj・1発

I 地方道路議lj.位 I J 

I i臨Ji11; A~＞r~.l'l ；？長
'H立

I 地方~111発 illlil長 lj.・
悦

l 石illlガス譲与税

I i註方j益路i：売り・f見

1 航空機燃料；活字
税

1 ili!Uf,付たばこ段
、指；i立If.Ht~交付金

ずること。
之 斡別とんam1J.T兎法第 l条のIJH港所＇.（£市町村、航空機燃料部.tj・f立法第 i
条の空港mifぷ!lil!if材、道路法第 7tf;.第：3摂；こ現定ずるJ肯定市、地方説
W!:i1103条に規定するゴルフ均所在市町狩又は国有従fJl~Jil!W支等訴訟市町村
助成交付金にi題するiH'lr第 J.IJ'.(の鋭定の適mを受け・ることとなるil1111rH
にあって；土、市町村の聞の款の檎中 rs 地方特例交i•t金j を r11 地
方特例交付金j とし、以下Wi次3＋；・ずつ繰り下げ、
r I 2 j臨）Jjf長与f晃

1 i也方41!！発ililii長与
悦

1 地方；；11発言lril長lj.

段

~ 

を

と

‘7
 

《
》
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法
制
胤
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割
八
凶
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問
機

第
二
車

地
方
自
治

地
方
自
治
法
線
持
幾
出

地
方
制
度

を

I ！~I 動車京抗議 l:J.
説

I 株式等it長渡所10・
-.ir11交持金

i言動車llil得税交
付金

2 11:17~による臨動
1li:llk得税交付金

地方道路u長与税

利子；~'ljうど料金

配当;t[1J交付金

2 自動jfi:ff(1ik1l長lJ・
説

利子手i交付金

配当；1;1J交付金

I i朱式等漉渡所得
間交付金

地方道路ll長lj.・1弛

事lJ子'i'flJ交付金

配当；＇ill交狩金

P‘ 

7 自動jj［取得説交
付金

1 i言語VJWl説得税交
持金

l 地方揮発a11諮与
説

l 地方折fi発油議lj・
4挽

地方，j長与説

5 航空機燃料譲与
説

一
一
九
九
ノ

1 lbt空機燃料線lj・
，説

ヨ宣言11ガス瀦与税

利子部交付金

配当；~lj交付金

利子・g11交付・金

配当初交付金

6 

初予；im交付金

配当初交付金

3 

4 

。
〔
法
規
九
四
八
四

① 
(4) 

,,,., 



第
四
弱
地
方
紺
疫
第
二
草
地
方
自
治

5 株式等譲渡所科
書I］交仔金

1 株式等i；義援所得
',lj1J交付金

(-) J1!!}j消費税交付 i I I と
金

1 抹式等譲渡所得
·.·~1交付金

7 ゴルフ場科府税
交付金

8 自動車取1！~税交
付金

地
方
自
治
法
路
行
境
問

9 戦前摂取税吏付
金

10 悶打者会供施設等
所（I：市町村助成交
付金

1 地方mt~税交付
金

1 ゴルブ場利用税
交付金

1 n !llJ1nr取得税交
付金

1 軽鴻号iII文説交付
金

等
交

設
成

簸
品
約

“HVe
L
7
 

挺
町

布
市

川
向
金

所
付

1 地方li'lt~段交付
金

l ゴルフ場利JI!税
交付金

1 1~1 !fvJ・qo1元件説交
付金

2 ！日法いよる自動
w取得税交付金

1 綬掠づII丘税交付
金

2 lllit：によるiii主illJ
引取税交付金

1 国有能供量f:i立等
所市r!f111r村助成交
付金

すること。
3 関謀支出金等のjMJ年境分につレては、雑入の項ゃに fj~年度収入j の
日を設けることができるニと。

4 1又は数筒の使用料又iま手数料のみ在誕紙；二よる収入の方法；こより歳
入する市町村心あっては、 12 使用料及び手数料の款中 2 手数軒の壌
の次に次のようい現及び日を加えることができること。

I 3 .1， 脚入 I 
I 1 .ilE紙収入

日 特例会汗；こ係る競入予算の款壌の毘分及び目の底分について；士、普通
地方合共関捧の長が定めた区分はよること。

議 Ill
都道府県 II 市 町 村

款 i 項 i rn II 放 i 項 I II 

九
九
ノ

1 議会費 1 議会費

a、

‘可
。
〔
法
規
九
州
問
八
mm〕

① 
(4) 



第
四
編

議会費議会費

※ 
議会費

議会費

※ 
2 事務局

地
方
制
度

第
二
市

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

※ 
1 一般管

理費
2 文苫広

報1~
3 財政符

理t~
4 会，；十管
理費

5 財産管
理費

6 企画費
7 支所及
び出張所

費
8 公平委
員会費

9 恩給及

び退職年

金持

1 総務管
理費

総務費つ

※ 
1 一般管

理費
2 人事管

理費
3 広報費
4 文，1：~費
5 財政管

理費
6 会計管

理費
7 財産管

理費
8 支庁及

び地方事
務所費

9 思給及

び退職年

金1~
10 持

1 総務管

.flHW 

総務費2 

~ 

費

※ 
1 企画総

務費
2 at・阿調
査費

企画費2 

※ 
1 税務総

務費
2 u武MU数
mi1~ 

徴税J~2 
※ 

1 税務総

務費
2 II武課徴
収資

徴税費3 

一一一
O
O

※ 
1 戸籍住
民基本台

帳1~

~ 戸籍住

民基本台
帳費※ 

1 市町村

連絡調整
費

2 自治振
興資

4 市町村

振興費
。
〔
法
規
九
凶
八
四
〕
①
川

,.. 

※ 
選挙時4 

※ 
選挙時5 



I 選挙管
JJH委日会
·t~ 

~ 選挙啓
発費

;3 何選挙
費

1 選挙管
Jll¥委員会
1¥¥ 

2 選挙啓
発費

~ 何選挙
費

加
問
制

地
方
制
度 a、

※ 
I 防災総
務費

2 消防迎
絡調整費

防災費6 

第
二
市

※ 
I 統計i調
査総務費

2 何統計
'{'( 

5 統計調
査費

%ぞ
I 統計調
査総務費

2 何統i汁
賛

7 統計調
査費

地
方
自
治

8 人事委
員会費

地
方
自
治
法
施
行
規
則

I 委員会
費

※ 
2 事務局
費

※ 
I 監査委
u費

(i 監査委
員費

9 監査委
員費

委員費
ょ：二

2 事務局

※ 
I 社会福
祉総務費

2 社会福
fl~施s没18:

I 社会福
祉費

民生費3 

a、。
〔
法
規
九
三
五
一
一
己
①
川

I 社会福
祉総務費

2 F章害者
制祉資

：~ 老人協
祉費

4 遺家族
等侵護費

5 国民健
t}t保険連
絡調整費

(i 社会師
祉施設費

7 老人福
祉施設費

I 社会福
祉費

民生費3 

一
二

O
一



第
四
制

地
方
制
度

第
二
市

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
訓
川

※ 
I 児童福
祉総務費

2 児童措
置費

日 母子福
祉費

4 児市福
祉施設費

※ 
I 生活保
護総務費

2 扶助費

:3 生活保
護施設費

2 児武嗣
祉t~

3 生活保
護費

※ 
I 児童福
祉総務費

2 児童措
in費

日母子福
祉費

ζl 児！i'i:tM
祉施設費

※ 
I 生活保
護総務費

2 扶助費

:l 生活保
護施設費

2 児武福
祉費

3 生活保
護費

,... 

4 災害救
助費

4 災i!J：救
助費

I 災害救
助費

救助費

｛碕帯費‘》

衛生費4 衛生費4 

※ 
I 保健衛
生総務費

2 予防費

3 環境衛
生狩

4 診療所
費

1 1呆｛也術
生t~’

※ 
I 公衆衛
生総務費

2 結核対
策費

＝~ 予防費
4 精神衛
生費

5 衛生研
究所費

I 公衆衛
生時

※ 
1 m掃総
務·1~

2 陣．芥処
理費

:3 し尿処
理費

i11i＇掃 1~’2 

※ 
I 環境衛

生総務費
2 食品衛
生指導費

＝~ 環境衛
生指導費

2 環境衛
生費

一
二

O
二

※ 
I 保健所

:3 保健所
費

※ 
医薬費4 

，‘ 
。
〔
法
規
九
二
一
五
一
ニ
〕
①
川



1 i表薬総
務官

2 医務費
3 保健郎
等ttミ導竹；
理費

4 薬務費

第
四
編

地
主
制
度

a、労｛賠費。

I '!J:i政総
務費

2 労動教
rYtt 

3 労働福
祉費

労設費
労｛動費5 

第
二
章

地
方
自
治

~＊ 
1 穂業，nij
制！総務費

2 職業斜
線校費

2 聴衆tlll
科！ 1~

地
方
自
治
法
蕗
行
規
則

※ 
I 失業対
策総務費

2 一般失
業対諸事
業費

I 失業対
策費

応
対
費
失
事

業
務
般
策

失
総
一
一
対
費

策

業

業

1
・a

つ－

3 失業対
第費

京
諸機労

純
然

2 労働諸
蓑

1 ；委員会
費

4 労働委
員会費

※ 
2 事務局
費

6 幾i林水
産業費

6 農林水
版業費

a、。
〔
法
規
九
一
一
一
五
一
一
一
〕
＠
川

I 農業委
員会費

2 農業総
務費

：~ 農業：厳
興費

4 宙産業
費

ら農地費

農業費

※ 
I JJ!t業総
務費

2 操業改
良普及喪

3 成業援
興費

4 農作物
対策費

δ 肥料対
業安

6 核物防
授費

農業費

一一一

0
2
一



第
四
編

地
方
制
度

7 幾業協
同組合結
導費

8 農業共
済団体指
導費

9 食結管
理費

10 農業試
験場費

11 猿業費

,,..,,. 

第
二
車

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
制
服
則

※ 
I 議産総
務費

2 畜麗括主
興費

3 2京高保
路指生費

4 畜産試
験場費

2 蔭産業
蓑

※

総

改

防

費

及

本

事

調

地

地

地

業

製

拓

拓

地

農
費
土
費
農
事
関
間
関
費
千
費
良
費

務

良

災

び

業

業

整

i

2

3

4

5

6

 

農地費3 

※ 
1 林業総
務費

2 林業根
興費

林業tr:2 

一一O
四

※

総

仮

説

除

費

貸

費

試

費

業

業

林

防

林

道

山

業

費

猟

品
件
費
林
費
森
虫
造
林
治
林
場
狩

務

部

内

容

費

験

1

2

3

4

5

6

7

0

0

 

林業費4 

。
〔
法
規
九
三
五
主
〕

mw同

,.. 

※ 
水瀧業総

：~ 水産業
資

※ 
水麗業総

5 水原業
費



務費務質

2 水産業
興￥~

2 水産業譲
i見紫第

四
編

a、
3 漁港管融
資

4 諜i滋建設
費

協
諜

築
指

鹿
合

本
組

地
方
制
捜

4 漁灘調整
？？ 

5 滋業取締
我

第
ニ
恕

6 水産試験
場資地

方
自
治

7 漁港管理
·1~ 

8 漁港建設
費

高工~~7 商工7 

※
務総工路

長室

蕗工l 
※
務総業鶏

H
》・

．．
 
‘
 

噌

i

商業賢i

l 

地
方
自
治
法
諸
行
規
挺

2 陶工業振
興費

2 寵業揺興
’iを

観光究3 3 貿易振興

’R 

毒 物鹿島つ
旋所費

※ 
l 工鉱業総
務費

ヱ鉱楽四2 

a、2 中小企業
振興費

3 銃砲火薬！r等取締i

〔
人
入

O
一一一〕

4費3十議検定

5 工業試験
場費

6 鉱業振興
費

一ニ
O
五

観光技3 
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※
資先鋭

筋
四
編

土木技土木知8 

地
方
制
度

※ 
1 土木総務
費

1 土木管悲
t~ 

来
1 土木総務
費

1 土木管理
費,.. 

部
一
一
軍

地
方
自
治

2 土木出張
所費

3 建設業指
導監督費

4 建築指導
費

地
方
向
口
治
法
施
行
経
刻

※
り
費

橋
務

路
総

道
うト

Jm

噌，‘

2 道路橋与
ょう強

※
り
仰
H

綿
織

遣
うト

J
仇

2 道路犠ち
ょう費

2 道路維
哲

2 道路維持

3 道路新設
改良費

3 道蕗新設l

議長費

4 矯りょう
維持＇l~

4 橋りょう
維持費

5 織りょう
薪設改良質

来
1 河川総務
投

持 1113 

5 犠りょう
新設改良質

※ 
1 1可111総務
鈍

3 湾）fl様
変

2 河川改良
費

砂訪 1~3 ，‘ 
一二

O
大

4 海岸保
'l!i 

7}¥.務質5 
〔
八
八

0
…一一〕

※ 
1 港湾管理
手t

港湾 ~I’4 

議
1 港湾管溜
費

港湾設i4 



2 港湾建
設費

2 港湾建
設費

第
四
編

a、※ 
1 都市計
画総務費

2 土地区
画整理費

3 街路事
業費

4 公共下
水道費

5 都市下
水路費

6 公園費

5 都市計
画費

※ 
1 都市計
画総務費

2 土地区
画整理費

3 街路事
業費

4 公園費

5 都市計
画費

地
方
制
度

第
二
章

地
方
自
治

※ 
1 住宅管
理費

2 住宅建
設費

住宅費6 
※ 

1 住宅管
理費

2 住宅建
設費

住宅費6 

消防費9 警察費9 

地
方
自
治
法
施
行
規
則 ※ 

1 常備消
防費

2 非常備
消防費

3 消防施
設費

4 水防費

消防費

1 公安委
員会費

※ 
2 警察本
部費

3 装備費
4 警察施
設費

5 運転免
許費

6 恩給及
び退職年

金費

1 警察管

理費

‘可
。
〔
法
規
八
九
七
七
〕
①
川

1 一般警
察活動費

2 刑事警
察費

3 交通指
導取締費

2 警察活
動費

一二

O
七

教育委

I 教育総
務費

教育費10 

教育委I 

I 教育総
務費

教育費10 



第
四
編

地
方
制
度

第
二
章

員会費
※ 

2 事務局
費

3 思給及
び退職年
金費

員会費
※ 

2 事務局
費

3 教職員
人事費

4 教育連
絡調整費

5 教育研
究所費

6 思給及
び退職年
金費

,... 

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

※ 
1 学校管
理費

2 教育振
興費

3 学校建
設費

2 小学校
費

※ 
1 教職員
費

2 教育振
興費

2 小学校
費

※ 
1 学校管
理費

2 教育振
興費

3 学校建
設費

3 中学校
費

※ 
1 教職員
費

2 教育復
興費

3 中学校
費

一
二

O
八

※ 
1 高等学
校総務費

2 全日制
高等学校
管理費

3 定時制
高等学校
管理費

4 教育振
興費

5 学校建
設費

4 高等学
校費

※ 
1 高等学
校総務費

2 全日制
高等学校
管理費

3 定時制
高等学校
管理費

4 教育振
興費

5 学校建
設費

6 通信教
育費

4 高等学
校費

※ 

5 幼稚園
費

※ 

5 特別支
援学校費

。
〔
法
規
八
九
七
七
〕
①
川

鼻



I f)J 持；！~ii1 特別支
援学校時

w
n
H
H
H．1J同
園

k

，PH
u
l弘
樹
申

a、う·~

I 社会教
官総務費

2 合民館
費

:3 1司書部
費

(j ti：会教
育費

※ 
1 社会教
育総務費

2 提聴覚
教脊費

3 文fヒ財
保務費

4 図書館
費

() 託会教
育費

地
方
制
度

第
ニ
市

I 保健体
育総務費

2 体育嬉
設費

7 保健体
育費

※ 
l 保鑓｛本
？？総務委

2 体育哲三
興費

3 体育縮
設費

7 保健体
育費

地
方
自
治

I 農林水
産擁設災
：民主 Ill ＇／~

11 災事N
出費

I 法林水
産雄投災
害従旧費

11 災計i虹
IEJ費

地
方
向
治
法
施
行
縦
揺

l 何災害
向IEI'l~ 

2 f耳縮設
災害担i113
費

1 持災事
復IF.I費

2 (iif施設
災海ft!1日
費

I 何災害
従｜日費

1 的災害
持¥illHt

l 元金
2 利子
:3 公f占諸
費

公i長喪
公｛実費12 

l 元金
2 利子
3 公演諸
費

公｛走費
公｛貰費12 

令
＠
〔
法
焼
九
間
八
山
内
〕
①
山
川

13 諸支出
金

rn諸支出
金

I 持i的財
政l説得j~

I ・ytf j岳財
産取得費

I 何取得1 何数得

1~ 一
二

O
九

I M公営
企業従仔
金

2 公営1f::
業貸付金

l 持公営
金業貸付
金

立 公常食
業貸付金



第
四
編

I ill!方捕
費税.i111＇穿
金

3 地方諮
費税m算
金

地
方
制
度

4 利子容i
交付金

,. 
第
二
章

i 李lj子'§IJ
交付金

5 配当割
交付金

地
方
自
治

I 配当事1]

交付金

1 株式等
議捜所得
1lll交持金

6 株式等
譲渡所得
部交付金

地
方
自
治
法
施
行
境
問

I 地方消
費説交付
金

7 地方消
費税交付
金

1 ゴルフ
場利用説
交付金

8 =1＇；レフ
場李lj用説
交付金

9 自動車
取得投交
付金

l 自動車
i説得税交
付金

:2 IE! i去に
よる自動
車取得税
交付金

10 利子容tJ

結：！，＇）：金
I 利子説
精算金

子協1t14 予告il費14 
予議費予備費

。
予備投

I 都、指定都市等行政権i患の控のあるものについては、当該行政権誌の

楚；こより必拠な款又は墳を設けることができること。

一絞殺の職員の給料、職員手当｛退職手当を除く。）及び共済狩は、※印

予｛！泊費

つ

長；；考

。
門
法
焼
九
殴
八
阿
〕
部
山
内

’‘ 



綱、

を討している闘に計上すること。

;3 2にかかわらず、事業費支弁ぉ一般織の職員の給料、職員苧当（退職手

当を除、く。）及び共済費は、当該事業費の自に計上すること。

4 2にかかわらず、施設の一般機的職員に係る給料、職員手当｛退職手当

会除く。）及び共済費は滋核施設の自に計上することができること。

5 特別会計に係る議出予算の款項の区分及び設の草分については、普請地

方公共団体の授が定めた区分によること。

6 地方説法第485条の13第 E項の市町村にあっては、 13 3者支出金の敷中

2 公営企業貸付金の項の次iこ設のように項及び諒を加えること。

第
間
繰

地
方
制
度

第
二
難

3 市釘狩たiまこ税都
道府県交付金

地
方
自
治

1 市町村たばこ説都
道府県交付金

‘可
。
〔
法
麗
八
七
九
ニ
〕
①
山
間

議入予算！こ罷る節の箆分〈第十五条関係）

款 の 区 分 節

都（道府県〉説、市（町村）税 1 現年操税分

2 滞納繰越分

ただし、鵡入予算の項の臨分を地

方消費税とするものについて辻、自

と関ーとする。

地方滋費税滑鄭金 目と同ーとするα

地方緩与税

利子割交付金

配潟!iJ交付金

株式等擁護所得言語交付金

地方消費税交付金

自動車取得税交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

繰入金

練越金

その他の議入科目 議出予算の項の区分等に対応して普通

地方公共毘体の長が2絞めた節の区分に

よる。

地
方
自
治
法
施
行
鏡
別
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旗出予算に係る節の区分（第十五条関係）

日
Azs 

説節

地
方
制
度

第
二
章

執行機関である委員会の委員及び委員（常

勤の者を除く。）に係る報酬

その他の非常勤職員の報酬

知事、副知事、市町村長及び副市町村長並

びに常勤の監査委員及び人事委員会の委員

に係る報酬

酬

酬

非常勤職員報酬

特別職給

報

報

員

員

議

委

酬

料

報

手会2 

,... 

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

当手／
＼
 

づ基例条ノ
＼づ基れま又律法

、t
1
1
1
1
1
1
L
1
1
1
1
1
1』
』
J

給

当

当

当

当

当

当

当

済

負

手

手

手

共

る

職

手

整

手

芸

語

手

員

す

1

1
手

務

対

般

養

給

動

勤

勤

童

公

に

任

殊

地

方

合

金

一

扶

初

通

特

特

何

児

地

組

担

職員手当等

費済共

3 

4 

普通恩給、増加恩給及び扶助料

退職年金、通算退職年金、公務傷病年金及

び遺族年金

報酬、給料及び
賃金に係る社会
保険料

療養補償費

休業補償費

何 補償費

葬 祭 料

思給

退職年金

災害補償費

6 思給及び退
職年金

5 

金

費

貸

報

7 

報酬に掲げるもの以外のもの（謝礼金を含

む．）

金償報償8 

一一一一一一
議員その他の非常勤職員の費用弁償及び関

係人等に対する実費弁償

金

金

償

賜

上

用 弁

賞

賀

費
費旅9 

。
〔
法
規
八
七
九
二
〕
①
川

鼻



'1~ 

'1~ 

｝｛民

旅

辿

男lj

I
F
－－－

h
ド
’

剥
L
配出
r
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a、文具、印紙の類で一度の使用でその効用を

失うもの及び数会計年度にわたり使用され

る物品で備品の限度に至らない消lr;m：：材・
暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車HJ燃料

t了2
1111 耗，1

 

2
一、1・3’

l探

用

交

前

10 

11 地
方
制
度

'1~· ．
 
！
 

”町、i
 

第
二
市

·~rr気、ガス、水道及び冷暖房使用料

町ii品の修総若しくはviii品又は船舶、航空憐

等の部分MiのII~·｛キえの費用及び家股等の小

修絡で工事lli'H~'l'i:に至らないもの

食 制 的

印刷！興本 ＇J'i・
光熱水 1~

修繕 料

地
方
自
治

郵便、むf;i....包括~；；1・及び迎知事I·

地方債~W！芳Jfx扱手故料

$;:1J~、翻訳及び述記料

Jl(j 材料費

節I ~；；I・ 1~·

医薬材料費

通信迎 i般的

保 ri: 1s1・
広告 1s1・
手数料

＊耕翻訳料

火災保険料

自動車拡lrn:保険

料

務t立

地
方
自
治
法
施
行
規
則

12 

試験、研究及びi別査並びにゆと阿等製作委託

料

－－
v

’
 

”、．v
ー;tr: 委13 

土地、工作物等の造成又は製造及び改造の

工事並びに工作物等の移転及び｜除去IIの工事

等に嬰する経狩で契約によるもの

何工事；IN負貯

14 使JlJ料及び

賃借料

15 エヰ1:,m負 '1~’

a、。
〔
法
規
九
凶
八
四
〕
①
川

工事材料 w
加工用原料詩

情利 l!1W入費

土地 ll/1~ 入費

家展 ll/11入野

船舶、航空機呼

11/i~A'l~ 

m〔 1ヰ・：j;;I・ '1~

17 公平fJH~iilli'ii
入費

16 

一
一一一
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四
輯

げ用器共 3号
機械.｛~ii 呉費

!f!IJ物 ll/1j入費

負担金

{rjjj品購入1~18 

活耗品以外の!ftlJ物

地
方
制
度

第
二
市

補助金

交付金

生活扶助費

何扶 I!}J 'lt 

19 仇般金、主Ii
i狗及び交付金

~ 

Jt!! 
完
i主
治

金

金

金

金

ゃ
4
？

も

や

4

手
法

rts

‘dHF
引
4
b
p
h］『

i
i
i
i
 

品
川
公
山
明
金
付
札
Y
4

4恥

t
t
n
u只

L
L
U

1~ 

金

。ミ

i't 

22 tilifft，主ljJ長

及び賠償金

－aae 

刻
ザ

i守

20 

21 

臨
む
封
一
ω
長
龍
三
話
時

S
E
P
吋

J

I
：、れ
4
1
f
L
7
1
$
3
2
3

欠損1il機金及。：糾LIニ充用金

地方的の元金償還金、税収入等の還付金23 ffti立金、手IJ

子及び割引料

地方債及びーII寺借入金の利子並びに；＇ /ii引発

行する地方的のお1］引 ~St

小切手支払来涜

fft）担金

利子及び；lj1J引料

還付加l；拝金

f（空券及び株式のIllt1~Hこ控：する経費並びに公

議財図法人の定款に｛系るt.llえん！？長等

－
曇
軍
E
恥む及－rJ、

H
t
y
b
 

投

金

泊

者

会

議

’P4
 

いと
E
P

ι
H
1
 。，M

金

金

狩

金

h
F
M

山
川
崎
潟
V
H

は
H
H

iwA
ね
判
明
“
民
刻

μ

’h
U
H
H
V

円
1

4

0

0

0

7

M

9

M

0

7

M

9

削

二
一
回
（

1
一
二
三

O〉

他会計への繰出し

1 揺ilえびその説明により明らかでない経費については、当政務貨の性質

により頴｛設の詩iに区分段恐：ずること。

2 節のIiJi谷jの：許号i：工、これな変吏ずることができないこと。

:3 1長 /JI予算を配車するときは、；；女項語部のほか、必J~に応仁郊の説明ι

より、これを行なうことができること。

日；j考

本総式…".itt:i；筑波〔n:rn1:isi，~号 JJ J'.I治令おl}).-iii；改ii：〔11[1初.ior1i:.JJ 1・1r.；令151｝・ 4II1i2 JJ 2 I｝・ 5

JJ 111｝・ 4:HFII JJ:H I}・ 44If'12Jl32号・ .iG11' 1 m :n才・ 9Jj181｝・ 4711• 9 Jl261}・48ll! 6 JJ 17 I} • ・1911' 

a JJ !1 r｝・ 50l!'2 JJ I l｝・ 9JJ 16号・ 51ll'8 JJ25 ＼｝・ 5·1~1' :i Jj 8 ＼｝・ 9l}・621JH2JJ:m》・ G:H1q2)J:n

I｝・ー，~，えJL:lji :i JJ 121｝・ 3!ji :l JJ 9 ~｝・ 9 Iド3JJ181}・IOIJil2JJ・lGI}• lllJi:l Jjff,IJ • 121Ji:l }]221｝・

1311!1 JWH'.il令5リ・ 141fi2 JJ 1性I｝・ 151fil2fj1451｝・ 16fli4JJ78¥} • 1711¥4 JJ7f1I｝・ 1811:11JI l:J9 I｝・

l!HJi I JI ・11｝・ 21HJHI Jl 1181} • 7 )J86 I｝・ 1IJJ 1181｝・ 21句i3 Jj361｝〕

。
〔
法
規
九
州
問
八
凶
〕
①
川

~ 



（第十五条の二関係）予算に関する説明書横式

歳入歳出予算事項別明細書第
四
編 総括

〈歳入〉

1 

a、
欽 ｜本年度予算額｜前年度予算額｜ 比 較

1 何々
千円

2 何々

歳入合計｜

地
方
制
度

第
二
章

般

源

千円

本年度予算額の財源内訳
本年度

予算額

出〉（歳

政

地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

前年度予算額の側には、前年度当初予算に係る金額を伺げること。

補正予算又は暫定予算は、この様式に準じてこれを調製すること。

考i
 
，1
 ・l

’山
V

2 

入

何

歳

（款）

cgv 

2 

、
沼
山
川
崎
二
四
二
一

1
コ一〕

々

本年度｜前年度｜比

節
日

分｜金額
説 明

千f'J
何々 ｜

1 何 々

何々｜

2 何々

じ何7々i7＼：~－－言1・

々

何

一一一一一一一
前年度の欄には、前年度当初予算に係る金額を掲げること。考備



一一一一ー一一
ーマ a・.，

説明鶴には、 i設入見込額の算出主主種、説明寺〉率その他参考となる事項

を記較することができること。

補正予算又は暫定予算誌、この様式に準じてこれを調製すること。

2 

第
四
編

地
方
樹
皮

3 

議 HJ

〈款〉何

（~D 何

3 

第
二
軍

柏
崎
方
自
治

地
方
向
治
法
擁
持
続
挺

々

百 本年度前年度 説 明

千fラ 千円

1何々
何々 j

2 ：~ I I I I I I l/L~I/ 

々,... 

前年疫の欄はは、前年度当初予算に係る金額をf＇~げること。

税理j雛誌は、予算を計上した践の内訳その他彦考となる事裂を記載す

ることができること。

3 補正予算又は暫定予算は、 ζの様式ι準じてこれを調製すること。

1 

2 

考viii 

一一一一山一一一

門
法
規
ニ
沼
二
一

t
一一口

,.. 



書綿明蓑与給

a‘ 

特別級

絵 主主 it 

援員

年織｛！来制千支手舟当給｝ 
区 分 数 報酬 給料 地調革手 軍事冷地 その他 普十

災訓，e合計 傷事E
5当 司民 き議 の手当

｛人｝ ｛予防 ｛千円｝ 率（月分） ｛千円｝ ｛守二時｝ ｛千円） ｛千F1)) ｛千舟｝ ｛予判｝

:ll " 

ヨド
織員

聖手

議その特の総例
度

言十

3堅調事

i狩
織負

q! 

機その特の総別
復

昔十

f襲撃事

比 組員

絞 の電そ量特の他別

普十

第
四
編

地
方
制
度

地
方
富
治
法
施
行
規
期

第
二
輩

地
方
議
治

亀
可

《
》
〔
法
規
八
七
九
二
〕
＠
山
間

長等とは知事（市町村長｝及び副知事｛器市町村長）をいい、その他

の特別職とは長等及び議員以外の特加藤をいう。

2 ニの表培、報酬又は給料をもって支弁される特別職の織員で予算の積

算の基識となったものについて記載すること。

3 給与費欄のその｛患の苧当欄に記載した場合は、備考欄に当館手当の内

容を具体的に記載すること。

備考

一一一一一一一一一



一般機2 第
四
縄

第
二
軍

地
方
富
治

地
方
制
度

総括

区分 職員数
給 与 費

共諸費 メd- ；｝”L 。備考

（人）
報｛千円醗〉給｛千円料） 職（員千手円）当 （千計円｝ （千円） （千円〉

本年度（

議年；支 （ 

比較（

｝
 

i
 

，za亀．、

,... 

地方告治法施行捜熊

区分 ｛｛再千三手円当） ｛｛可千手円指） 何（千手円当〉得｛千手問当｝ ｛（可千苧円調） 何｛千手円当｝ ：~ 
本年度

職員内手当
の 訳

前年度
長

〈

上と 較

1 この表辻、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員｛事業費支

弁拡張る職員を含む。）で予葬の積算の基礎となったもの足ついで記載す

ること。

（ ）内；丸短時間勤務職員について外書きすること。

犠考

2 

二
三
四

,.. 。
〔
法
規
八
七
九
ニ
〕
合
同



a、

給料及び職員手当の増減鱗の明細

豆 分
増減額 増減事寝室lj 内訳

説 i持 繍 考
｛千円〉 ｛千円）

fft 料 給与改定に伴う

増 減 分

昇給；こ停う増加

分

その他の増減分

職民苧~ 制度改正に伴う

増 擁 分

その誌の増減分

(2) 
第
四
繕

地
方
制
捜

第
二
軍

地
方
富
治

地
方
自
治
法
雄
持
規
制
約

一一一一…一五

‘、
O
〔
法
規
八
六

O
ニ
岳
山
川

総括j の給料及び職員手当のそれぞれの比較I m減額樽の金額ば、 r(l)

金額と一致すること。

2 説i男欄iこi士、増減事曲第IJ内訳の金額の概算等4佐藤立記載するとともに、

駿民事当の制度改正に停う増減分について当該手議の種頼別の内訳を記

載すること。

犠考



絵料及び職員乎~の状法

職員 1人当たり給与

(3) 
第
四
編

第
二
章

地
方
制
度

地
方
癌
治

ア

区 分 持々職 何々磯

平均給料月掛（円） 〉

年月 日現住 平均給与月額（円）
ち
〉

〉

平均年齢〈議）
〉〉

〉

平均給料JHfti（丹〉

年月 日現在 平均給与月鎖（丹）

平均年齢（議）

’‘ 

地
方
自
治
法
強
行
規
制
約

度

々鞍

〈向｝

鋭

｛可

の

々職

（円）

国

｛可

務経給

区分 f可々職 何々職

〈丹〉 （円）
〉

< 

了，，1j,fX寸古ー
〈

) 

大学卒
( 

イ

一二一一一品ハ

犠々

綾部職員数

イ可 議々

ウ

構成比

（%｝ 

職員数
（人）

議！l数

（人）
綾

分区

イ可級

臼

在

月午

現
何級

哲十

｛可級持級

｛可級

何級

き十

許

｛可級日
在

月年

現

。
〔
法
規
八
六
O
ニ
③
川

aF 
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地
方
制
度
第
二
世
地
方
自
治

〈露出ljの.f;Y{illl的なi政務内務〉

IK 分 i 何 吋
H
3

・1’4
t
 

普及級

｛可々毅

エ与i

地方自治法施行規則的

メd' 代 表的な職制

区 分

{iiJ 々 耳設 (iif 々戦

f続 u 数｛八）（人）

本 ・'ii議会に採る職只数（ B) （人｝

2号給｛人〉

4号主主〈人｝

年
"' ・U・給数日lj内訳 6号給（人）

8号給（人）

度 何号給｛人）

上主 主将 (B) / ｛八｝ 〈ちも）

部活 数｛八）｛人）

前
叫給に係る駿只数

( B) （ノJ

2号給（人）

4・号給 （人｝
を手

守主台数別内収 6ザ給〈人）

8号給（人）

度 ｛好守給（人）

上ヒ :.t·~ (13) / （八） （ちも）七

a、

‘7
 

0
〔
法
制
胤
九
五
八
五
〕

合
(4) 
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地
方
制
度

第
二
車

JU！末手当・効舵手当

支給 JUI>J1J支絵議 職階般世制、~＝，職上lこ務のよ段のる区 分 支｛給j'J 分串r・ 百；i巧
(j J:J (JJ分〉 12月（月分）

本 年 度

前年度

自の制度

オ

,,.. 

地
方
自
治

地
方
議
治
法
施
行
議
倒
的

定年近鞍及び却j吸退臓に揺るil謀議手当

20i！~勤続 2の5者年勉続 3の：者丹~F勤続
加そ3の1措他｛註サの； 政｛応月分援度〉 二JS・区 分 の二ri・

分｝〈月分） （月分〉

文絵本符

等留（文）の；給li'JJ.率支

カ

〉
ら
う
～
〈
〈
，
／
L
J
，t〈
r
t
》えぐ

地域手当

支給対魚道域

支 z。r引'・ ヰ1(%)

支給対象殺ii設｛人）

基認jのく指支定給J長中!jlj；こ
づ（%）

キ

一
二
一
二
七
ノ

特殊毘務手当

代表的な 1；否権
1主 分 金職事n

< 

｛可々聴 。i々職
〉

給料総額に対するi七平（%）
') 

') 

支｛給対苧~lit·~ 以JJの比率日現｛%主主〉｝ 

代表的な特殊！i1拘務手当の名称 ~ 

ク

。
〔
法
規
九
五
八
五
〕
命
同

伊‘



... 

その他の平当

18: 分 悶の制度との異罰 法異の内容

扶 'r、~ 手 l~ 

｛主 震 手 i3 

ii言 事iJJ 手 当

ケ第
四
綴

地
方
制
度

a、。
〔
法
規
九
五
八
五
〕
＠

ω

fア聡只 1人当たり給与J、fイ拐｛壬給j、fウ級別職n故j、fエ

ゲト給j 及び fク 特殊勤務苧鳴j の｛再々続の区分は、給料去の区分に

よることとし、技数の職種について偶ーの給料表を適用している場合に

あっては、説明IJとしてそれぞれの殺禄の庇分によること。

2 fア職員 1人当たり給与j及び fウ 級別職日数j i士、予算；U[,JI即時

及びその l年liliの数誌はより、「ク 特殊勤務手議j の文給対魚職員の比

率は予知：；出H限m干の数｛足立こより、それぞれ作成すること。

3 ［ア 純良 1入あたり給与JI求、 f援i尋問担j務総n以外の職員について

作成すること。

4 fア 級長 1人おたり給与j の平均給与月簡は、期末手当、勤勉苧当、

退職手当及び寒冷地苧潜を除いて算定すること。

5 fイ 初任給Jの自の総授の職種の区分は、原Hllとして、当該会計に

おいて戦以に適用される給料表に対応する｛科会表が溜｝おされる悶家公務

員の職綿の区分によること。

6 fウ級制職員数j の（

すること。

7 fウ 絞号lj殺n数j の f（級5.jljの標準的な勤rJJ内務）J i士、罪、長ljとして、

お技会計におけるM：も代表的な殺誕の職員に適用される給料・去に係るJ［能

主義；ニついて作成することc

8 fニじ 升給Jの職員数繍；こ辻、銀H寺110勤務職員以外のi織民放な記載す

ること。

9 fオ 期末手当・鈷錯平当j は、廿理文i：上競ザのj也｛立にある職員以外

のJfi注目について作成するものとし、支捻J~I男lj支給fi:t!I判及び支給率許制に

はお；！支股nの捺ill!約な支給率金、これらのi聞の（ ）戸すには、再任JIJJ[fi~

nのt~＼＇， ilき告さな支給ネを、前考搬には、認定J五日立に含まれる苧芝i の稲Hiに

ついて部の制度との異1r11等をそれぞれ記載すること。

10 fキ 地j成平自j の支稔対象地域ti制l日立、文絵Z容の区分及uq却の指定

基準に基づく支給率のi草分により分別して詑持すること。

）内にi士、護持Ill］勤務服nについて外古き

{ljjj考

第
ニ
立

治
方
自
治

一一一一一一七ノ

地
方
自
治
法
施
詩
境
関



総SI~遣 要役惑ささ 器禁11際 主訪ね担当Z さき択をE淀潔翠L以後忍 I 11111く

窓、

1 ｛符 1 
,':/ 

2 何 1 
々

滋絞？？についてのill！前年度末支での交出綴胃前年度末までの支出額又は支出綴の免込み及び当該年

度以降の支出子定街並びに＊裁のi並行状況等｛こiおする調書

金 '* ま？ i遂
時If前年 前年度 き:IJ実5手 l!:rn亥~f:. 翌年度

tE. (/) 
i変3友Z主

度求ま
米訟で

以降支

Z策 ~Jf 業名 年i'fll

事主金見~ 』 地方 その 一般
の支出 皮支社iでの支

if三皮 での・:X 出予定
？浜

財i奴
（見込） 出予定

！氏 fl!!. 出額 綴 予定叙 制 霊長

千円 チ！弓 守二内 千円 千円 千汚 守二内 千円 千円 千円

日fOJ 
々

ill-

(OJ 
々

まト

継続費

の総額

l二対す

る滋捗

吋~. .,, 註

% 

。c潔筆書兵制〈同〕＠芝

え ‘」



m務負担行為で強年度以時にわたるものについての前年現末まで

の支出額又は支出訟の見込み及てr当該年度以降の支社i予IE:制部に

l到する；Uf.Ji!~

第
四
編

a、1ま1毎(JでL年iみの）度支智i末U¥ E出忠i誠予誌年定の支度額
ti. の Jlf源 内 訳

JJr Ifi 限度額 ~！j 7主 Ur i日l

i笹話山 ｛吉綜U道m~予:f 
-fl主財源

JIJJl/:J 金制 JUJlllJ 金額 地方Ui その｛車

千円 千円 1二IIJ 千fl) 千円 ，－~111 千Pl

地
方
制
服

第
二
立

地
方
自
治

備考 i漠疫額の金刻表恭の国難なものについては、当該嫌に文言で記｝践すること

ができること。

a、金
門
法
鋭
九
五
八
五
〕
①
川

地方能の前ii1J年度末における現在高並びに前年度末及

び当該年度末における現在誌の見込みに関する；弱者

前現込年在縦度高末見

議践年度中i曽減見込み
官当日去年制度末込

区分 弟末前境年在度市
記当能該年見度込制中 長当率践年償度還見中

千円 千円 千円 千円 千円

2 宅a木睦.'t 

,,,. 

3 治ftl貞L 、

当

｛ム~ ｝々

地
方
浅
治
法
施
行
規
出

viii均 的瞥i点で｛患の地方的の区分により区分することができないものについては、

3 その｛也のlJHこflH~~f11tの区分を設けて記載すること。

本線式…~自1；改正〔11/U1138~1' 9 Jl自治令2Gf刀、一部改iE(ll[J初総lJ'2 JJ ，~，治令 I I｝・ 59~1! 8 Jj21 I｝・ GO

!J' 8 }j 221｝・ 6HI! I JI I l.} ・』，（，，え2~I! 2 fl 2 r} • 12}]33 I｝俵 3~Jti2Jj301｝・ 9 ~IH2JJ421} • 1:H1: I JH.ll 
fli令 5¥}. 16{1ミ7JJI I JI｝・ 17il!l2JJIG!H} • 18~1ミ i !fl 139f｝・ 21il!5刀541｝〕

一一一一一一九



筏gj~護 主ぎ沢喜写生誕 絞il裕 §;l~沼海 ぎ~否定士返送！と否認§： I 1 lfilO 

総綴資繰越計算書様式（第十Ii.粂のさま出係〉

款 !Ji 

1 i司 1 i可
ノJ 々

2 liiJ ｛可
J守 /< 

例年皮（＇，＇！.＇ iill地方公共図体;f,) ff総統？／~線級；fr釘［ j\:;

何年度継続授やお現怒

支額j{:f出1え1済5びl 
継続1'(

繰現iill，年法案皮次妥~l~i!長::ti
子Jl-JニV綴t;;: 繰lj重t年越度室次:ti 計

残額
の総~m

込 M

内 Pl 同 円 内 F守 同

何年何月何日提出

｛｛可部（道ff.H，＇，）然1::1~〕｛例怒（ill府県）［可r!J （町村）灸〕

氏

犯の ltt ifil. 内 ：m
将官 IU i山

線総金 i設似認合）｛雲書官 j也方ft'( その他

内 内 fl! i弓

名

約考 1 支出済古fli及び支出兇込紛のl！~Hこは、当玖年度の支出済制及び支出：CJ~犯行為済みの合官iiでj{:出オミ淡の金綴をlli'.ilます

るニと。

2 2五の財源内訳椴！には、終絞授の懇年度述次繰越穏に充てるべき主若年岐における財源の予定を記必ずること。した

がって、特定財係の織；こは、 13説得三度における継続貨の特定財源、のうち凋定米淡又i:t~開定済来約であって務停l交；こ

繰り雄、すものをと；lUニずるここと。

3 11l!方自治法安i220~及第 3摂ただし；！：；の規定により滋絞1~に係る歳出予算の金額を繰り滋したものについては、 f翌

年度i¥ll次繰経額j とあるのは f翌年度検鍵額j と読み替えるらのとすること。

本印式…ffilfi主主iE（主：i絞381j!9汚滋iir令261｝），…ffil&iF.〔Dfl者i・IHI'7 fl ~I治令i・1 り明初年 Z ll I 1}) 

。〔道E還兵；吋く民〕

l l 



「同一」｜円一ハロゴ「〔一

。

H1
い
ト
ト

一一一一
1

一唱
J

〔一一日で一七

一
仁
」
片
一

lfiiJ有i1 f等々

2伊j々 11何々

( ,. 
t潟思想11窓口！！～111〕

計

何年何月何日総出

〔侭銘〈滋府緑｝魚崎町 〔何伺I（道府保）何滋〈町村）炎〕
tた 名

本微弐···~！帯数iE（費す務総fr：吾丹 n 胃l'if26培）， -llll'*lE(IY!卯50~2/lfl約令 1 号3

I l I IS.I I 線図E霊 童書沢喜重量ぎ 毒患II総 さき沢吾2蒋 草寺択∞ヨg務総！と現実家

調



第
四
編

第
二
章

地
方
制
度

名業，Lv
 

az
－－－ 
司

4

，‘ 

地
方
自
治

2 何々11何々

地
方
自
治
法
施
行
規
則

〔何都（道府以）何市（町村）長〕

氏 名

。m考未収入特定財源の欄には、調定未済額及び訓定済未収入額を記載すること。

＊織式・・・全郎改正〔昭和38年9ll自治令26号），一部改正〔昭和50年2月白治令 1号］

何年何月何日提出

〔何都（道府県）知事〕

事故繰越し繰越計算書様式（第十五条の五関係）

何年度（普通地方公共団体名）事故繰越し繰越計算書

事業名」i円支担制行出1下為明：：支｜！一左醐寸出のH再甑一内支一出調1開両l支担予一定行出相剣刻円lI 翌続越年度額円

左の財源内沢 説

款 項

群樫~~ ~＼明
1何々 1何々

2何々 1何々

何年何月何日提出

〔何都（道府m知事〕
一
二
回
ニ

〔何都（道府県〉何市（町村）長〕

氏 名

古ii考説明の側には、事故繰越しの理由を記蛾すること。

;d.:f.)l ：；＼··・企郎改正［目白痢138年 9JHI治令26号），一郎改正〔昭和so~1! 2 JJ n i'fi令 l"I・})

門
法
規
二
四
二
一

J
一ニ】

~ 



決算の調製の様式（第十六条関係）

何年度（普通地方公共団体名）歳入歳出決算書

a、
入

歓 ｜ 羽 ｜話器｜制定額｜事訓湖 ｜禁論｜問題よ

1 何々
百

1 何々｜

2 fiiJ ｜々

2 何々

1 何々｜

2 何々｜

歳入合計｜

歳第
四
編

地
方
制
度
第
二
章

地
方
自
治

出

予算服｜支WifftriI話器｜不用 制 予済制算現と額のと比支較出

1 何々 「
円

1 何々｜

2 何々｜

2 何々

1 何々｜

2 何々｜

歳出合計｜

歳

地
方
自
治
法
施
行
規
則

＼ 

a守門
法
規
二
四
二
一
J
一ニ〕

円

円

〔何都（道府県）何市（町村）畏1

氏－各
本様式・・・全郎改正〔悶栴138年9JJ fJ治令26)f-），一郎改正【昭和50隼2月自治令1号】

円

円

歳入歳出差引残額

うち基金繰入額

文は

歳入歳出差引歳入不足額

このため翌年度歳入線上充用金

何年何月何日提出

〔何都（道府県）知事〕

一
二
四
三



一一・←F 一一－
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歳入歳出決算事項別明細書様式（第十六条のニ関係）

何年度（普通地方公共団体名）歳入歳出決算ヰ明別明細書

第
四
編
地
方
制
度
第
二
章
地
方
自
治

地
方
自
治
法
施
行
規
則

歳入

一一 時品器1肘｜品1~1：：！~；：1竺
1何々｜｜｜悶Il'Jl ''JI ''JI I l'JI円I!'JI f'Jl ILJI 
~－＇」－｜｜｜｜｜しLl_L
I］何々｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

I I I I I州｜｜｜｜｜
｜｜｜｜｜｜｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜  

1何々II J I I I I I「「「「
j 1何々II I I I I l_LLl_I_ 
I I I I I I何々II I I I I 

J 入合計｜ I I I I I I I I I I 

目項紋

2何々

?-"' 

一
二
四
四

項軟

1何々

門
法
規
－
一
四
二
一

t
一己

・'r 



a、

実質収支に関する鋼書様式（第十六条の二関係）

実質収支に関する調書

区 分 金 都

歳 入 総 額
千円

2 歳 出 総 Kti 

3 歳 入 歳 出 差 額

4 翌年度へ繰
(1) 継続投逓次繰越額

り越すべき
(2）繰越明許費繰越額

財源
(3）事故繰越しi繰越額

計

5 実 質 収 支 額

6 実質収支額のうち地方自治法第233条
の2の規定による益金盤入盟

第
四
編

地
方
制
度

第
二
章

地
方
自
治

本線~…念館改正〔昭和38~9.IJ 自治令26-t予〕．一郎改正【昭和50年 2 月自治令 1 号］

財産に関する調書様式（第十六条の二関係）

財 産 に 関 す

地
方
自
治
法
施
行
規
則

書調る

1 公有財産

(1）土地及び建物

、

＼． 

〔
法
制
叫
二
四
二
一

J
三〕

分｜土地（地積） ｜木造（延而税）｜非木造（延而積）

·a~u: Ji!: Ja:: Ji!: j:: JE~i~ a：~：：：Ja:: J a:: 
本庁舎 jm2j m21叶 m2j叶 m21叶 m2j mj 叶叶 1刊

~~I；~ ~：I I I I ! I I I I I I I 
崎｜欄 I: I: I! i I I 1 I_ 

学 校1 I I I i I I I I I ' I 
義陣営旬 I I I ! I I I I I l I 
泣い困｜ I I ! I I I I I I ! I 
血協舗 I I I I I I I I I I I 

林II I I ! I I i I I I I 
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第
二
指

地
方
自
治

印
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持基手持月何日

｛可市〈釘）件、•t) 長あて

.tt!!絃による間体の名称及び主

たる事務所の所在地

名称

所在地

f ~表者の氏名及び住所

長名 i事

｛主所

告示 ~J~ 項変支局出合

下記事項について変更があったので、地方自治法第260条の 2第11項の規定

により、告示された事項に変支があった日をi援する書類を添えて届け出ます。

記

l 変更があった事項及びその内容

2 変支の年月 n

3 紫斑の理由

… 1......1 
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